


一一編一一

患 中
者皮
と腫
家・
族ア
のス
会 ベ
用ス
海上
富憲

尼
崎
労
働
者
安
全
衛
生
セ
ン
タ
ー

；明
；日
tw'¥. 

I 1, ::··~\ ：：：~~~~ ~唱 jり

f ;uti~~h雪
r ＂実 l::t

定
価

1
8
0
0
円
＋
税

A
5
判
・

3
1
8
頁
・
ソ
フ
ト
カ
バ
ー

ー圃圃.. ‘ 

五一．一一口

未
曾
有
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害

「
ク
ボ
タ
シ
ョ
ッ
ク
」

助
け
て
ほ
し
い
、
命
と
、
心
と
、
家
族
を
・
：

H

緩
慢
な
る
惨
劇
N

に
立
ち
向
か
う
患
者
と
家
族
の
手
記

？； 

＠
弟
は

H

無
念
H

の
言
葉
を
残
し
て
去
っ
た

⑥
私
た
ち
自
身
が
動
か
な
け
れ
ば

函
⑥
病
状
に
適
し
た
病
院
選
び

E
⑥
免
疫
療
法
を
受
け
ま
し
た
。

回
＠
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
吸
わ
な
け
れ
ば

圃
＠
一
日
で
も
長
く
生
き
肢
き
た
い
で
す

函
⑨
長
く
苦
し
か
っ
た
日
々

『掴
＠
中
皮
腫
と
い
う
経
験
を
経
て

亙
＠
ア
ス
ベ
ス
ト
に
汚
さ
れ
た
懐
か
し
い
風
景

匪
＠

H

俺
、
何
か
悪
い
事
し
た
か
っ
H

国
＠
失
対
で
久
保
田
神
崎
工
場
に
行
っ
た

田
＠
兄
の
石
綿
死
ク
ボ
タ
シ
ョ
ッ
ク
と
私

置
＠
誠
意
の
感
じ
ら
れ
ぬ
ク
ボ
タ
の
姿
勢

E
＠
な
ん
で
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
病
気
に
：：

圃
＠
残
り
の
人
生

＠
ア
ス
ベ
ス
ト
で
、
夫
と
娘
を
失
っ
た
家
庭
で
す

⑥
左
悪
性
胸
膜
中
皮
腫
と
診
断
さ
れ
て

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会で、取り扱っています

干136-0071東京都江東区亀戸7-10-1Zビル5階

PHONE (03) 3637-5052 FAX (03) 3637-5052 



安全センター情報2011年12月号目次 ［全国労働安全衛生センター連絡会議  通巻第389号  2011年11月15日発行］

各地の便り

特集／福島原発事故放射線被ばく労働

被ばく労働問題関係省庁
交渉の報告と今後の課題
緊急作業被ばく線量限度の特例撤廃へ
		 東京労働安全衛生センター事務局長  飯田勝泰	 2……

環境省●石綿被害医学判定で架空の検査結果	 55
宮城●だいじょうぶ？ 大震災被災地のアスベスト 58
東京・福島●サマーフィールドワーク学生自ら企画 60
沖縄●復帰前基地離職者問題新通達踏まえ要請 62
滋賀●外国人労災症状固定の3週間後の「再発」	 62
東京●コンビニ食品製造を支える外国人の労災 63

福島原発事故放射線被ばく労働対策関係資料	 10
除染作業放射線障害防止専門家検討会報告書	 18

表紙写真／サマーフィールドワークで放射能測定を行う学生ら（60頁参照）

……

……

労災・職業病に関する
国際機関の最新統計
国際労働機関（ILO）と国際社会保障協会（ISSA）	 	48

労働安全衛生関係の動向
法改正・検討会・円卓会議等
じん肺標準エックス線写真集デジタル版も	 	34

じん肺標準エックス線写真集取り扱い通達	 38
産業保健への支援の在り方検討会報告書	 41

…………………

………………………

……………………………………

………

…………

……

…

……

…………

……………



2   安全センター情報2011年12月号

特集／福島原発事故放射線被ばく労働

はじめに

3・11東日本大震災による東京電力福島第一原
子力発電所の事故発生から、すでに9か月が経過
した。
政府・東電は、原子炉の冷温停止時期を1か月
繰り上げ、事故収束に向けたロードマップ（工程
表）のステップ2を年内に終了するとしている。ス
テップ2の目標である「放射性物質の放出が管理
され、放射線量が大幅に抑制されている」状態が
達成され、2012年から廃炉作業を本格化するため
の中期的課題に取り組むという。
しかし、このまま順調に事故収束に向かうとは到
底考えられない。
炉心溶融した1号機～3号機の原子炉の内部

の状態は依然として不明である。溶け出した核
燃料は格納容器の底部から漏出し、再臨界や地
下水との接触で水蒸気爆発を起こす可能性も否
定できない。原子炉建屋内に滞留する高濃度汚
染水の排水作業は困難を極め、地下水や海水に
汚染が拡大している。

何よりも政府・東電は、今後長期間にわたる事故
処理に携わる現場の作業員の人員をどのように見
積もり確保するのかまったく明らかにしていない。
高レベルの放射線量の環境のなかで作業員の被
ばくを最小限に抑えつつ、事故処理を進めること
は容易ではない。その見通しを明らかにしないま
ま事故の収束を図ろうとするロードマップは絵に描
いた餅になりかねない。

東電による被ばく線量の評価

東電は11月30日に「緊急時作業者の被ばく線
量の評価状況等について」を発表した。それに
よれば、3月から10月末までの緊急作業従事者は
17,780名。各月の東電と協力企業を合わせた新
規の作業従事者は3月～5月は3千人台、6月～7月
が2千人台、7月～9月は1千人台、10月は870人と
なっている。外部被ばくと内部被ばくの評価が終
了したのは15,542名。各月毎に新規従事者の10
月末までの外部被ばく線量と内部被ばく線量を加
算した累積値をみると、250mSv超は3月の東電社
員の6名、100mSv超は3月の169名、50mSv超は

被ばく労働問題関係省庁
交渉の報告と今後の課題
緊急作業被ばく線量限度の特例撤廃へ

飯田勝泰
東京労働安全衛生センター事務局長
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831名であり、月別の累積の被ばく線量では3月の
最大が678.08mSv、平均32.28mSv、10月の最大
が21.43mSv、平均1.08mSvとなっている。なお11
月末時点でも連絡不明者が16名おり、内訳は「該
当者なし」が10名、「連絡つかず」が6名と報告し
ている。この発表を見る限り、新規の従事者数は
減少傾向にあり、外部＋内部の被ばく線量も抑え
られてきている。
3･11事故直後から水素爆発を発生した危機的
状況の時期に比べると、作業人員数も少なくなり、
被ばく線量も管理されてきたように見える。だがス
テップ2を終え事故収束に向け、安定した作業人
員を確保できていると考えるのは早計すぎる。
厚生労働省は後述するとおり、福島第一原
発作業員の被ばく線量の上限を100mSvから
250mSvに引き上げた電離放射線障害防止規則
特例省令を改正し、11月からの新規従事作業者
を対象に元の100mSvに引き下げる措置をとった
が、高線量区域でのトラブルに対応する労働者や
既に緊急作業に従事している労働者には被ばく
上限を変更していない（上限250mSv）。
今後想定される原子炉建屋内で作業や周辺の

がれき撤去作業で、労働者が高線量の被ばくを受
ける可能性は高まっているともいえる。

問われる被ばく線量限度の緩和

全国安全センターは、今年5月から4回（5月16日、
6月17日、7月26日、10月7日）にわたり、福島第一原
発事故による被ばく労働問題について関連省庁と
交渉を行ってきた。
3月14日政府の原子力緊急事態宣伝を受け、厚
生労働省は電離放射線障害防止規則（電離則）
の特例に関する省令を出した。原子力災害の拡
大を防止するためとして、放射線被ばく線量の上
限を引き上げた。電離則第7条を改正し、東電福
島第一原発の緊急作業に従事する労働者が受
ける放射線の実効線量の上限値を、今回に限り、
特例的に100mSvから250mSvする措置をとった。
電離則では緊急作業と通常作業での被ばく線
量の上限値を別々に定めている。通常の被ばく
線量の限度は1年間で50mSv、5年間で100mSv
であり、今回のような原発災害で放射性物質が大
量に飛散するような事態が起きたときの緊急作業

2011年7月16日の厚生労働省等との交渉（立って話しているのが筆者）
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の被ばく線量限度は「100mSvを超えないようにす
る」（電離則7条）ことになっている。
未曾有の原発災害による危機的状況が切迫し

ているとはいえ、厚生労働省は文部科学省の放
射線審議会への諮問・答申だけで3月15日「平成
23年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事
態に対応するための電離放射線障害防止規則
の特例に関する省令」を施行し、被ばく限度上限
を250mSvまで引き上げたのである。
さらに厚生労働省は4月28日、「緊急作業に従
事した労働者のその後の緊急作業以外の放射
線業務による被ばく線量に係る指導について」と
いう通達で、福島第一原発の緊急作業に従事し
た労働者に対しては、それ以外の放射線業務に
ついた場合でも年間50mSvを超えて被ばくしても
指導を行わず、5年間で100mSvを超えないように
すればよいという指示を出していた。
首相官邸や経済産業省原子力安全･保安院

から50mSv/年の限度さえ撤廃せよという圧力が
あったなかで、厚生労働省としては従来の基準こ
そ変えなかったものの、実質的には福島第一原発
の緊急作業に従事する労働者が他原発で働くと
きの電離則の被ばく線量限度50mSv/年を遵守さ
せる指導を放棄したことになる。
私たちは、5月16日の第1回目の交渉のなかで厚
生労働省に、①電離則特例省令で被ばく線量を
100mSvから250mSvに引き上げた理由と根拠、
②4･28通達で年間50mSvを超えても指導しないこ
ととした理由と根拠、③経済産業省原子力安全・
保安院との協議資料を明らかにするよう求めた。
労働者の被ばく限度の引き上げによって緊急事
態を乗り切ることはできない。未曾有の原発災害
であるからこそ、福島第一原発の事故対応に集中
しなければならない。そのために全国の原発を一
時停止させても必要な労働者を福島第一原発に
集中させ、事故収束を最優先の課題として取り組
むべきことを訴えた。
しかし、厚生労働省の中央労働衛生専門官の
回答は弁明に終始していた。原発災害の緊急事
態のなかでは特例省令として250mSvに引き上げ
るしかなく、全国の原発を維持存続させるために

福島第一原発で緊急作業に従事して50mSvを超
えても、他の原発で働くときには5年間100mSvの
基準で指導するという。
さらにこの5月16日時点で、事故発生以来、労
働基準監督官や労働衛生専門官らが福島第一
原発に現場調査さえやっていないことが明らかに
なった。被ばく線量限度を引き上げながら、労働
者のいのちと健康を守る使命と責任をもつ監督機
関がそれでいいのか。中央労働衛生専門官は、
「私も行きたい」と本心を吐露したが、修羅場のよ
うな現場に飛び込んで、労働者の安全と健康を守
ることこそ監督機関の責務ではないのか。危険な
のは放射線だけではない。熱中症や不眠不休で
作業に当たる労働者の過労やメンタルヘルスの悪
化も懸念される。それができるのは厚生労働省の
監督機関をおいて他にない。私たちは現場への
立ち入り調査、臨検監督を直ちに実行するよう要
請した。

労働基準監督官が立ち入り調査

6月17日の交渉には、厚生労働省だけでなく経
済産業省原子力安全・保安院も出席した。
厚生労働省の労働衛生課の担当官は、5月27

日、6月7日に厚生労働省と福島労働局の監督官、
労働衛生専門官が福島第一原発に立ち入り調査
を行い、5月30日に東電と関電工、6月10日に東電
に対し労働安全衛生法違反の是正勧告を行った
と報告した。
省内には東電福島第一原発作業員健康対策
室を設置。いわき市内には富岡労働基準監督署
（現在福島労働局内に移転）の分室を開設し、被
ばく線量が高いと想定される作業については事前
に作業届を提出させる。今後は本省からも現地
からも監督官、専門官が行き、被ばく労働の低減
や健康管理を指導すると回答した。5月下旬から
東電が福島第一原発の免振重要棟に産業医科
大学や労災病院から医師を派遣し、24時間常駐
体制が取れるようになった。労働者の被ばく線量
管理についても東電に対し外部被ばくと内部被ば
くの線量記録を確実に実施し報告するよう求めて

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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いると答弁した。前回交渉から厚生労働省の取
り組みは一歩進んだと評価できた。
一方、被ばく線量限度の問題について、労働
衛生課の担当官は緊急時とは言え「作業員の被
ばく線量の上限を100mSvから250mSvに上げた
ことも50mSvから100mSvに緩和したことも反対
だ。今後250mSvを500mSvに上げり、ICRPの
1,000mSvという選択や志願すれば無制限だとい
う話があったとしても全身全霊をかけて反対する。
それが厚生労働省の通底した労働者保護の考え
だ」と述べた。
それならなぜ厚生労働省は基準緩和したの
か。彼は「大臣折衝や経済産業省との協議のな
かで、今後緊急作業で50mSvを超える作業者が
1,600人いるという試算されており、これらの労働者
が今後一切原発で業務に就けなくなれば、他の
原発の安全性の確保が困難になる」と説明した。
私たちは試算の根拠となったデータや資料を明ら
かにするよう厚生労働省、経済産業省に再度要求
した。経済産業省原子力安全・保安院の担当官
は試算データの存在は認めたものの、私たちへの
情報提供は「検討する」との回答にとどまった。

上限撤廃求めた経済産業省

私たちは、6月17日の第2回目の交渉の直後に厚
生労働省に行政文書の開示請求を行い、ある文
書を入手していた。それが平成22年（誤記と思わ
れる）4月25日付け厚生労働省の「放射線業務従
事者の線量限度について」という文書である。そ
れには次のように記されていた。
「しかしながら、経済産業省からの情報によれば、
①	 現在の福島第一原発での作業の状況を鑑み
ると、当該緊急作業における被ばく線量が極め
て高くなること、
②	 今後50mSvを超える者が約1,600名と試算さ
れる中で、当該50mSvを超えた者にも放射線業
務に従事してもらわなければ他の原発の安全性
の確保が困難となること、から
○	 今回の緊急作業における被ばく線量が
100mSv未満の者については、通常作業を含

めて5年間で100mSvを超えないように指導
し、
○	 今回の緊急作業において100mSvを超え
た者については、当該5年間の残りの期間に
ついては、被ばくする作業に就かせないように
指導する

	 こととする。
なお、通常作業において1年間につき、50mSv

を超えた場合には電離放射線障害防止規則第4
条違反となることについては何ら変更はない。」
7月26日、第3回目の交渉で、私たちは経済産業
省原子力安全・保安院の担当官にこの厚生労働
省の内部文書を突き付けた。経済産業省からの
情報提供に基づいて、厚生労働省は福島第一原
発の緊急作業に従事した労働者が他の原発で業
務に就き年間50mSv以上の被ばく上限を超えても
5年間で100mSv未満であれば許容すると言って
いる。経済産業省が知らないはずはない。交渉
に出席していた経済産業省原子力安全・保安院
の担当官は、経済産業省が提供したという試算
情報の有無を即答できず、省に持ち帰って確認す
ると約束した。
厚生労働省の内部文書をメディアにも公開した

ところ、翌日の7月27日の経済産業省原子力安全・
保安院は定例記者会見で記者からこの問題を追
及され急きょ「50mSvを超える労働者が1,600人と
の試算」の内部文書を公表せざるを得なくなった。
一部の新聞社は同日の夕刊にこの問題を報道。
その日の夕方、経済産業省原子力安全・保安院か
ら同内部文書が全国安全センターにメールに添付
されて送られてきたのである。

メーカー試算下回った被ばく実態

経済産業省原子力安全・保安院は、東京電力
を通じて東芝・日立のプラントメーカーに「今後の
緊急作業により、100mSvを超える者が約320名、
50mSvを超える者が約1,600名に上る」と試算さ
せたうえで、このままでは「今後1,000～2,000名前
後の熟練技術者が不足する事態が継続すること
となる。これは、福島第一原発の処理及び全国
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の原子力発電所の運用に重大な支障を来す」と
恫喝し、厚生労働省に対し「今回の緊急作業で
受けた線量は、平常時の線量限度の枠外で行う」
「作業員の安全性は、生涯線量1Svを遵守するこ
とで担保する」と対処方針を打ち出している。す
なわち、経済産業省原子力安全・保安院は、全国
の原発維持存続のため、福島第一原発の労働者
の被ばく線量上限を撤廃するよう厚生労働省に
迫っており、それを受けて厚生労働省は、電離則
の基準を緩和する4月28日の通達を出さざるをえな
くなったことが明らかになった。

厚生労働省 特例省令廃止を決定

しかし、前述したとおり11月30日に東電が発表し
た緊急作業従事者の被ばく評価によれば、3月～
10月末までの累積被ばく線量が100mSv超は167
名、50mSv超は831名である。東芝・日立のプラン
トメーカーが行った試算に比べ、実態はその半数
であった。結果的に当初の想定を下回ったのか、
過剰に見積っていたのかは判別できないが、この
結果から言えることは、被ばく線量限度を250mSv
に引き上げた特例措置と年間50mSv超の被ばく
を許容する4月28日の指導方針を続ける根拠は失
われたのである。
10月7日の第4回目の交渉後、厚生労働省は電
離則特例省令を改正し、福島第一原発作業員の
被ばく上限を引き下げ、11月以後に新たに緊急作
業に従事する労働者に対して上限100mSvを適
用することにした。ただし、高線量な区域で原子
炉の設備のトラブルに対応する労働者と既に緊急
作業に従事している労働者に対しては、特例とし
て被ばく上限を変更せず250mSvを維持した。
さらに11月、厚生労働省は、原子炉が安定的
な冷温停止状態を達成するロードマップのステッ
プ2が年内に終了した時期に、被ばく線量限度を
250mSvとした電離則特例省令を廃止することに
した。経過措置として既に100mSv超を超える者
で、原子炉施設の冷却維持等の作業に欠くことの
できない高度な専門知識を持つ東電社員約50名
については、特例省令廃止後の2012年4月30日ま

での間、被ばく限度を250mSvとした。
厚生労働省、経済産業省原子力安全・保安院

との粘り強い交渉と情報開示により、被ばく線量上
限250mSvを100mSvに戻させ、4月28日通達によ
る年間50mSv超の被ばく許容措置を撤回させる
ことができたのである。

ステップ2終了後の被ばく対策

ロードマップのステップ2が終了しても緊急作業
が続く限り、電離則第7条の100mSvの線量限度
が適用される。被ばく線量の低減化が重要な課
題であることに変わりはない。そのためには東電
及びプラントメーカーから作業の種類に応じた被ば
く線量、必要人員の見積もりとその妥当性が問わ
れなければならない。
厚生労働省は東京電力（株）宛てに「東京電力
福島第一原子力発電所における緊急作業に係る
被ばく限度引き下げのための検討について」（基
安発0831号、平成23年8月31日）を発出し、被ばく
線量250mSvを引き下げるために、東電に、①新た
な内部被ばく防止策、②工程表ステップ2達成に
必要な高線量被ばく作業の洗い出しとそれらに対
する被ばく低減措置、③原子炉建屋内部等、場
の線量が高いと見込まれる箇所の洗い出し及び
それらに対する線量低減措置について検討するよ
う指示している。
それに対し東電は9月、10月に3度「東京電力福
島第一発電所における緊急作業に係る高線量被
ばく作業の洗い出し及び被ばく低減対策に関する
報告について」を厚生労働省に提出している。厚
生労働省への開示請求で東電の報告書を入手し
たが、肝心の内容のほとんどが非開示とされ、詳
細を把握できない。
今後の交渉課題として、ステップ2以降の緊急
作業における被ばく線量と作業内容、場所、被ば
く低減対策を東電まかせにせず、その実態を明ら
かにさせなければならない。現場で徹底した被ば
く低減対策を実行させるとともに、東電やメーカー
に必要な人員を確保させていく取り組みが求めら
れている。

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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データベースと健康管理制度

私たちは交渉のなかで、個人の被ばく線量の管
理を徹底し、放射線被ばくによる健康管理制度を
新たに構築することを要請してきた。被ばく線量
管理を東電にまかせにせず、厚生労働省が個人
の被ばく線量を把握し、個別の指導・監督を行うよ
うにすること。また、放射線管理手帳に代わる個
人別の放射線被ばく線量のデータベースを構築
し、労働安全衛生法令に基づく健康管理手帳を
交付し、長期的な労働者の健康管理を行う体制
を制度化することを提案した。
厚生労働省は6月27日から「東京電力福島第
一原子力発電所作業員の長期健康管理に関す
る検討会」を設置し、9月26日報告書を発表。10月
11日には、「東京電力第一原子力発電所におけ
る緊急作業従事者等の健康保持増進のための
指針」もつくられた。緊急作業に従事した労働者
全てを対象に、生涯にわたる放射線被ばくによる
長期的な健康管理制度を構築することが決めら
れた。データベース登録証を交付し、50mSv超の
労働者には健康管理手帳を交付する。
個人の識別情報（氏名、所属事業場、住所等）、
被ばく線量及び作業内容、健康診断結果等の情
報、健康相談、保健指導等の情報、その他健康
管理に必要な項目（生活習慣等）を厚生労働省の
データベースに登録し管理するシステムだ。その
ため電離則を改正し、事業者に労働者の線量情
報等の報告を義務づけた。また、被ばく線量に応
じた健康診断等も実施する。すべての労働者に
一般健診、電離則健診を実施し、50mSv超の労
働者には白内障チェックの眼科検査、100mSv超
の労働者には甲状腺検査、がん検診（胃、肺、腸）
を実施する。健康管理手帳を交付された労働者
は、転職や離職して放射線業務を離れても眼科
検査や甲状腺検査、がん検診は国の費用で受け
られる。
急ごしらえの感はあるが、新たな長期的な健康
管理制度が作られたことは評価すべきだろう。デー
タベースは将来の疫学研究にも利用される。重

要なことは、労働者に登録証や健康管理手帳を
保持する意義が理解されるとともに、健康管理上
必要な保健医療サービスが提供されるメリットも拡
充されなければならない。
10月7日の交渉参加者から、実際の現場で個別

の労働者の被ばく線量管理がどこまで徹底されて
いるか疑問が提起された。高線量の作業区域で
いまなお個人線量計が不正使用されている事例
があるという。経済産業省原子力安全・保安院の
担当官は、個人線量計の不正使用はあってはなら
ないと否定したが、現場の実態から目を離すわけ
にはいかない。
10月7日の交渉では、緊急作業に従事する労働
者が将来放射線による健康障害を発症した場合
に労災申請を促すよう、電離放射線障害と労災補
償制度に関する情報提供を厚生労働省労災補
償課に要請した。担当官は検討するとの回答で
あった。

除染作業対象に第二電離則

これまで福島第一原発での被ばく線量限度問
題が主要な交渉議題となっていたが、10月7日の
交渉では、原発以外での被ばく労働について交
渉議題とした。原発事故で飛散した放射性物質
の影響で福島県内だけでなく、東北・関東地域の
下水処理施設や清掃工場で、脱水汚泥やゴミの
焼却灰から高濃度の放射性物質が検出されてい
る。
原子力対策本部は5月12日に「福島県内の下
水処理副次産物の当面の取扱いに関する考え
方」を示し、厚生労働省は5月17日付けで都道府
県に通知した。またゴミ焼却灰については、6月23
日環境省が「福島県内の災害廃棄物処理方針」
を示していた。
基本は、電離則第2条第2項の定義に該当する
放射性物質に該当する場合には、作業者の安全
を確保するための電離則の関連規定を遵守する
こととされた。
交渉では、厚生労働省労働衛生課の担当官は、

「第二電離則」ともいうべき規則、ガイドラインの策
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定に着手すると回答した。私たちはそのとき初めて
「第二電離則」なるものが省内で検討されている
ことを知った。
すでに8月30日には「平成23年3月11日に発生し

た東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所
の事故により放出された放射性物質による環境へ
の汚染に関する特別措置法」（放射性物質対処
特措法）が施行され、放射性物質により汚染され
た廃棄物の処理と放射性物質により汚染された
土壌等の除染等の措置が決められた。
厚生労働省は10月21日、除染作業等に従事す

る労働者の放射線障害防止対策に関する専門
検討会を立ち上げ、1か月間に4回の検討会で報
告書をまとめ11月28日に発表した。報告書に基づ
き、2012年1月1日から除染等電離放射線障害防
止規則（仮称）を施行し、除染作業に係るガイドラ
イン（仮称）も定めるとしている。
今後の課題として、除染等電離則とガイドライン

が規定する被ばく線量管理の対象と方法につい
て現場の実態に即した検討を加え、問題点を検討

し、交渉議題にしていかなければならない。
除染だけでなく従来の電離則が想定していな

いエリアや施設で放射線被ばくのリスクが生じて
いる。当該事業場の労働組合や安全衛生委員
会で放射線防護対策として電離則の準拠又は除
染等電離則をどう活用し、問題提起していくのか
検討していく必要があろう。

原賠法と被ばく労災の賠償問題

第3回目の交渉から文部科学省が出席し、原子
力損害賠償に関する法律（原賠法）に基づく賠償
問題について交渉した。私たちは長尾光明さん
の原発労災裁判例をもとに、原発被ばく労働で労
災認定された場合には、原賠法においても速やか
に因果関係を認めて賠償を行うべきであると主張
した。
長尾光明さん（77歳、2007年没）は被ばく労働

で多発性骨髄腫を発症し労災認定された。全国
安全センターも長尾さんの労災認定闘争を支援し

被ばく線量管理の対象及び方法について 

2.5μSv/h 
（週40時間、
52週換算で、 
5mSv/年） 

ボランティア、住
民、農業従事者、
自営業者、自らの
事業所の除染等
を行う労働者 

業として除染等を
行う労働者のみ
（省令事項） 

個人線量管理の義務付け（Ａ） 
（作業による実効線量が年5mSv-50mSv） 

 
① 個人線量計による外部被ばく測定 
② 粉じんの発生度合い、土壌の放射性物質濃度に応じて、内部被ばく測定 

 
※ 概ね計画的避難区域、警戒区域の内側になる見込み 
（計画的避難区域等の区切り線は3.6μSv/h（24時間換算で年20mSv）
であるが、最近の文科省のモニタリングによると、当時の区切り線の
線量は相当減少し、2.5μSv/hと同等かもしくは下回る程度。） 

線量管理不要 
（作業による実効線量が 
年1mSvを十分下回る） 
(2.5μSv/hで、一日8時間、30日 
作業したとして最大0.6mSv） 

簡易な線量管理（Ｂ） 
（作業による実効線量年約1-5mSv） 

(2.5μSv/hで、週40時間、52週間 
作業したとして最大約5mSv） 

 
・ 線量管理を義務づけるが、簡易な方法とする 
  （例）代表者測定、空間線量からの評価等、 
     個人線量計を使わなくても可とする。 
 

 

（年数十回（日）程度 
ボランティア等は、この回数を上回らない範
囲で作業する。（これ以上は、業として除染
作業等を行う頻度と見なせるレベル。） 

空間線量 
(μSv/h) 

作業頻度 
（回数（日数） 

（注１）除染等の作業は、
高濃度の汚染土壌等を
取り扱う作業とする 
 
（注２）実効線量は、事業
者の管理下において被ば
くしたものに限る（職業性
被ばく） 
 
（注３）被ばく限度は、ICRP
の職業被ばく限度（年
50mSv、5年100mSv)）を
適用。 

① 業として除染等を行う労働者は、以下の（Ａ）及び（Ｂ）を合算し、職業被ばく限度（注3）を超えない管理をする。 
② ボランティア等は、計画的避難・警戒区域の外側で、年数十回程度を上回らない回数（実効線量が年1mSvを十分 
  に下回る範囲内。これ以上は、業として作業を行うとみなせるレベル）の作業とする。 

0.23μSv/h 
（24時間換算
で、年1mSv） 

ガイドラインで規
定する事項 

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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た。石川島プラント建設の社員として長尾さんは
1977年から1982年まで福島第一原発の2、3号機、
浜岡原発1、2号機で配管工事や現場監督をし、
その4年間3か月の間に70mSvの放射線に被ばく
した。離職後17年で多発性骨髄腫を発症。2003
年福馬県内の富岡労働基準監督署に労災申請
し、2004年に認定された。それまで白血病では5
名の認定者がいるだけで、多発性骨髄腫としては
初めての認定であった。
東京電力を被告に長尾さんは原賠法による損
賠賠償裁判を東京地裁に提起したが、文部科学
省は裁判に補助参加し、被告の東京電力を支援
した。国によれば、原賠法と「原子力損害賠償
契約に関する法律」に基づくもので、原子力損害
の発生原因から10年経過後に請求されて賠償し
た場合、その損失については政府が補償するとさ
れている。長尾さんの場合は、被ばくから発症ま
で10年以上経っているため、東電が裁判で負け
て賠償した場合には国に請求される可能性がある
との理由で裁判に補助参加したのである。
厚生労働省が放射線被ばくと多発性骨髄腫の
因果関係を認め労災認定しているにもかかわら
ず、損害賠償裁判では同じ国である文部科学省
が、その因果関係を全面的に否定するのはおかし
い。迅速な被害補償のためにも労災のように法的
な因果関係が認められた事例については、原賠
法においても因果関係を認めて速やかに補償す
べきであろう。
しかし、7月26日の文部科学省の回答は、放射
線による晩発性障害に関する損害は原子力損害
賠償紛争審査会での審議によるとの回答に終始
した。10月7日の交渉でも文部科学省は、あくまで
裁判で医学的な因果関係を判断してもらう他はな
いとの回答だった。当日交渉に立ち会った国会議
員からも、訴訟は時間も費用もかかるため、早期に
解決するための紛争処理手続きの活用を文部科
学省としても検討すべきであると意見が出された。
原子力損害賠償に関する文部科学省の考え

は固く、直接交渉では容易に突破できない印象が
残った。今後国会でもとりあげてもらいながら、紛
争処理のための新たな指針作りも検討する必要

があると思われる。

さいごに

報告してきたとおり、被ばく労働問題に関する課
題は山積している。交渉には私たち全国安全セン
ターだけでなく原子力資料情報室、ヒバク反対キャ
ンペーン、原水爆禁止日本国民会議、アジア太平
洋資料センター（PARC）、福島原発事故緊急会
議被曝労働問題プロジェクトも参加し共同して取り
組んでいる。各団体がいろんなチャネルを活用し
放射線被ばく問題について政府や議会、政党、メ
ディアに働きかけており、その活動の成果を持ち寄
りながら、被ばく労働問題に関して省庁と議論す
る恒常的な回路としてこの交渉の場を継続してい
ければと思う。
議員会館の会議室で行われる交渉には誰でも
参加できるので、被ばく労働に関心のある人々、被
ばくリスクのある職場で働いている人々にぜひ参
加していただき、現場から質問や意見を出してほ
しい。
6月17日の交渉で厚生労働省労働衛生課の担

当官は冒頭こう述べている。「まず皆さんの意見
をうかがえる場があることはたいへん感謝を申し
上げたい。余談だが、原子力資料情報室、全国
労働安全衛生センターの方々のご意見は、私はこ
れまで過去何回も頂戴している。舌鋒鋭くかつ厳
しく、行政の考え方にも一石を投じるという点では
われわれにとって非常にためになるオピニオンであ
ると考えている。一方、私としてもこういう場である
からこそ、単に淡 と々用意された答弁を述べるの
ではなく、担当官としてきっちり議論できるところは
したい。反論できるとこは反論したい。納得でき
るところは納得して、異常時ではあるが今後につ
なげていきたい」。
12月下旬に年内最後の被ばく労働に関する関
連省庁交渉を予定している。交渉日程や要請内
容に関する情報は全国労働安全衛生センター連
絡会議のブログにアクセスしていただきたい。
http://ameblo.jp/joshrc/
※以下に関係資料を掲載
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基発1011第1号
平成23年10月11日

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

電離放射線障害防止規則の一部
を改正する省令の施行について

電離放射線障害防止規則の一部を改正する
省令（平成23年厚生労働省令第129号。以下「改
正省令」という。）については、本日公布、施行され
たところである。
改正省令は、平成23年東北地方太平洋沖地震

によって生じた事態に対応するため、平成23年3月
11日以降に東京電力福島第一原子力発電所にお
ける緊急作業（以下「指定緊急作業」という。）
に従事し、又は従事した労働者（以下「指定緊急
作業従事者等」という。）について、長期的に被ば
く線量等を追跡できるデータベースを構築し、離
職後も含めた長期的な健康管理を行うことができ
るよう、これら労働者を使用する事業者に対し、被
ばく線量等の記録等の提出を義務付けるものであ
ることから、下記に示す趣旨を十分に理解し、その
運用に遺漏なきを期されたい。

記
第1		改正省令の概要
指定緊急作業従事者等を指定緊急作業又は
放射線業務に従事させる事業者（当該労働者が
転職した場合、転職先の事業者を含む。）に対し、
健康診断の個人票の写し、被ばく線量等の記録
の提出を義務付けることとしたこと。
第2		細部事項
1		 第59条の2について
（1）	本条第1項の厚生労働大臣が指定する緊急
作業とは、厚生労働省告示第402号（平成23年
10月11日）により指定された「平成23年東北地
方太平洋沖地震により電離放射線障害防止規
則第42条第1項に該当する事故が発生した東

京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷
地内において、平成23年3月11日以後に行う同
令第7条第1項に規定する緊急作業」をいうこ
と。

（2）	労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第
32号）様式第5号（以下、「様式第5号」という。）
の記録には、労働安全衛生法（昭和47年法律
第57号）第66条第4項に基づく指示による臨時
健康診断の結果が含まれること。報告の際は、
様式第5号の「その他の検査」の項目に、一般
定期健康診断以外の項目の結果が記載される
ものであること。

（3）	本条第1項の規定について、附則第2条第1
項の規定により、改正省令の施行の日前に実施
された健康診断の結果の記録の写しは、平成
23年11月30日までに提出しなければならないこ
と。

（4）	本条第2項の規定について、附則第2条第2
項の規定により、改正省令の施行の日前に使用
していた労働者に関する線量等管理実施状況
報告書（様式第3号）は、平成23年10月31日まで
に提出しなければならないこと。
2		 指定緊急作業従事者等に係る線量等管理
実施状況報告書（様式第3号）について

（1）	様式第3号の「個人番号」には、原子力事業
者が発行する「作業員証」の個人識別番号が
含まれること。「作業員証」の番号が不明な場合
は、放射線管理手帳の中央登録番号が記載さ
れたものでも差し支えないこと。

（2）	様式第3号の「緊急作業従事以前の累積被
ばく線量」が不明な場合は、同欄に放射線管理
手帳の中央登録番号が記載されたものでも差
し支えないこと。

（3）	様式第3号の「作業の場所」、「作業の内容」
は、報告対象者が従事した作業に関して、平成
23年5月23日付け基安発0523第1号に基づき、
原子力事業者又は元方事業者が所轄労働基
準監督署に提出した「緊急作業における放射
線作業届」が提出されている場合は、その受付
番号（不明な場合は届出日）、作業件名が記載
されていれば足りること。なお、作業届が提出さ

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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れていない場合、元方・関係請負人にあっては、
元方事業場の名称、原子力事業者からの発注
件名、関係請負が請け負った工事の名称（報
告対象期間中に複数の工事ある場合は、主なも
の）が記載されていれば足りること。

（4）	様式第3号の「外部被ばくの実効線量」、「預
託線量」は、提出日における暫定値で差し支えな
く、修正があった場合は、次回の報告で修正さ
せること。
3		 その他
（1）	第59条の2第1項及び第2項の規定による報告
（附則第2条第1項及び第2項の規定による報
告を含む。）は、電磁的記録によることが望ましい
こと。

（2）	電磁的記録で提出される場合は、以下の事
項に留意すること。
ア		 データ出力形式は、CSV形式とすること
イ		 提出媒体は、DVD等のメディアによること
ウ		 修正については随時提出することができる
こと

参考：関係条文
第9章　指定緊急作業従事者等に係る記録等の
提出

（指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出）

第59条の2		事業者は、厚生労働大臣が指定する
緊急作業（以下この条及び様式第3号において
「指定緊急作業」という。）に従事し、又は従事
したことのある労働者（様式第3号において「指
定緊急作業従事者等」という。）について、当該
労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従
事する期間（当該労働者が法第66条第4項の
規定による指示に基づく健康診断を受けることと
されている場合には、当該健康診断を実施すべ
きとされた期間を含む。）に受けた健康診断に係
る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記
録を作成したときは、遅滞なく、その写し（当該記
録が、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
の他人の知覚によつては認識することができな
い方式で作られる記録であつて、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。）で作

成されている場合にあつては、当該電磁的記録
を電磁的記録媒体に複写したものをいう。）を、
厚生労働大臣に提出しなければならない。
一	 安衛則第51条に規定する健康診断個人票
（安衛則第44条第1項及び第45条第1項の
健康診断並びに法第66条第4項の規定によ
る指示を受けて行つた健康診断の結果の記
録に限る。）（安衛則様式第5号）
二	 第57条に規定する電離放射線健康診断
個人票（様式第1号）

2	 	 事業者は、次の各号に掲げる労働者の区分に
応じ、第8条第3項又は第5項の規定による測定又
は計算の結果に基づき、第9条第2項に規定する
厚生労働大臣が定める方法により算定された当
該労働者の線量及び第45条第1項の規定による
記録その他の必要事項を記載した線量等管理
実施状況報告書（様式第3号）を作成し、当該各
号に定める日に、書面又は電磁的方法（電子的
方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認
識することができない方法をいう。）に係る記録媒
体により厚生労働大臣に提出しなければならな
い。
一	 指定緊急作業に従事する労働者　毎月末
日（当該労働者が指定緊急作業に従事する
間に限る。）
二	 放射線業務（指定緊急作業を除く。）に従
事する労働者　三月ごとの月の末日（当該労
働者が放射線業務（指定緊急作業を除く。）
に従事する間に限る。）

附則
（施行期日）

第1条	 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）

第2条	 この省令の施行の目前に、指定緊急作業
従事者等（同令による改正後の電離放射線障
害防止規則（以下「新規則」という。）第59条の2
第1項に規定する「指定緊急作業従事者等」を
いう。以下同じ。）が指定緊急作業（同項に規定
する「指定緊急作業」をいう。以下同じ。）又は放
射線業務に従事していた期間（当該労働者が労
働安全衛生法第66条第4項の規定による指示に
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基づく健康診断を受けることとされていた場合に
は、当該健康診断を実施すべきとされた期間を
含む。）に受けた健康診断の結果の記録につい
ては、新規則第59条の2第1項中「当該労働者が
指定緊急作業又は放射線業務に従事する期間
（当該労働者が法第66条第4項の規定による指
示に基づく健康診断を受けることとされている場
合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間
を含む。）に受けた健康診断に係る次の各号に掲
げる当該健康診断の結果の記録を作成したとき
は、遅滞なく、その写し」とあるのは「平成23年11

月30日までに、当該労働者の健康診断の結果の
記録の写し」と読み替えて、同項の規定を適用す
る。
2		 新規則第59条の2第2項（各号を除く。）の規定
は、この省令の施行の日前に、指定緊急作業従
事者等（同項各号に掲げる者を除く。）を使用して
いた事業者についても適用する。この場合におい
て、同項中「次の各号に掲げる労働者の区分に
応じ」とあるのは「その使用していた労働者につ
いて」と、「当該各号に定める日」とあるのは
「平成23年10月31日まで」とする。

基発1011第2号
平成23年10月11日

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

「東京電力福島第一原子力発電
所における緊急作業従事者等の
健康の保持増進のための指針」

の制定について

今般、労働安全衛生法第70条の2第1項の規
定に基づき、別添1のとおり、「東京電力福島第一
原子力発電所における緊急作業従事者等の健
康の保持増進のための指針」（東京電力福島第
一原子力発電所における緊急作業従事者等の
健康の保持増進のための指針公示第5号。以下、
「本指針」という。）が定められ、別添2［省略］の
とおり平成23年10月11日付け官報に公示したとこ
ろである。
ついては、事業者又は関係機関等に対する本
指針の閲覧及び周知について、遺漏なきを期され
たい。
なお、本指針については、別添3［省略］のとお

り、電気事業連合会会長、社団法人日本電機工
業会会長及び社団法人日本建設業連合会会長
に対して周知依頼を行っているが、貴局管内に存
在する同団体の構成組織等に対しても、貴局から

の周知を徹底されたい。
また、別添4［省略］のとおり、東京電力株式会
社代表取締役社長に対して通知していることを申
し添える。

別添1：東京電力福島第一原子力
発電所における緊急作業従事者等の
健康の保持増進のための指針

第1		趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災によ
る東京電力福島第一原子力発電所における厚生
労働大臣が指定する緊急作業（電離放射線障害
防止規則第59条の2第1項の規定に基づき厚生
労働大臣が指定する緊急作業（平成23年厚生労
働省告示第402号）で定める緊急作業をいう。以
下「指定緊急作業」という。）に従事し、又は従事
した労働者（以下「緊急作業従事者等」という。）
のうち、指定緊急作業期間中に通常の放射線業
務の被ばく上限を超える線量を被ばくした労働者
については、がん等晩発性の健康障害の発生が
懸念されるとともに、緊急作業従事者等が抱く健
康上の不安を解消するため、緊急作業従事者等
が離職した後を含め、それらに対する検査等、適
切な長期的健康管理を実施する必要がある。
本指針は、労働安全衛生法（昭和47年法律第
57号。以下「法」という。）第70条の2第1項に基づ
き、緊急作業従事者等を指定緊急作業又は放射

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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線業務（以下「緊急作業等」という。）に従事させ
る事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康
の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施
されるよう、緊急作業従事者等の健康管理の実
施方法の原則を定めるとともに、緊急作業従事者
等が放射線業務から離れた後における適切な長
期的健康管理が実施されるために必要な措置を
定めるほか、緊急作業従事者等の健康の保持増
進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るた
めに国が行う必要な援助について定めるものとす
る。

第2		長期的健康管理のための取組

1		 事業場内の体制の確立

緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させた
事業者（現に、当該者を緊急作業等以外の業務
に従事させる中小企業者を除く。）は、緊急作業従
事者等に対する長期的な健康管理を適切に実施
するため、事業場の規模に応じ、衛生委員会、衛
生管理者、産業医、保健師等による事業場内管
理体制を確立し、一般健康診断（法第66条第1項
の規定による健康診断をいう。）、電離放射線健康
診断（電離放射線障害防止規則（昭和47年労働
省令第41号。以下「電離則」という。）第56条の
規定による健康診断をいう。）を適切に実施する。

2		 がん検診等の実施

（1）	事業者は、緊急作業従事者等であって、指定
緊急作業に従事した間に受けた放射線の実効
線量が50ミリシーベルトを超え100ミリシーベルト
以下の者については、おおむね1年ごとに1回、
細隙灯（さいげきとう）顕微鏡による白内障に関
する眼の検査を実施する。この際、水晶体の写
真を撮影しておくことが望ましい。ただし、当該労
働者が受診を希望しない場合にはこの限りでは
ない。

（2）	事業者は、緊急作業従事者等であって、指定
緊急作業に従事した間に受けた放射線の実効
線量が100ミリシーベルトを超える者については、
上記（1）の検査に加え、おおむね1年ごとに1回、

次に掲げる検査を実施する。ただし、当該労働
者が受診を希望しない場合にはこの限りではな
い。また、一般定期健康診断等の健康診断にお
いて実施する採血による赤血球数及び血色素
量の検査と併せて白血球数及び白血球百分率
の検査を実施することが望ましい。

	 	 検査名	 	 	 検査項目
	 	 甲状腺の検査	
	 	 	 	 	 	 	 	 ア　採血による甲状腺刺激ホ

ルモン（TSH）、遊離トリヨー
ドサイロニン（free	T3）及び
遊離サイロキシン（free	T4）
の検査

	 	 	 	 	 	 	 	 イ　上記アの検査の結果及び
被ばく線量等から医師が必
要と認めた場合には、頚部
超音波検査

	 	 胃がん検診	 胃エックス線透視検査又は胃
内視鏡検査

	 	 肺がん検診	 胸部エックス線検査及び喀痰
細胞診

	 	 大腸がん	 	 検診便潜血検査

（3）	事業者は、上記（1）及び（2）の検査を実施す
るにあたって、あらかじめ、検査内容やその必要
性等について、受診者に対して十分に説明す
る。

3		 保健指導等

（1）	事業者は、緊急作業従事者等に対し、「健康
診断結果に基づき事業者が講ずベき措置に関
する指針」（平成20年1月31目、健康診断結果
措置指針公示第7号）に基づき、医師又は保健
師による保健指導を受けさせる際には、電離放
射線健康診断及び2で定めるがん検診等の結
果を総合的に考慮した保健指導を実施する。

（2）	事業者は、緊急作業従事者等に対し、通常
の放射線業務とは異なる環境下で緊急性の高
い作業に従事したことによる精神面への影響を
踏まえ、当該者が希望する場合には、「労働者
の心の健康の保持増進のための指針」（平成
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18年3月31日、健康保持増進のための指針公示
第3号）に留意した上でメンタルヘルスケアを含
めた健康相談を実施する。

（3）	事業者は、一般健康診断及び電離放射線健
康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の
所見があると診断された労働者に係るものに限
る。）については、法第66条の4の規定に基づき、
医師等の意見を聴き、その意見に基づいて就
業上の措置を決定する。ただし、2で定めるがん
検診等の結果は、原則として再検査又は精密
検査、治療のための受診の勧奨を行うために活
用されるものであり、安易に就業上の措置の決
定には用いることがあってはならないことに留意
する。

（4）	事業者は、一般健康診断、電離放射線健康
診断、保健指導等の結果等、本指針に係る健
康情報の保護を図るため、その取扱いについて
は、「雇用管理に関する個人情報の適正な取
扱いを確保するために事業者が講ずべき措置
に関する指針」（平成16年厚生労働省告示第
259号）に留意する。

第3		緊急作業従事者等の長期的健康管理のた
めのデータベースの整備等

1		 データベースの整備等

（1）	緊急作業従事者等を緊急作業等に従事させ
る事業者（電離放射線障害防止規則の一部を
改正する省令（平成23年厚生労働省令第129
号）の施行前に、緊急作業従事者等を指定緊
急作業に従事させた事業者を含む。）は、緊急
作業従事者等が緊急作業等に従事している間
は、電離則第59条の2の規定に基づき、次に掲
げる項目を国に報告しなければならない。
ア		 健康診断結果
①	 電離則第57条の規定による電離放射線健
康診断結果
②	 労働安全衛生規則第44条及び第45条の
規定による一般健康診断結果
③	 法第66条第4項の規定による臨時健康診
断結果

イ	「線量等管理実施状況報告書」（電離則様
式第3号）に定める事項
①	 氏名、住所、所属事業場名等
②	 緊急作業に従事していた間の被ばく線量、
指定緊急作業に従事する以前及び指定緊
急作業に従事した後に従事していた放射線
業務による被ばく線量等

（2）	事業者は、第2の2のがん検診等、上記（1）以
外の検査を緊急作業従事者等に対して実施し
た場合、当該者の同意を得た上で、医師の診
断・所見を含む検査結果を国に報告する。

（3）	緊急作業従事者等には、当該者に係る上記
（1）及び（2）の項目等を記録し及び保存するこ
とができるよう国が設けたデータベースに登録さ
れた旨を証する書面（以下「登録証」という。）が
送付されるものとする。緊急作業従事者等は、
国が設置する緊急作業従事者等を支援するた
めの窓口（以下「支援窓口」という。）に登録証
を提示することにより、自らの被ばく線量、健康診
断結果等の記録の写しの交付を受けることがで
きる。

（4）	第2の2（1）及び（2）に該当する緊急作業従
事者等（以下「特定緊急作業従事者等」とい
う。）は、上記（1）及び（2）の主要な事項が記載
された「特定緊急作業従事者等被ばく線量等
記録手帳」（以下「手帳」という。）の交付を受け
ることができる。また、随時、支援窓口において、
手帳の記載内容の追記を受けることができる。

2		 緊急作業従事者等を新たに放射線業務に従
事させる場合の措置

（1）	新たに労働者を放射線業務に就かせようとす
る事業者は、当該労働者に対する雇入れ時電
離放射線健康診断における過去の被ばく歴の
調査により、当該労働者が緊急作業従事者等
に該当することを把握した場合は、電離則第59
条の2の規定に基づき、第3の1に定める報告を
国に対して行なわなければならないとともに、当
該者の指定緊急作業時の被ばく線量に応じ、
第2に定める健康管理等を適切に実施する。

（2）	事業者は、特定緊急作業従事者等の健康管

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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理を実施するに当たり、当該者の同意を得た上
で、手帳に記載された過去の健康診断結果等
を把握し、それを保健指導又は健康相談に活
用する。

第4		緊急作業従事者等の健康の保持増進に関
する措置の適切かつ有効な実施を図るために国
が行う必要な援助等

1		 がん検診等の受診勧奨
特定緊急作業従事者等のうち、緊急作業等に
従事する者については、事業者を通じ、それ以外
の者については、直接、おおむね1年ごとに1回、
第2の2に定める被ばく線量に応じ、がん検診等の
受診を勧奨する通知をするものとする。

2		 国による保健指導等の実施

国は、支援窓口において、緊急作業従事者等
に対する健康相談又は保健指導を行う。

3		 特定緊急作業従事者等への援助等

ア	 国は、特定緊急作業従事者等のうち、現に職
業に就いていない者については、一般健康診
断及び第2の2に掲げる各検査に相当する検査
を受診する場合において、当該検査に要する
費用の全部又は一部を援助する。
イ	 国は、特定緊急作業従事者等のうち、現に、
緊急作業等以外の業務に従事させる事業者
（当該者を緊急作業等に従事させた中小企業
者以外の事業者を除く。）に雇用される者につい
ては、第2の2に掲げる各検査に相当する検査
を受診する場合において、当該検査に要する
費用の全部又は一部を援助する。
ウ	 国は、上記ア又はイの検査を実施する医療
機関から、受診者の同意を得た上で、医師の診
断・所見を含む検査結果の報告を得るものとす
る。

4		 国は、1から3までに掲げるもののほか、特定
緊急作業従事者等の健康の保持増進に関す
る措置の適切かつ有効な実施を図るために必
要と認められる援助等を行うことができる。

平成23年10月14日　厚生労働省発表

東京電力福島第一原発の復旧作
業で使用している「呼吸用保護
具」の装着に当たっての対応策

厚生労働省では、東京電力福島第一原発の復
旧作業に携わる作業者の内部被ばくを防止する
ため、作業現場で使用している呼吸用保護具（全
面形マスク（注1）のフィットネス（注2）などの状況に
ついて、独立行政法人労働安全衛生総合研究所
に調査を要請していましたが、このたび、その結果
がとりまとめられましたので公表します。
厚生労働省としては、東京電力株式会社に対

し、報告書の提言を踏まえた対策の実施を指導し
ました。
【報告書の概要】
1		 東京電力福島第一原発の復旧作業に携わ
る現場監督者6名と本店勤務の1名に対して、
現在使用している呼吸用保護具（全面形マス
ク）を装着した際の漏れ率（注3）の計測と評価、
漏れに影響を与えている要因の確認、その要
因への対応策実施による改善状況の計測と評
価を実施した。
2		 現場監督者6名の漏れ率は、当初、1.1～56．0％
（平均17．4％）であった。
3		 漏れに影響を与えている要因は、主に次の2
点。

（1）	眼鏡着用、綿帽子着用または前髪が呼吸用
保護具の接顔部ですき間を生じさせる原因と
なっていること

（2）	顔の形状や大きさが、使用していた呼吸用保
護具と不一致であること
4		 次の対応策をとることで、漏れ率は5％未満と
なった。

（1）	眼鏡にシールピースを使用し、眼鏡のつると呼
吸用保護具とのすき間を埋めたこと

（2）	帽子や前髪が呼吸用保護具の接顔部に挟
み込まないようにしたこと
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（3）	顔の形状や大きさに合った呼吸用保護具を
選択したこと
5		 電動ファン付マスク（注4）は、漏れ率の点では
良好な防護効果が期待できる結果であったが、
マスクが重い、マスクの形状に問題があるといっ
た点が指摘された。
6		 結果を基に、東京電力株式会社に対して、以
下の5点について提言を行った。

（1）	眼鏡使用者への対応策
（2）	適切な呼吸用保護具の選択
（3）	呼吸用保護具着用時の漏れ防止対策の励
行

（4）	電動ファン付きマスクの導入の検討

基安発1021第2号
平成23年11月1日

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

平成23年東北地方太平洋沖地震
に起因して生じた事態に対応する
ための電離放射線障害防止規則
の特例に関する省令の一部を
改正する省令の施行について

平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して
生じた事態に対応するための電離放射線障害防
止規則の特例に関する省令の一部を改正する省
令（平成23年厚生労働省令第133号。以下「改
正省令」という。）については、本日公布、施行され
たところである。
改正省令による改正前の平成23年東北地方
太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応する
ための電離放射線障害防止規則の特例に関す
る省令（平成23年厚生労働省令第23号）におい
ては、平成23年3月14日以降に東京電力福島第
一原子力発電所（以下「東電福島第一原発」と
いう。）における特にやむを得ない緊急の作業に
従事する労働者に限り、被ばく限度を実効線量で

（5）	新規入場者を対象とした呼吸用保護
具の教育内容の改善

（注1）全面形マスクとは、眼、鼻及び口を覆うマスクの
こと。他に、鼻及び口のみを覆う半面形マスクがあ
る。

（注2）フィットネスとは、呼吸用保護具と着用者の顔面
との密着の度合い。

（注3）漏れ率とは、環境空気が、吸気中にどれだけ漏
れ込んだかを示す率。具体的には、マスク内外の粉
じん濃度を測定し、その比率を求める。

（注4）電動ファン付きマスクとは、ろ過した空気を動力
により供給する呼吸用保護具。

（別添）東京電力福島第一安定化センター（Jヴィレッ
ジ）における呼吸用保護具のフィットネス調査報告書

250ミリシーベルトとしているところであるが、改正
省令は、この対象者を、特にやむを得ない緊急の
場合で厚生労働大臣が定める場合とするもので
ある。
施行に当たっては、下記に示す趣旨を十分に
理解し、その運用に遺漏なきを期されたい。

記
第1		改正省令の概要
東電福島第一原発における緊急作業時の被ば

く限度を250ミリシーベルトとする場合について、特
にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定
める場合に限定したこと。
改正省令が適用されない場合については、電
離放射線障害防止規則第7条（昭和47年労働省
令第41号）の被ばく限度（実効線量で100ミリシー
ベルト）が適用されること。
第2		細部事項
1		 本則について
（1）	厚生労働大臣が定める場合とは、厚生労働
省告示第425号（平成23年11月1日）において、
次のとおり定められていること。
	 	 東電福島第一原発に属する原子炉施設（核
原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律（昭和32年法律第166号）第23条第2
項第5号に規定する原子炉施設をいう。）並び
に蒸気タービン及びその附属設備又はその周
辺の区域であって、その線量が1時間につき0.1

特集/福島原発事故放射線被ばく労働



安全センター情報2011年12月号   17

ミリシーベルトを超えるおそれのある場所におい
て、次の各号のいずれかに該当する作業を行う
場合とする。
ア		 原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷
却する設備の機能が著しく低下した場合又
はその機能を失った場合における当該機能
を復旧するための作業
イ		 前号に掲げる作業のほか、原子炉施設の
故障、損壊等により、多量の放射性物質の放
出のおそれがある場合であって、これを抑制
又は防止するための機能が著しく低下したと
き又はその機能を失ったときにおける当該機
能を復旧するための作業

（2）	上記（1）のアについては、具体的には次の作
業が想定されること。
	 	 注水による冷却機能が、配管からの漏水、配
管の詰まり、ポンプの故障、制御弁の故障により
著しく低下した場合又は失われた場合にその
機能を回復させるための応急の作業を想定

（3）	上記（1）のイについては、具体的には次の作
業が想定されること。
ア		 汚染水処理機能が、配管、弁等からの漏
水、配管等の詰まり、ポンプの故障、制御弁の
故障等により著しく低下した場合又は失われ
た場合にこの機能を回復させるための応急
の作業

イ		 汚染水や放射性物質が海洋、地下水、大
気又は土壌に漏出することを防止する機能
が、海水循環浄化装置の故障、遮水壁の損
傷、汚染物質保管コンテナの損傷等により著
しく低下した場合又は失われた場合にこの
機能を回復させるための応急の作業

ウ		 水素爆発の防止のための窒素封入機能
が、配管からの窒素の漏出、配管の詰まり、ポ
ンプの故障、制御弁の故障等により著しく低
下した場合又は失われた場合にこの機能を
回復させるための応急の作業

2		 経過措置について
改正省令の施行日より前から、東電福島第一
原発における緊急作業に従事している労働者の
被ばく限度については、250ミリシーベルトとされて

いること。
なお、本経過措置は、被ばく限度までの無制限
な被ばくを許容する趣旨ではなく、事業者におい
て、当該労働者の被ばく低減のため、最大限の措
置を講ずべきものであることに留意すること。

1		 趣旨
平成23年11月1日に、平成23年東北地方太平
洋沖地震に起因して生じた事態に対応するため
の電離放射線障害防止規則の特例に関する省令
（平成23年厚生労働省令第23号。以下「特例省
令」という。）の一部を改正（平成23年厚生労働
省令133号）し、緊急作業時の被ばく限度を250ミリ
シーベルトと適用する作業を限定するための改正
を行ったところ。
今般、「東京電力福島第一原子力発電所・事
故の収束に向けた道筋当面のロードマップ（改訂
版）」（平成23年10月17日原子力災害対策本部政
府・東京電力統合対策室）において示されている
原子炉が安定的な冷温停止状態を達成するため
の工程であるステップ2が年内に終了する予定で
あることから、その終了時に、特例省令を廃止す
るための所要の改正を行う。
2		 改正内容
（1）	緊急作業時の被ばく限度について、特にやむ
を得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める
場合（※）に250ミリシーベルトとする特例省令を
廃止すること。
（※）原子炉施設並びに蒸気タービン及びその
付属施設又はその周辺の区域であって線量

平成23年11月1日
労働政策審議会が「妥当と認める」と答申

平成23年東北地方太平洋沖地震
に起因して生じた事態に対応する
ための電離放射線障害防止規則

の特例に関する省令を廃止
する等の省令案の概要
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が1時間につき0.1ミリシーベルトを超えるおそ
れのあるものにおいて次の①又は②に該当す
る作業を行う場合（平成23年11月1日厚生労
働省告示第425号）
①	 原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽の冷
却機能が著しく低下又は喪失した場合に、当
該機能を復旧するための作業
②	 放射性物質の敷地外への放出を抑制する
設備の機能が著しく低下又は喪失した場合
に、当該機能を復旧するための作業

（注）本告示については、特例省令の廃止の日
に廃止する。

（2）	経過措置として、特例省令の一部を改正した
際現に東電福一原発において緊急作業に従事
していた者のうち、特例省令の廃止の日におい
て、当該緊急作業に従事する間に受けた実効
線量が100ミリシーベルトを超える者で、原子炉
施設の冷却機能の維持等の作業（※1）に欠くこ
とのできない高度の専門的な知識及び経験を

有する者であるため後任者を容易に得ることが
できない者（※2）については、平成24年4月30日
までの間、その被ばく限度を250ミリシーベルトと
すること。
（※1）原子炉施設並びに蒸気タービン及びその
付属施設又はその周辺の区域であって線量
が1時間につき0.1ミリシーベルトを超えるおそ
れのある場所において次の①又は②に該当
する作業を行う場合。
①	 原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽の冷
却機能を維持するための作業
②	 放射性物質の放出を抑制する機能を維持
するための作業

（※2）想定されるのは東京電力の社員約50人
3		 施行日
パブリックコメント手続及び関係審議会に対す

る諮問等を経た後、ステップ2の終了の日に公布・
施行する予定。
※12月16日にステップ２終了を決める予定。

除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に
関する専門家検討会報告書

平成23年11月28日
除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会

Ⅰ　検討会開催要綱及び参集者

1		 趣旨
平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴

う東京電力福島第一原子力発電所の事故（以下
「原発事故」という。）により放出された放射性物
質の除染等作業及び廃棄物の処理等について
は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋
沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され
た放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法により、環境省において作業の基準
等を定めることとされているが、これら基準等に対
応し、除染作業等に従事する労働者の放射線障
害防止対策について検討を行う必要がある。
このため、厚生労働省において、有識者の参集
を求め、被ばく管理、作業上の措置、健康診断等
の除染作業等に従事する労働者の放射線障害
防止対策のあり方について検討会を開催する。
2		 検討項目
（1）	対象作業
ア	 原発事故により放出された放射性物質に係

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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る除染等の作業
イ	 原発事故により放出された放射性物質に係
る廃棄物の処理、処分、運搬等の作業
ウ	 その他関連作業
（2）	放射線障害防止のための措置等
ア	 被ばく管理の方法
イ	 外部被ばく低減のための措置
ウ	 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措
置
エ	 労働者教育の内容
オ	 健康管理のための措置
カ	 その他
3		 構成
（1）	本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛
生部長（東電福島第一原発作業員健康対策
室長）が、別紙の参集者の参集を求めて開催す
る。

（2）	本検討会には座長を置き、座長は検討会の
議事を整理する。

（3）	本検討会の参集者は、必要に応じ追加するこ
とができる。

（4）	本検討会は、参集者以外の者に出席を求め
ることができる。
4		 その他
（1）	本検討会は、原則として公開する。ただし、個
人情報、企業秘密等を取り扱うなどの場合にお
いては、非公開にすることができる。

（2）	本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課において行う。

参集者（五十音順）

大	迫	 政	浩	 独立行政法人国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター
長

金	子	 真	司	 独立行政法人森林総合研究所
放射性物質影響評価監

小	林	 恭	 独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構中央農業総
合研究センター作業技術研究
領域長

杉	浦	 紳	之	 独立行政法人放射線医学総合
研究所緊急被ばく医療研究セ
ンター長

中	山	 真	一	 独立行政法人日本原子力研究
開発機構福島環境支援事務
所副所長

名古屋	俊士	 学校法人早稲田大学理工学術
院教授

古	田	 定	昭	 独立行政法人日本原子力研
究開発機構東海研究開発セン
ター核燃料サイクル工学研究
所放射線管理部部長

松	村	 芳	美	 公益社団法人産業安全技術協
会参与

森	 晃	爾	 （座長）学校法人産業医科大
学産業医実務研修センター所
長教授

オブザーバー
廣	木	 雅	史	 環境省廃棄物・リサイクル対策

部産業廃棄物課課長
永	浜	 亨	 （第1回、第4回）環境省水・大

気環境局土壌環境課課長補佐
水	原	 健	介	 （第2回、第3回）環境省水・大

気環境局水環境課課長補佐

Ⅱ　検討の経緯

第1回検討会	 平成23年10月21日
第2回検討会	 平成23年10月31日
第3回検討会	 平成23年11月14日
第4回検討会	 平成23年11月21日

Ⅲ　対策に盛り込むべき内容

第1		趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に

伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故 （以

下 「原発事故」 という。）により放出された放射性

物質の除染等作業及び廃棄物の処理等について

は、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平
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洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出

された放射性物質による環境の汚染への対処に

関する特別措置法」 により実施されるが、同法に

基づく除染作業等に従事する労働者の放射線障

害を防止するため、 除染作業等に従事する労働

者に対して、必要な防護措置が実施される必要が

ある。

この対策は、事業者が除染等作業に労働者を

従事させる際、放射線障害防止のために必要とな

る、被ばく管理、作業上の措置、健康診断等の措

置の内容を定めるものであり、 規制として法令に

定める事項のみならず、ガイドラインとして、促進

的に取り組むべき事項も含まれる。 この対策は、

除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止

を目的とするものであるが、同時に、住民、ボラン

ティア等に対しても活用できることも意図している。

この対策は、限られた情報に基づき、限られた

時間で検討を行ったものであり、今後、新たな情

報や知見を引き続き収集し、必要があれば見直し

を行うべきものである。

第2		被ばく線量管理の対象及び被ばく線量管理
の方法

1			 基本原則
事業者は、労働者が電離放射線を受けることを

できるだけ少なくするように努める。

2		 線量の測定
（1） 土壌等の除染等又は廃棄物の処理等の業

務（注1）（以下「除染処理業務」という。）を行う事

業の事業者（以下「除染等事業者」という。）は、

除染処理業務に従事する労働者に対して、以

下のア及びイの場合ごとに、それぞれ定められ

た方法で労働者の被ばく実効線量を測定する。

（注）電離放射線障害防止規則（電離則）と新
たな対策の適用の考え方については、別添
1参照。ただし、上下水道施設、焼却施設、中
間処理施設、埋め立て処分場等の廃棄物処
理施設については、管理された線源である上
下水汚泥や灰からの被ばくが大きいと見込ま
れるため、除染実施区域内であっても、電離
則を適用すべきである。また、平均空間線量

が2.5μSv/hを超える地域において、伐木、枝
打ち、土壌の掘削などの作業を行う場合は、
その作業内容に応じ、この対策で規定される
事項のうち、被ばく線量管理など必要なものを
実施することが望ましい。

（注1）「土壌等の除染等及び廃棄物の処理等
の業務」とは、作業場所の平均空間線量率
が0.23μSv/h（8時間屋外、16時間屋内換算
で、1mSv/年）を超える地域における、（a）土
壌等の除染等（注2）に係る業務、（b）除去土壌
（セシウム134及びセシウム137の濃度の合
計値が1万Bq/kgを超えるものに限る。）の収
集、運搬、保管及び処分に係る業務、（c）事
故由来放射性物質により汚染された廃棄物
（セシウム134及びセシウム137の濃度の合
計値が1万Bq/kgを超えるものに限る。）の処
理（注3）に係る業務をいう。

（注2）「土壌等の除染等」とは、事故由来放射
性物質により汚染された土壌、草木、工作物
等について講ずる当該汚染に係る土壌、落
葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除
去、当該汚染の拡散の防止その他の業務を
いう。

（注3）「廃棄物の処理」には、廃棄物の収集、運
搬、保管、中間処理、埋め立て処分が含まれ
る。

ア  作業場所の平均空間線量率（注）が2.5μSv/

h（週40時間、52週換算で、5mSv/年）を超え

る区域（地域）において労働者を除染処理業

務に就かせる場合

（注）平均空間線量率の測定・評価の基準は別
添2参照。

・ 外部被ばく線量：個人線量計による測定（注）

（注）電離則で定める測定方法と同様とする。
・ 内部被ばく測定：作業内容及び取り扱う土

壌等の放射性物質の濃度等に応じた測定

イ  作業場所の平均空間線量率が2.5μSv/h

（週40時間、52週換算で、5mSv/年）以下で

0.23μSv/h（8時間屋外、16時間屋内換算で、

1mSv/年）を超える区域（地域）において労働

者を除染処理業務に就かせる場合

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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・ 個人線量計による外部被ばく測定が望ましい

が、空間線量からの評価、代表者による測定

等であってもさしつかえない。

（2） 除染等事業者以外の事業者は、自らの敷地

や施設などに対して除染処理業務を行う場合、

作業場所の平均空間線量率が2.5μSv/h（週40

時間、52週換算で、5mSv/年）以下の区域（地

域）においてのみ、かつ、年間数十回（日）（注1）

の範囲内で除染処理業務に労働者を就かせ

る。自営業者、住民（注2）、ボランティア（注3）につい

ても同様とすることが望ましい。

（注1）2.5μSv/h以下で0.23μSv/hを超える区域
において、年数十回（日）程度の除染活動を
行った場合の被ばく線量は、1mSv/年を十分
に下回る。

（注2）住民、自営業者については、自らの住居、
事業所、農地等の除染を実施するために必
要がある場合は、2.5μSv/hを超える地域で、
コミュニティ単位による除染等の作業を実施
することは想定される。

（注3）除染実施区域外からボランティアを募集
する場合、ボランティア組織者は、ICRPによる
計画被ばく状況において放射線源が一般公
衆に与える被ばくの限度が1mSv/年であるこ
とに留意すべきである。また、ボランティアの組
織者は、1mSv/年を超える被ばくを伴う作業
にやむをえずボランティアを募集する必要が
ある場合、ボランティアに対し、事業者と同等
の措置（線量管理、教育、汚染拡大防止措
置）を実施する必要があることに留意すべき
である。

（3） （1）のアの内部被ばく測定については、以下

の方法で実施する。

（注）高濃度粉じん作業及び高濃度土壌の下
限値の考え方については、別添3参照。本来、
粉じん測定を避けるため、高濃度粉じん作業
を定性的な作業名で示すことが望ましいが、
現時点では十分なデータがなく、数値で示さ
ざるを得ない。今後、作業における粉じん濃
度の測定データの蓄積により、高濃度粉じん
作業を定性的な作業の内容で示す方向で
データ収集に努める。

（注1）高濃度粉じん作業の判定方法について
は、別添4参照。高濃度粉じん作業のスクリー
ニングは、高濃度粉じんの下限値を超える粉
じん濃度が発生しているかどうかを判断する
ためのものであることから、濃度が下限値を
下回ることが明らかな場合に測定を行う必要
はなく、相当程度の粉じんが見込まれる作業
（土壌等のはぎ取り、アスファルト・コンクリート
の表面研削・はつり、除草作業、除去土壌等
の袋詰め、建築物・工作物の解体等）につい
て測定すれば足りる。

（注2）土壌等除染対象物の放射性物質の濃
度測定については、別添5参照。現在、50万
Bq/kgを超える土壌等は、計画的雛区域・警
戒区域以外の地域ではほとんど発見されて
いないことから、2.5μSv/h以下の地域におい
ては、放射性物質の濃度が高いと見込まれる
土壌等を厳選して測定する。また、濃度測定
は、表面線量率（μSv/h）から、土壌等の放射
性物質の濃度を換算する簡易な方法（詳細
は別途検討中）で行って差し支えない。

（注3）内部被ばく測定の考え方については、別
添6参照。高濃度土壌等かつ高濃度粉じん
作業の場合に従事する労働者は、全員3月に
1回の内部被ばく測定が必要であるが、（注
4）で定めるスクリーニングについても、毎作業
終了時に実施する。

（注4）1次スクリーニングは、防じんマスクの表面
のカウント（cpm）測定を実施することとし、そ
の汚染限度値としては、10,000cpm（通常、防
護係数は3を期待できるところ2と厳しい仮定
を置き、マスク表面に50％の放射性物質が付

高濃度土壌等
（注2）（50万Bq/
kgを超える）

高濃度土壌等
以外（50万Bq/
kg以下）

高濃度粉じん作業（注

1）（10mg/m3を超える）
3月に1回の内
部被ばく測定
（注3）

スクリーニング
（注4）

上記以外の作業
（10mg/m3以下）

スクリーニング
（注4）

スクリーニング
（注4）（注5）
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着して残りの50％を吸入すると仮定して試算
した場合で、約0.01mSv相当）を採用する。1
次スクリーニングで汚染限度値を超えた場合
は2次スクリーニングとして鼻スミアテストを実
施することとし、その限度基準は、10,000cpm
（内部被ばく実効線量約0.3mSv相当）を採
用する。限度基準を超えた場合は、3月以内ご
とに1回、内部被ばく測定（電離則で定める方
法による）を実施する。なお、医学的に妊娠可
能な女性にあっては、2次スクリーニングの限
度基準を超えた場合は、直ちに内部被ばく測
定を実施する。

（注5）突発的に高い粉じんに曝露された場合に
実施

3		 被ばく線量限度 （注）

（1） 除染等事業者は、2の（1）のア及びイの場合

ごとに、それぞれ定められた方法で測定された

労働者の受ける実効線量の合計が、次に掲げ

る限度を超えないようにする。

ア  男性及び医学的に妊娠可能性のない女

性：5年間につき実効線量100mSv、かつ、1年

間につき実効線量50mSv

イ  医学的に妊娠可能な女性：3月間につき実

効線量5mSv

ウ  妊娠中の女性：内部被ばくによる実効線

量が1mSv、腹部表面に受ける等価線量が

2mSv

（注）目の水晶体の等価被ばく線量限度（150m
	 Sv/年）については、除染等作業において、目
のみが高線量の被ばくをすることは考えられ
ないため、全身の実効線量50mSv/年を守っ
ていれば、目の等価線量限度を超えることはな
い。皮膚の等価線量限度（500mSv/年）につ
いては、セシウムを取り扱う通常の作業状態に
おいて、ベータ線による皮膚の等価線量がガン
マ線による実効線量の10倍を超えることは考え
られないため、全身の実効線量50mSv/年を
守っていれば、皮膚の等価線量限度を超える
ことはない。

4		 線量の測定結果の記録等
（1） 除染等事業者は、2の測定又は計算の結果

に基づき、次に掲げる労働者の被ばく線量を電

離則に定める方法で算定し、これを記録し、こ

れを30年間保存する。ただし、当該記録を5年

間保存した後において、厚生労働大臣が指定

機関に引き渡すときはこの限りではない。

ア  男性又は医学的に妊娠可能性がない女性

の実効線量の3月ごと、1年ごと、及び5年ご

との合計（5年間において、実効線量が1年間

につき20mSvを超えたことのない者にあって

は、3月ごと及び1年ごとの合計）

イ  医学的に妊娠可能な女性の実効線量の1

月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計（1月間受

ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのない

ものにあっては、3月ごと及び1年ごとの合計）

ウ  妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線

量及び腹部表面に受ける等価線量の1月ごと

及び妊娠中の合計

（2） 除染等事業者は、（1）の記録を、遅滞なく労

働者に通知する。

（3） 除染等事業者は、その事業を廃止しようとす

るときには、（1）の記録を厚生労働大臣が指定

する機関に引き渡す。

（4） 事業者は、除染等の作業に従事した労働者

が退職するときに、（1）の記録の写しを労働者

に交付する。

第3			被ばく低減のための措置

1		 事前調査
（1） 除染等事業者は、除染処理業務を行うとき

は、あらかじめ、当該作業場所について次に掲

げる項目を調査し、その結果を記録する。

ア  作業場所の状況

イ  作業場所における平均空間線量率（μSv/

h）
（注1）

ウ  土壌等除染対象物の放射性物質の濃度（注

2）

（注1）平均空間線量率の測定・評価の基準は
別添2参照。

（注2）土壌等除染対象物の放射性物質の濃
度測定の方法については、別添5参照。

2		 作業計画の策定とそれに基づく作業

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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（1） 除染等事業者は、除染処理業務を行うとき

は、あらかじめ、事前調査により知り得たところ

に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業

計画により作業を行う。

（2） 作業計画は、次の事項が示されているものと

する。

ア  労働者の被ばく測定の方法

イ  作業の場所

ウ  使用する機械、器具の種類及び能力

エ  作業の方法

オ  被ばく低減のための措置

カ  労働災害が発生した場合の応急の措置

（3） 作業の場所には、次の事項が含まれる。

ア  飲食・喫煙が可能な休憩場所（注1）

イ  スクリーニングポイント（退去者及び持ち出

し物品の汚染検査場所）（注2）

（注1）飲食・喫煙場所の設置基準については別
添7参照。

（注2）汚染検査所の設置及び汚染検査の方法
の基準については別添8参照。

（4） 作業の方法には、次の事項が含まれる。

  作業者の構成、使用機械又は器具の使用

法、作業手順、作業環境等

（5） 被ばく低減のための措置には、次の事項が

含まれる。

ア  平均空間線量測定の方法

イ  作業短縮等被ばくを低減するための方法

ウ  被ばく線量の推定に基づく被ばく線量目標

値の設定

3		 作業指揮者
（1） 除染等事業者は、除染処理業務を行うとき

は、当該作業の指揮をする者を定め、その者に

次の事項を行わせる。

ア  作業計画に適応した作業手順及び労働者

の配置を決定し、作業を直接指揮すること

イ  作業前に、作業手順に関する打ち合わせ

を実施すること

ウ  作業前に、使用する機械・器具を点検し、

不良品を取り除くこと

エ  当該作業を行う箇所には、関係者以外の

者を立ち入らせないこと

オ  放射線測定器の使用状況を監視すること

（2） 作業手順には、以下の事項が含まれる。

ア  作業時間管理の方法

イ  作業手順ごとの作業の方法、作業場所、

待機場所

4		 作業着手届の提出
（1） 除染等事業者であって、発注者から直接作

業を受注したもの（元方事業者）は、作業場所

の平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所に

おいて土壌等の除染等の業務を実施する場合

には、あらかじめ、「除染作業着手届」（注）を所轄

の労働基準監督署に提出する。

（注）作業着手届は、発注単位で提出することを
原則とするが、発注が複数の離れた除染作
業を含む場合は、作業場所ごとに提出する。

（2） 除染作業着手届には、以下の項目が含まれ

る。

ア  事業者名（元方事業者）

イ  発注者名

ウ  作業件名（発注件名）

エ  作業の場所

オ  作業の実施期間

カ  作業指揮者氏名

キ  関係請負人の一覧及び労働者数の概数

第4		汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措
置

1		 汚染拡大防止
（1） 除染等事業者は、除染処理業務において、

土壌のはぎ取り等高濃度の粉じんが発生する

おそれのある作業を行うときは、あらかじめ、除

去する土壌等を湿潤な状態とする等、粉じんの

発生を抑制する措置を講じる。

（注）湿潤にするためには、汚染水の発生を抑
制するため、ホース等による散水ではなく、噴霧
（霧状の水による湿潤）が望ましい。

（2） 除染等事業者は、除染処理業務において、

除去された土壌又は廃棄物（以下「除去土壌

等」という。）を収集、運搬、保管するときは、除

去土壌が飛散し、又は流出しないよう、容器（注）

を用いる。ただし、容器にいれることが著しく困
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難なものについて、外部放射線を遮蔽するた

め、又は汚染のひろがりを防止するための有効

な措置を講じたときはこの限りでない。

（注）容器の基準については、環境省令との整
合性をとる。

（3） 除染等事業者は、除染処理業務において、

除去土壌等を保管するときは、次に掲げる措置

を実施する。

ア  除去土壌等が飛散し、又は流出しないよ

う、必要な措置を講じること

イ  除去土壌等を保管していることを標識によ

り明示すること

ウ  周囲に囲いを設ける等、関係者以外の立

入を禁止する措置を講ずること

（注）「囲い」は、カラーコーン等による簡易なもの
で差し支えない。

2		 作業者による汚染拡大防止
（1） 除染等事業者は、除染処理業務の作業場所

の近辺に汚染検査所（注1）を設け、除染処理業

務に従事した労働者が作業場所から退去する

とき、その身体及び装具の汚染の状態を検査

する。

（2） この検査において、汚染限度（注2）を超えて汚

染されていると認められるときは、次の措置を

講じなければ、その労働者を退去させない。

ア  身体が汚染されているときは、汚染限度以

下になるように洗身等をさせること

イ  装具が汚染されているときは、その装具を

脱がせ、又は取り外させること

（注1）汚染検査所の設置場所については、別
添8参照。

（注2）汚染限度は、40Bq/cm2（カウント値として
は、13,000cpmを使用）とする。

（3） 除染等事業者は、除染処理業務を行う作業

場所の近辺に汚染検査所を設け、作業場所か

ら持ち出す物品について、持ち出しの際に、そ

の汚染の状況を検査する。ただし、容器に入

れる等汚染拡大防止の措置を講じた上で、他

の除染等作業を行う作業場所に運搬する場合

は、その限りではない。

（4） この検査（注1）において、当該物品が汚染限

度（注2）を超えて汚染されていると認められるとき

は、その物品を持ち出してはならない。ただし、

容器に入れる等汚染拡大防止の措置を講じた

上で、汚染を除去するための施設等まで運搬

する場合はその限りではない。

（注1）物品に関する汚染検査の方法について
は、別添8参照。

（注2）汚染限度は、40Bq/cm2（カウント値として
は、13,000cpm）とする。

（5） 除染等事業者は、身体、装具又は物品が汚

染限度を超えることを防止するため、次に掲げ

る措置等、有効な措置を講ずる。

ア  靴の交換、衣服・手袋、保護具の交換・破

棄

イ  使用機械・器具その他の設備の事前養

生、事後除染

ウ  除去土壌等の運搬時の養生の実施

エ  作業場所の清潔の維持

3		 身体・内部汚染の防止
（1） 除染等事業者は、除染処理業務に従事する

労働者に、次に掲げる作業の区分及び取り扱

う土壌等の濃度に応じ防じんマスク等の有効な

呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事

する労働者に使用させる。労働者は、除染等の

作業に従事する間、有効な呼吸用保護具を使

用する。

（注1）防じんマスクの捕集効率の選択基準につ
いては、別添9参照。

（注2）粉じん則27条（呼吸用保護具の使用）に
該当しない作業（非鉱物性粉じんのみにばく
露される場合）については、サージカルマスク
等で可。

（2） 除染等事業者は、除染処理業務において汚

高濃度土壌等
（50万Bq/kgを
超える）

高濃度土壌等
以外（50万Bq/
kg以下）

高濃度粉じん作業
（10mg/m3を超える）

捕集効率95%
以上（注1）

捕集効率80%
以上

上記以外の作業
（10mg/m3以下）

捕集効率80%
以上

捕集効率80%
以上（注2）

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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染限度を超えて汚染されるおそれのある作業

に労働者を従事させるときは、次に掲げる作業

の区分及び取り扱う汚染土壌等の濃度に応じ

て、有効な保護衣、手袋又は履物を備え、これ

らをその作業に従事する労働者に使用させる。

労働者は、当該作業に従事する間、有効な保

護衣等を使用する。

	

（注）保護衣等の選択基準については、別添10
参照。

（注1）ゴム手袋の材質によってアレルギー症状
が発生することがあるので、その際にはアレル
ギーの生じにくい材質の手袋を与えるなど配
慮する。

（注2）除染等では水を使うことが多いため、汚
染の人体や衣服への浸透を防止するため、ま
た、汚染した場合の除染を容易にするため、
ゴム長靴等の不浸透性の素材による靴が必
要である。作業の性質上、ゴム長靴を使用す
ることが困難な場合は、靴の上をビニールによ
り養生する等の措置が必要である。

（3） 除染等事業者は、除染処理業務に従事する

労働者に使用させる保護具又は保護衣等が汚

染限度を超えて汚染されていると認められると

きは、あらかじめ、洗浄等により、汚染限度以

下となるまで汚染を除去しなければ、労働者に

使用させない。

（4） 除染等事業者は、除染処理業務において、

放射性物質に汚染された土壌等を吸入摂取

し、又は経口摂取するおそれのある作業場所

で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止す

る。労働者は、当該場所で喫煙し、又は飲食し

ない。

第5		労働者教育の内容

1		 作業指揮者に対する教育
（1） 除染等事業者は、除染処理業務における作

業の指揮をする者を定めるときは、当該者に対

し、次の科目について、教育を行う。

ア  作業の方法の決定及び労働者の配置に

関すること

イ  労働者に対する指揮の方法に関すること

ウ  異常時における措置に関すること

（2） 「作業の方法の決定及び労働者の配置」に

は、次の事項が含まれる。

ア  放射線測定機器の構造及び取扱方法

イ  事前調査の方法

ウ  作業計画の策定

エ  作業手順の作成

（3） 「労働者に対する指揮の方法」には次の事項

が含まれる。

ア  作業前点検、作業前打ち合わせ等の指揮

及び教育の方法

イ  作業中における指示の方法

（4） 「異常時における措置」には、次の事項が含

まれる。

ア  労働災害が発生した場合の応急の措置

イ  病院への搬送等の方法

2		 労働者に対する特別の教育
（1） 除染等事業者は、土壌等の除染等の作業に

労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、

次の科目について、特別の教育を行う。

ア  電離放射線の生体に与える影響及び被ば

く線量管理の方法に関する知識

イ  除染等の作業の方法に関する知識

ウ  除染等の作業で使用する機械・器具その

他設備の構造及び取扱方法に関する知識

エ  関係法令

オ  除染等の作業の方法及び使用する装置・

高濃度土壌等
（50万Bq/kgを
超える）

高濃度土壌等
以外（50万Bq/
kg以下）

高濃度粉じん作業
（10mg/m3を超える）

長袖の衣服の
上に全身化学
防護服（例：密
閉型タイベック
スーツ）、ゴム
手袋（注1）（綿手
袋と二重）、ゴ
ム長靴（注2）

長袖の衣服、
綿手袋、ゴム
長靴（注2）

上記以外の作業
（10mg/m3以下）

長袖の衣服、
ゴム手袋（注1）

（綿手袋と二
重）、ゴム長靴
（注2）

長袖の衣服、
綿手袋、ゴム
長靴（注2）
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機器の取扱（実技）

（2） 除染等事業者は、除去土壌の収集、運搬又

は処分の作業に労働者を就かせるときは、当

該労働者に対し、次の科目について、特別の教

育を行う。

ア  電離放射線の生体に与える影響及び被ば

く線量管理の方法に関する知識

イ  除去土壌の収集、運搬又は処分の作業の

方法に関する知識

ウ  除去土壌の収集、運搬又は処分の作業で

使用する機械・器具その他設備の構造及び

取扱方法に関する知識

エ  関係法令

オ  除去土壌の収集、運搬又は処分の作業の

方法及び使用する装置・機器の取扱（実技）

（3） 除染等事業者は、廃棄物の処理の作業に労

働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次

の科目について、特別の教育を行う。

ア  電離放射線の生体に与える影響及び被ば

く線量管理の方法に関する知識

イ  廃棄物の処理の方法に関する知識

ウ  廃棄物の処理で使用する機械・器具その

他設備の構造及び取扱方法に関する知識

エ  関係法令

オ  廃棄物の処理の方法及び使用する装置・

機器の取扱（実技）

（4） 除染等事業者以外の事業者が、平均空間線

量が0.23μSv/hを超え2.5μSv/h以下の場所に

おいて、自らの事業場における土壌等の除染

等又は廃棄物の処理等の作業に労働者を従事

させるときは、当該労働者に対して、（1）から（3）

の項目のうち、当該作業を実施する上で必要な

項目について教育を実施することが望ましい。

自営業、ボランティア等、雇用されていない者に

対しても同様とすることが望ましい。

（5） 除染処理業務の作業の発注者は、教育を受

けた作業指揮者及び労働者が、業務の遂行上

十分な人数雇用されていることを確認した上で

発注を行うことが望ましい。

第6		健康管理のための措置

1		 健康診断
（1） 除染等事業者は、除染処理業務に常時従

事する労働者に対し、雇い入れ時又は当該業

務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1

回、定期に、次の項目について医師による健康

診断を行う。

ア  被ばく歴の有無の調査及びその評価

イ  白血球数及び白血球百分率の検査

ウ  赤血球数の検査及び血色素量又はヘマト

クリット値の検査

エ  白内障に関する目の検査

オ  皮膚の検査

（2） （1）の規定にかかわらず、健康診断（定期に

行われるもの）の前年の実効線量が5mSvを超

えず、かつ、当年の実効線量が5mSvを超える

おそれのない者については、イからオの項目

は、医師が必要と認めないときには、行うことを

要しない。

（3） 除染等事業者は、健康診断の結果に基づ

き、個人票を作成し、これを30年間保存する。た

だし、当該記録を5年間保存した後において、厚

生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは

この限りではない。

（4） 除染等事業者は、その事業を廃止しようとす

るときには、（3）の記録を厚生労働大臣が指定

する機関に引き渡す。

（5） 除染等事業者は、除染処理業務に従事した

労働者が退職するときに、（3）の記録の写しを

労働者に交付する。

（6） 健康診断の結果についての医師からの意見

聴取（電離則と同様）

（7） 健康診断結果の通知（電離則と同様）

（8） 健康診断結果報告（電離則と同様）

（9） 健康診断等に基づく措置（電離則と同様）

第7		安全衛生管理体制等

1		 安全衛生管理体制
（1） 労働安全衛生法第3章（安全衛生管理体制）

（委任政省令を含む。）のうち、除染等事業者に

適用される項目をガイドライン上に明記する。

ア  安全管理者、衛生管理者（安全衛生推進

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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者）

イ  産業医等

ウ  安全委員会・衛生委員会（安全衛生委員

会）

エ  作業指揮者

（2） 重層請負によって作業が実施される場合に

ついて明記する。

ア  統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理

者に準ずる者

イ  安全衛生責任者に準ずる者

2  リスクアセスメントの実施に関する規定を明

記。

別添1　電離放射線障害防止規則と、新規則の
適用対象の考え方について

○基本的考え方
・	電離則は、計画被ばく状況（線源が管理されて
いる状態、除染実施区域外の通常の地域を想
定）を前提としており、管理されている線源を中
心に、管理区域を設け、その範囲内で線量管
理等を実施する考え方をとっている。
・	一方、土壌等の除染等の作業が実施される現
存被ばく状況（線源が管理できない状況、除染
実施区域内を想定）においては、計画被ばく状
況のように、管理区域の概念を使うことは困難
である。
・	このため、新たな規則を制定し、現存被ばく状況
（線源が管理できない状況、除染実施区域内
を想定）における除染等の業務、除去土壌の収
集等、廃棄物の処理等の業務を行う場合にとる
べき措置を規定することとしたもの。
・	このため、新規則の適用範囲は、除染実施区
域内に限定されるものである。
○廃棄物処理施設への適用について
・	上下水道施設、焼却施設等の廃棄物処理施
設については、管理された線源である上下水汚
泥や灰からの被ばくが大きいと見込まれるため、
除染実施区域内であっても、電離則を適用すべ
きである。
○除染類似作業への適用について

・	伐木、枝打ち、土壌の掘削等の作業を2.5μSv/
hを超える地域内で行う事業者は、その作業内
容に応じ、この対策で規定される事項のうち、被
ばく線量管理など必要なものを実施することが
望ましい。

別添2　平均空間線量の測定基準について

○目的
・	平均空間線量率の測定・評価は、事業者が、土
壌等の除染等の業務、除去土壌の収集、運搬、
処理の業務、汚染された廃棄物の処理の業務
に労働者を従事させる際、作業場所の平均空
間線量が2.5μSv/hを超えるかどうかを測定し、
実施する線量管理の内容を判断するために実
施する。
○基本的考え方
・	作業の開始前にあらかじめ測定を実施すること
・	測定は、専門の測定業者に委託して実施するこ
とが望ましいこと
・	労働者の被ばくの実態を反映できる結果が得ら
れる測定とすること
・	測定及び測定結果の算定等が煩瑣でないこと
○平均空間線量率の測定・評価について
	 共通事項
・	 空間線量率の測定は、地上1mの高さで行う。
・	 測定器等については、作業環境測定基準第
8条に従う。

	 空間線量率のばらつきが少ないことが見込まれ
る場合
・	 国等が実施した除染計画作成のための空間
線量率の測定が作業場所近傍で実施されて
いる場合は、その測定結果を、作業場所の平
均空間線量率とすることができる。

・	 測定を行う場合は、概ね1000m2を測定単位
とし、区域の四隅と対角線の交点の計5点の
空間線量率を測定し、その平均値を平均空
間線量率とする。作業場所が不整形である
場合は、測定単位の区域の外周に等間隔に
4点の測定点をとり、その対角線の交点と合わ
せて5点を測定する。
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・	 作業範囲が1000m2を超える場合は、概ね
1000m2ごとに5点の測定を実施し、測定点全
ての空間線量率の平均値を平均空間線量
率とする。

	 空間線量率のばらつきが大きいことが見込まれ
る場合
・	 上記の測定により、各測定点の空間線量率
の平均値を算定する。（A測定）この場合、空
間線量率が高いと見込まれる点は含まないよ
うにする。

・	 一定時間の作業が予定されている場所の範
囲及びその近傍で、空間線量率が高いと見
込まれる地点における空間線量率を測定す
る。測定点は、1000m2当たり数点とする。（B
測定）

・	 以下の式に基づき、平均空間線量率を算定
する。
（注）最も被ばく線量が大きいと見込まれる代
表的個人について計算する

（注）同一場所での作業が複数日にわたる場
合は、最も被ばく線量が大きい作業を実施
する日を想定して算定する。

・	 平均空間線量率

n：測定点の数
A：第1項第3号により計算された空間線量（μ
Sv/h）
Bi：B測定点iにおける空間線量率（μSv/h）
WHi：B測定点iの近傍での1日あたりの労働
時間（h）
WH：1日の総労働時間（h）

別添3　高濃度粉じん作業及び高濃度
土壌の下限値について

○目的
・	高濃度粉じん作業及び高濃度土壌の下限値
は、事業者が、これらの条件が複合した状態で
作業者に作業を行わせる場合に、必要となる内

部被ばく測定、防じんマスクの種類、保護衣等
の選択と管理の内容を判断するために必要な
ものである。
○基本的考え方
・	高濃度粉じん作業及び高濃度土壌に応じて想
定される内部被ばくに対して、十分な防護措置
が講じられるものである必要がある。
・	防護措置の評価としては、粉じん防護措置や
吸引の割合等を最大限に安全側に評価した上
で、内部被ばくによる預託線量が年間1mSvを
十分に下回る必要がある。
○高濃度粉じん作業及び高濃度土壌の値につい
て
・	粉じんに含まれる放射性物質による内部被ばく
の最大予測値の簡易試算結果（参考資料4松
村委員提出資料）によれば、50万Bq/kgの濃度
の放射性物質を含む土壌が、作業により、空気
中粉じん濃度の時間加重平均の上限10mg/
m3の濃度の粉じんとなり、それを100%吸引する
と仮定した上で、週40時間52週間その状態が
継続されたとする簡易試算によると、内部被ばく
による実効線量は、0.153mSv/yである。仮に、
局所的に出現する粉じん濃度範囲の上限であ
る30mg/m3であったとしても、0.458mSv/y、可
能性のある最高限度である100mg/m3であった
としても1.526mSv/yであり、呼吸用保護具（捕
集効率95%の半面マスク）による防護係数7（濃
度を7分の1に減らす）を想定すれば、1mSv/y
を十分に下回る。
・	この試算結果より、高濃度土壌の下限値を50
万Bq/kgとした上で、空気中粉じん濃度の時間
加重平均の最も高いレベルである10mg/m3を
高濃度粉じん作業の下限値とする。
・	なお、50万Bq/kgは、計画的避難区域・警戒区
域以外の地域では、ほとんど観測されていない
濃度である。また、農地、廃棄物処分場での
空気中粉じん濃度の実測値は、通常、μg/m3

単位の濃度であり、粉じん作業の前には散水
等の発じん抑制措置を実施することを考えると、
10mg/m3はかなり高いレベルの濃度である。

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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別添4　高濃度粉じん作業の有無の
判定方法について

○目的
・	高濃度粉じん作業の判定は、事業者が、高濃
度粉じんの下限値である10mg/m3を超える粉
じん濃度が発生しているかどうかを知り、内部
被ばくの線量管理のために必要となる測定方法
を判断するために必要なものである。
・	本来、測定器を使う手間を避けるため、高濃度
粉じんは、定性的な作業の種類によって判断で
きることが望ましいが、作業とそれに対応する粉
じん濃度のデータが蓄積しておらず、現時点で
は濃度で示さざるを得ない。今後、データを蓄
積し、高濃度粉じん作業を、定性的な作業の種
類で示すべきである。
○基本的考え方
・	高濃度粉じん作業の判定は、高濃度粉じんの
下限値である10mg/m3を超える粉じん濃度が
発生しているかどうかを判断するためのもので
あることから、濃度が下限値を下回ることが明ら
かな場合に測定を行う必要はなく、相当程度の
粉じんが見込まれる作業（土壌等のはぎ取り、ア
スファルト・コンクリートの表面研削・はつり、除草
作業、除去土壌等の袋詰め、建築・工作物の解
体等）について測定すれば足りる。
○判定の方法
・	高濃度粉じん作業の判定は、作業中に、個人サ
ンプラーを用いるか、作業者の近傍で、粉じん
作業中に、原則として作業環境測定基準第2条
で定める相対濃度指示方法による。
・	除染作業時、作業者の作業に支障を来さない
程度に近い所に、デジタル粉じん計（例えば、
LD－5）とインハラブル粉じん濃度測定器を並行
に設置し、10分以上の継続した時間で測定を
行い、質量濃度変換係数を求める。
・	求められた質量濃度変換係数を用いて、デジタ
ル粉じん計により、1～2分間以上の継続した時
間で測定を行い、相対濃度指示方法によって粉
じん濃度（mg/m3）を測定する。
・	 粉じん濃度測定の対象粒径は、作業環境測

定基準第2条第2項に定める、じん肺を対象に
考える吸入性粉じん（4μm、50％cut）ではな
	 く、内部被爆を対象に考え、総粉じんに近い
気中から鼻孔または口を通って吸引されるイ
ンハラブル粉じん（吸引性粉じん、100μm、
50％cut）を測定対象とする。（繊毛のある気
管より上部に沈着した粒子は移動して消化
器へ移動する可能性が大きいと考えられる。）

・	 インハラブル粉じんは、オープンフェイス型サン
プラーを用い、捕集ろ紙の面速を19（cm/s）
で測定することで求まる。

・	 分流装置の粒径と、測定位置以外について
は、作業環境測定基準第2条によること。

別添5　土壌等除染対象物の濃度の
測定方法について

○目的
・	土壌等除染対象物の放射性物質の濃度測定
は、事業者が、土壌等の除染等の業務、除去
土壌の収集、運搬、処理の業務、汚染された
廃棄物の処理の業務に労働者を従事させる際
に、土壌等汚染対象物が基準値（1万Bq/kg又
は50万Bq/kg）を超えるかどうかを判定し、必要
となる放射線防護措置を決定するために実施
する。
○基本的考え方
・	作業の開始前にあらかじめ測定を実施すること
・	測定は、専門の測定業者に委託して実施するこ
とが望ましいこと
・	作業において実際に取り扱う土壌等を測定する
こと
・	放射性物質の濃度はばらつきが激しいため、測
定された最も高い濃度を代表値とすること
・	測定及び測定結果の算定等が煩瑣でないこと
（あきらかに50万Bq/kgを超えるレベルではな
いことを簡易に判定する方法を定める。）
○土壌等除染対象物の放射性物質の濃度測定
について
	 簡易な測定の方法
・	 空間線量率の測定の際、高い空間線量率が
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測定された箇所の表面線量率（μSv/h）を
測定し、その測定値から、土壌等の放射性物
質の濃度を推定する方法（詳細は別途検討
中）により、50万Bq/kgを十分に下回ることが
確認できた場合は、サンプリングによる測定を
行う必要はない。

・	 土壌等の収集、運搬の際には、簡易な方法に
より、1万Bq/kgを十分に下回ることが判明し
た場合は、サンプリングによる測定を行う必要
はない。

	 サンプリングによる方法
	 サンプリングの箇所
・	 除染対象となる土壌等のうち、最も放射性物
質の濃度が高いと見込まれる箇所の土壌等
をサンプリングする。

・	 作業場所ごとに（1000m2を上回る場合は1000
	 m2ごとに）数点サンプリングする。
	 サンプリング対象物の選定
・	 実際に除去する土壌等に応じたサンプリング
をする。

	 農地
・	 深さ5cm程度の土壌
	 森林
・	 樹木の葉、表皮、落葉、落枝の代表的な箇所
・	 落葉層（腐葉土）の場合は、深さ3cm程度の
箇所

	 生活圏（建物など工作物、道路の周辺）
・	 水が集まるところ及びその出口、植物及びそ
の根元、雨水・泥・土がたまりやすいところ、微
粒子が付着しやすい構造物の近傍にある汚
泥等除去対象物

	 分析方法
・	 作業環境測定基準第9条による

別添6　内部被ばく測定の実施基準について

○目的
・	作業中の粉じん濃度と土壌等の放射性物質濃
度の組み合わせに応じた内部被ばく把握方法
は、事業者が、内部被ばくの線量管理のために
必要となる把握方法を判断するために必要なも

のである。
○基本的考え方
・	粉じんに含まれる放射性物質による内部被ばく
実効線量の最大予測値の簡易試算結果（参
考資料4松村委員提出資料）によれば、50万
Bq/kgの濃度放射性物質を含む土壌が、作
業により、空気中粉じん濃度の時間加重平均
の上限10mg/m3の濃度の粉じんとなり、それを
100%吸引すると仮定した上で、週40時間52週
間その状態が継続されたとする簡易試算による
と、内部被ばくによる実効線量は、0.153mSv/
yである。仮に、一般的に出現する瞬間的な
濃度の上限である30mg/kgであったとしても、
0.458mSv/y、可能性のある最高限度である
100mg/m3であったとしても1.526mSv/yとなる。
○内部被ばく測定の基準
・	高濃度粉じん作業（10mg/m3）かつ高濃度土壌
（50万Bq/kg）の状態にあっては、防じんマスク
が全く使用されない無防備な状況を想定した場
合、内部被ばく実効線量が1mSv/yを超える可
能性があることから、3月以内ごとに一度の内部
被ばく測定を義務づけることとする。
・	その他の場合にあっては、1日ごとに作業終了時
にスクリーニングを実施し、その限度を超えたこ
とがあった場合は、3月以内ごとに1回、内部被
ばく測定を実施する。
・	1次スクリーニングは、防じんマスクの表面のカ
ウント（cpm）測定を実施することとし、その汚染
限度値としては、10,000cpm（通常、防護係数
は3を期待できるところ2と厳しい仮定を置き、マ
スク表面に50％の放射性物質が付着して残り
の50％を吸入すると仮定して試算した場合で、
0.01mSv相当）を採用する。
・	1次スクリーニングで汚染限度値を超えた場合
は2次スクリーニングとして鼻スミアテストを実施
することとし、その限度基準は、10,000cpm（内
部被ばく実効線量約0.3mSv相当）を採用する。
・	限度基準を超えた場合は、3月以内ごとに1回、
内部被ばく測定（電離則で定める方法による）を
実施する。なお、医学的に妊娠可能な女性に
あっては、2次スクリーニングの限度基準を超え

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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た場合は、直ちに内部被ばく測定を実施する。
・	高濃度粉じん作業（10mg/m3）でなく、かつ高
濃度土（50万Bq/kg）でない場合は、最大予測
値の試算を行っても内部被ばくは0.153mSv/y
を超えることはないため、突発的に高い濃度の
粉じんに曝露された場合に実施すれば足りる。

別添7　飲食・喫煙場所の設置基準について

○目的
・	飲食・喫煙場所の設置基準は、事業者が、除染
作業等に従事する労働者に飲食・喫煙をさせる
ことができる休憩所を設定するために必要であ
る。
○基本的考え方
・	飲食・喫煙を可能とするためには、飲食・喫煙場
所における放射性物質の吸入・経口摂取による
内部被ばくが、十分に低いことが担保されてい
る必要がある。
○休憩所の設置基準
	 吸入摂取について
・	 粉じんに含まれる放射性物質による内部被ば
くの最大予測値の簡易試算結果（参考資料4
松村委員提出資料）によれば、10万Bq/kgの
濃度放射性物質を含む土壌が、作業により、
空気中粉じん濃度の時間加重平均の上限
10mg/m3の濃度の粉じんとなり、それを100%
吸引すると仮定した上で、週40時間52週間そ
の状態が継続されたとする簡易試算によると、
内部被ばくによる実効線量は、0.031mSv/yと
なる。

・	 従って、事前の測定により高い土壌の汚染が
ない場所であれば、作業による粉じんが収ま

れば、吸入摂取による内部被ばくは1mSv/y
と比較して十分に小さい。

・	 作業による粉じんは、10μmの粒子は約
3mm/s、100μmの粒子は約30cm/sで下降
する。およそ20分で10μmの粒子でも3.6m下
降するため、粉じんの影響はほぼなくなる。ま
た、粒子は風に乗って流れていくため、作業
場所の風上に移動する必要がある。風上に
移動できない場合は、風速を0.2m/sの微風と
想定すると、20分間で粉じんはおよそ240m移
動する。作業場所が1000m2程度であれば、
作業場所から移動しなくても、粉じんの影響は
ほぼなくなる。

	 経口摂取について
・	 1万Bq/kgの濃度の土壌を1年間で10gずつ
100回経口摂取したと仮定しても、内部被ばく
の実効線量は0.19mSvにすぎず、高濃度土
壌の近傍でないかぎり、1mSv/yを十分に下
回る。
	 【1.9×10-5mSv/Bq×10g×100×10Bq/
g=0.19mSv】

	 飲食・喫煙場所の設置基準
・	 飲食場所は、原則として、車内等、外気から遮
断された環境とする。これが確保できない場
合、以下の要件を満たす場所で飲食を行うこ
と。喫煙については、屋外であって、以下の要
件を満たす場所で行うこと。
・	 高濃度の土壌等が近傍にないこと
・	 休憩は一斉にとることとし、作業終了後、20
分間程度、飲食・喫煙をしないこと

・	 作業場所の風上であること。風上方向に移
動できない場合、少なくとも風下方向に移動
しないこと。

・	 飲食・喫煙を行う前に、身体、衣服の汚染
検査を行うこと

・	 作業中の水分補給については、熱中症予
防等のためやむをえない場合に限るものと
し、作業場所の風上に移動した上で、手袋
を脱ぐ等汚染防止措置を行った上で行うこ
と。

・	 作業中に使用したマスクは、飲食・喫煙中

高濃度土壌等
（50万Bq/kgを
超える）

高濃度土壌
等以外（50万
Bq/kg以下）

高濃度粉じん作業
（10mg/m3を超える）

3月に1回の内
部被ばく測定

スクリーニング

上記以外の作業
（10mg/m3以下）

スクリーニング スクリーニング
（注）

（注）突発的に高い粉じんに曝露された場合に実施



32   安全センター情報2011年12月号

に放射性微粒子が内面に付着しないよう
に保管するか、廃棄する（廃棄する前に、ス
クリーニングのために、マスクの表面の表面
密度を測定する）こと。

別添8　汚染検査所の設置及び
汚染検査の方法の基準について

○目的
・	汚染検査所の設置基準は、事業者が、汚染検
査を適切に実施するために必要である。
○基本的考え方
・	汚染検査は、作業員の身体汚染を防止すること
と、汚染された身体・物品により、他の作業員に
二次汚染を発生させないために行う。
・	このため、持ち出し物品については、保護衣等
による防護措置を実施していない労働者により
取り扱われないことが明らかな場合は、汚染検
査を行う必要はない。
○汚染検査所の設置基準
・	汚染検査所は、除染等事業者が除染処理業務
を請け負った場所とそれ以外の場所の境界に
設置することを原則とする。地形等などのため、
これが困難な場合は、境界の近傍に設置する。
・	上記に関わらず、一つの除染事業者が複数の
場所での除染処理作業を請け負った場合で
あって、それら作業場所から汚染検査所の間
に、汚染された労働者や物品と保護衣等による
防護措置を実施していない労働者や物品が接
触することを防ぐ措置が講じられている場合は、
複数の作業場所を担当する集約汚染検査所を
任意の場所に設けることができる。複数の除染
事業者が共同で集約汚染検査所を設ける場合
も同様とする。
○物品の汚染検査に当たっての留意事項
・	防護措置を行っていない労働者に汚染を広げ
る恐れがない場合として、事業者が複数の作
業場所を管理している場合に、ある作業場所で
使用した物品を他の作業場所で使用する場合
は、運搬する間の汚染防止の措置が実施され

ている場合は、汚染検査を行う必要はない。
・	車両については、タイヤ等地面に直接触れる
部分について、汚染検査所で除染を行ってスク
リーニング基準を下回っても、その後の運行経
路で再度汚染される可能性がある。このため、
車両については、タイヤ等地面に直接触れる部
分については、汚染検査を行う必要はない。
	 	 なお、タイヤ等以外の部分については、汚染
検査の結果、限度を超えている部分について、
除染を行う必要がある。

別添9　防じんマスクの捕集効率の
選択基準について

○目的
・	粉じん濃度と土壌等の濃度の組み合わせに応
じた防じんマスクの防護係数は、事業者が、必
要となる呼吸用保護具を判断するために必要な
ものである。
○基本的考え方
・	粉じん濃度と土壌の放射性物質の濃度との
組み合わせに応じ、内部被ばく実効線量が
1mSv/yを十分に下回るように防護係数を決定
する。
○防じんマスクの捕集効率の選択基準
・	高濃度粉じん作業（10mg/m3）かつ高濃度土
壌（50万Bq/kg）の状態にあっては、漏れを考え
ても実質的に防護係数7以上を期待できる捕集
効率95%以上の半面型防じんマスクが必要で
ある。それ以外の状況にあっては、捕集効率
80%以上の防じんマスクで十分な防護を実現で
きる。
・	ただし、防じんマスクの所定の防護係数を実現
するためには、適切な装着が前提であり、防じ
んマスクの装着に関する教育が不可欠である。
・	高濃度粉じん作業（10mg/m3）でなく、かつ高
濃度土壌（50万Bq/kg）でない場合は、最大予
測値の試算を行っても内部被ばくは0.153mSv/
yを超えることはないため、じん肺予防の観点か
ら定められている粉じん則27条の基準に該当し
ない作業（草木や腐葉土等の取扱等、鉱物性

特集/福島原発事故放射線被ばく労働
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粉じんにばく露されない場合）については、サー
ジカルマスク等の着用も認められる。
・	以上により、使用する防じんマスクの捕集効率
は、以下のとおりとなる。

別添10　保護衣等の選択基準について

○目的
・	粉じん濃度と土壌等の濃度の組み合わせに応
じた保護衣等の選択基準は、事業者が、必要
となる保護衣等を判断するために必要なもので
ある。
○基本的考え方
・	セシウムによるβ線被ばくを防止するため、粉じ
ん濃度と土壌等の濃度に応じた保護衣等の選
択を行う。
○保護衣等の選択基準
・	高濃度土壌（50万Bq/kg）を取り扱う場合、汚
染拡大を防止するため、綿手袋の上にゴム手
袋の二重手袋が必要である。
・	高濃度粉じん作業（10mg/m3）かつ高濃度土
壌（50万Bq/kg）を扱う作業にあっては、汚染拡
大防止のため、全身化学防護服（例、密閉形タ
イベックスーツ）のような防じん性の高い保護衣
が必要である。
・	ゴム手袋の材質によってアレルギー症状が発生
することがあるので、その際にはアレルギーの生
じにくい材質の手袋を与えるなど配慮する。
・	また、除染等では水を使うことが多いため、汚染
の人体や衣服への浸透を防止するため、また、
汚染した場合の除染を容易にするため、ゴム長
靴等の不浸透性の素材による靴が必要である。

作業の性質上、ゴム長靴を使用することが困難
な場合は、靴の上をビニールにより養生する等
の措置が必要である。
・	以上により、必要な保護衣等、以下のとおりとな
る。

Ⅳ　参考資料	［省略］

1		 生活圏における除染（第1回検討会資料）
2		 農地の除染の適当な方法等の公表について
（第1回検討会資料）
3		 森林内の放射性物質の分布状況及び分析
結果について（中間取りまとめ）（第1回検討会
資料）
4		 空気浮遊粉じんの推定吸入摂取量と有効な
マスクの使用について（第2～4回検討会資料）
5		 土壌放射能濃度測定資料採取法（第3，4回
検討会資料）
6		 森林内における空間線量率の変動（福島県
大玉村スギ林）（第3，4回検討会資料）
7		 屋外における廃棄物埋立処分等に作業にお
ける飛散粉じんデータ（第3，4回検討会資料）
8		 空気中の粉じん濃度の測定結果について
（第2～4回検討会資料）
※厚生労働省は除染等電離放射線障害防止規
則（仮称、平成24年１月１日施行予定）及び除染
作業に係るガイドライン（仮称）を定める予定。
	 http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r9852000001wd45.html

高濃度土壌等
（50万Bq/kg
を超える）

高濃度土壌
等以外（50万
Bq/kg以下）

高濃度粉じん作業
（10mg/m3を超える）

捕集効率95%
以上

捕集効率80%
以上

上記以外の作業
（10mg/m3以下）

捕集効率80%
以上

捕集効率80%
以上（注）

（注）粉じん則27条（呼吸用保護具の使用）に該当しな
い作業（非鉱物性粉じんのみにばく露される場合）に
ついては、サージカルマスク等で可

高濃度土壌等
（50万Bq/kg
を超える）

高濃度土壌
等以外（50万
Bq/kg以下）

高濃度粉じん作業
（10mg/m3を超える）

長袖の衣服の
上に全身化学
防護服（例：密
閉型タイベック
スーツ）、ゴム
手袋（綿手袋
と二重）、ゴム
長靴

長袖の衣服、
綿手袋、ゴム
長靴

上記以外の作業
（10mg/m3以下）

長袖の衣服、
ゴム手袋（綿
手袋と二重）、
ゴム長靴

長袖の衣服、
綿手袋、ゴム
長靴
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労働安全衛生法改正案要綱

2011年10月24日、厚生労働大臣から労働政策
審議会（会長：諏訪康雄・法政大学大学院政策
創造研究科教授）に対し、「労働安全衛生法の
一部を改正する法律案要綱」について諮問がな
され、同審議会安全衛生分科会（分科会長：相
澤好治・北里大学副学長）で審議が行われた結
果、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当と
認める旨の答申がなされた。同省は、法律案を作
成して、12月2日に臨時国会（衆議院）に提出した。
会期は12月9日までとされ、本稿執筆時点では国
会における審議の結果はわかっていない。

労働安全衛生法の一部を
改正する法律案要綱

第1		精神的健康の状況を把握するための検査等
1		 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、医師又は保健師による精神
的健康の状況を把握するための検査を行わな
ければならないものとすること。（第66条の10第1
項関係）
2		 労働者は、1による検査を受けなければならな

いものとすること。（第66条の10第2項関係）
3		 事業者は、1による検査を受けた労働者に対
し、厚生労働省令で定めるところにより、当該
検査を行った医師又は保健師から当該検査の
結果が通知されるようにしなければならないもの
とすること。この場合において、当該医師又は
保健師は、あらかじめ当該検査を受けた労働
者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結
果を事業者に提供してはならないものとすること。
（第66条の10第3項関係）
4		 事業者は、3による通知を受けた労働者で
あって、精神的健康の状況が労働者の健康の
保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に
該当するものが医師による面接指導を受けるこ
とを希望する旨を申し出たときは、当該申出をし
た労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ
により、医師による面接指導を行わなければなら
ないものとすること。この場合において、事業者
は、労働者が当該申出をしたことを理由として、
当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはな
らないものとすること。（第66条の10第4項関係）
5		 事業者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、4の面接指導の結果を記録しておかなけれ
ばならないものとすること。（第66条の10第5項
関係）

労働安全衛生関係の動向
法改正・検討会・円卓会議等
じん肺標準エックス線写真集デジタル版も

労働安全衛生関係の動向
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6		 事業者は、4の面接指導に基づき、当該労働
者の健康を保持するために必要な措置につい
て、厚生労働省令で定めるところにより、医師
の意見を聴かなければならないものとすること。
（第66条の10第6項関係）
7		 事業者は、6の医師の意見を勘案し、その必
要があると認めるときは、当該労働者の実情を
考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働
時間の短縮、深夜業の回数の減少その他の措
置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員
会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設
定改善委員会への報告その他の適切な措置を
講じなければならないものとすること。（第66条
の10第7項関係）
8		 厚生労働大臣は、7により事業者が講ずべき
措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な
指針を公表するものとすること。（第66条の10第
8項関係）
9		 厚生労働大臣は、8の指針を公表した場合に
おいて必要があると認めるときは、事業者又は
その団体に対し、当該指針に関し必要な指導を
行うことができるものとすること。（第66条の10第
9区関係）
10	 1の検査及び4の面接指導の実施の事務に
従事した者は、その実施に関して知りえた労働
者の秘密を漏らしてはならないものとすること。
（第104条関係）
第2		受動喫煙の防止
1		 事業者は、労働者の受動喫煙（室内又はこ
れに準ずる環境において、他人のたばこの煙を
吸わされることをいう。以下同じ。）を防止するた
め、屋内作業場その他の厚生労働省令で定め
る作業場について、もっぱら喫煙のために利用
されることを目的とする（当該室からたばこの煙
の漏れるおそれがないものとして厚生労働省令
で定める基準に合致するものに限る。）を除き、
喫煙を禁止することその他の厚生労働省令で
定める措置を講じなければならないものとするこ
と。（第68条の2関係）
2		 飲食物の提供その他の役務の提供の事業
であって厚生労働省令で定めるものを行う事業

者については、当分の間、1は、適用しないもの
とすること。この場合において、当該事業者は、
1の厚生労働省令で定める作業場について、労
働者の受動喫煙の程度を提言させるための措
置として厚生労働省令で定める措置を講じなけ
ればならないものとすること。（附則第27条関係）
第3		電動のファン付き呼吸用保護具
1		 電動ファン付き呼吸用保護具を、その譲渡、
貸与又は設置に際して厚生労働大臣が定める
規格又は安全装置を具備しなければならないも
のに追加すること。（別表第2第16号関係）
2		 電動ファン付き呼吸用保護具を、その製造又
は輸入に際して厚生労働大臣の登録を受けた
者が行う型式についての検定（以下「型式検
	 定」という。）を受けなければならないものに追
加すること。（別表第4第13号関係）
3		 電動ファン付き呼吸用保護具に係る型式検
定を行おうとして2の登録をした者（以下「登録
申請者」という。）について、厚生労働大臣が必
ず登録をしなければならないものとされるための
要件の一つとして、登録申請者が別表第14に
掲げる設備（材料試験機、ガス濃度計測器、内
圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集
効果測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率
試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働
時間試験装置及び騒音計）を用いて型式検定
を行うものであることを規定すること。（別表第
14関係）
第4		その他
その他所要の整備を行うものとすること。
第5		附則
1		 施行期日
この法律は、公布の日から起算して1年を超えな
い範囲内において政令で定める日から施行するも
のとすること。ただし、第5の2の（2）は公布の日から、
第3及び第5の2の（1）は公布の日から起算して6月
を超えない範囲内において政令で定める日から施
行するものとすること。（附則第1条関係）
2		 経過措置
（1）	第3の施行日前に製造され、又は輸入された
電動ファン付き呼吸用保護具については、第3の
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1を適用しないものとし、第3の2の型式検定を受
けることを要しないものとすること。（附則第2条
及び第3条関係）

（2）	（1）に定めるもののほか、この法律の施行に
関し必要な経過措置は、政令で定めること。（附
則第4条関係）
3		 検討規定
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合

において、この法律の施行の状況について検討を
加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ
いて所要の措置を講ずるものとすること。（附則第
5条関係）
4		 関係法律の整備
その他関係法律について、所要の規定の整備

を行うこと。（附則第6条及び第7条関係）

産業保健支援検討会報告

これは2010年12月22日付け同審議会の「今後
の職場における安全衛生対策について（建議）」
（2011年1・2月号参照）を踏まえたもので、批判の
大きいメンタルヘルス対策の「新たな枠組み」を
導入しようとするものである。なお、建議－改正案
は、すべて2010年中にとりまとめられた、以下の専
門家による研究報告書を踏まえたものであった。
・	職場における受動喫煙防止対策に関する検討
会（2010年7月号）
・	受動喫煙防止対策基準検討委員会（中央労
働災害防止協会）
・	機械譲渡時における機械の危険情報の在り方
等に関する検討会（2010年10月号）
・	職場における化学物質管理の今後の在り方に
関する検討会（2010年10月号）
・	職場におけるメンタルヘルス対策検討会（2010
年12月号）
・	ストレスに関する症状・不調として確認すること
が適当な項目等に関する調査研究会（労働安
全衛生総合研究所）（2011年1・2月号）
・事業場における産業保健活動の拡充に関する
検討会（2011年1・2月号）
2011年10月5日には、産業保健への支援の在り

方に関する検討会報告書が公表された。全文は
41頁に紹介するが、主なポイントは以下のとおりで
ある。
○	 職場での産業保健活動を支援するために、
都道府県産業保健推進センターにて、産業医な
どの産業保健関係者を対象に相談、研修等が
実施されているが、国の事務・事業の見直しによ
り、同センターの統廃合などによる運営の効率
化が求められている。一方で、職場におけるメ
ンタルヘルス問題が大きな課題となっている。
○	 労働者数50人未満の小規模事業場は、労働
者への産業保健サービスを独自で提供すること
が困難であり、支援を強化して、健康管理水準
の向上やメンタルヘルス対策の充実をはかる必
要がある。
○	 都道府県産業保健推進センターの集約後も、
現在の支援サービスが低下しないよう配慮が必
要。メンタルヘルス対策支援センターの支援活
動は、地域産業保健センターと連携し、地域産
業保健センターは地域のニーズを踏まえた、きめ
細かいサービスを提供する必要がある。
○	 将来的には、この3つの事業に労働基準行政
機関等が加わり、総合調整を行いながら都道府
県単位で統括的に運営される必要がある。

受動喫煙防止対策助成金制度

受動喫煙防止対策に関連しては、2011年10月1
日から受動喫煙防止対策助成金制度が開始され
ている。9月29日の厚生労働省の発表内容は、以
下のとおりである。
の創設について
「職場での受動喫煙防止対策については、昨
年12月の労働政策審議会で建議されていました
が、この中で、顧客が喫煙できることをサービスに
含めて提供している飲食店、旅館等については喫
煙室の設置等の受動喫煙防止対策の取り組みを
促進することが求められております。
このため、受動喫煙防止対策助成金制度を創
設し、以下のとおり10月1日から開始します。
1		 対象事業主

労働安全衛生関係の動向
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○	 労働者災害補償保険の適用事業主であっ
て、
○	 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小
企業事業主※であること。
※料理店又は飲食店については常時雇用する
労働者が50人以下又はその資本金の規模
が5,000万円以下、旅館業については常時雇
用する労働者の数が100人以下又はその資
本金の規模が5,000万円以下。

2		 助成対象
○	 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な
経費
○	 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための
換気設備の設置等の措置に必要な経費
※工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係
工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局
長の認定を受ける必要があります。

3		 助成率、助成額
	 	 費用の1/4（上限200万円）
4		 申請書等提出先
	 	 都道府県労働局労働基準部健康安全課（又
は健康課）

【参考】同助成金以外の支援事業
以下の2事業も10月から開始します。利用する
事業場の業種に制限はありません。
（1）	受動喫煙防止対策に係る相談支援業務
	 	 事業場での受動喫煙防止対策を実施する上
での技術的な相談内容について、労働衛生コ
ンサルタント等の専門家による電話相談を受け
付けます(相談料は無料)。必要に応じ、実地指
導も行います。
☆相談ダイヤル：03－3213－1012
☆URL：http://www.tokiorisk.co.jp/
consulting/product_liability/
jyudokitsuen.html

（平成23年度事業受託者：東京海上日動リスク
コンサルティング株式会社）

（2）	職場内環境測定支援業務（たばこ煙濃度等
の測定のための機器の貸与）
	 	 たばこ煙の濃度及び喫煙室の換気の状態を
把握し、職場における効率的な受動喫煙防止

対策を行うために必要な測定機器として、デジタ
ル粉じん計及び風速計の無料貸与を行います。
☆申込受付ダイヤル：03－5625－4296

FAX：03－5600－4907
☆URL：http://www.sibata.co.jp/tobacco/
index.html

（平成23年度事業受託者：柴田科学株式会社）

いじめ・嫌がらせ円卓会議

2010年10月15日からはじまった精神障害の労
災認定の基準に関する専門検討会は、2011年10
月21日の第10回会合で終了。11月8日に報告書が
公表され、近く労災認定基準の改正が行われる
見込みである。同検討会はセクシュアルハラスメン
ト事案に係る分科会を設置して、2011年2月2日か
ら年6月23日までに5回開催され、こちらの方の報
告書はすでに6月28日に公表されている。
2011年7月8日には、職場のいじめ・嫌がらせ問
題に関する円卓会議が開催された。この目的は、
「職場のいじめ・嫌がらせが増加傾向にある現状
を踏まえ、その防止・解決に向けて、いじめ・嫌がら
せ問題への取組の在り方等について、労使、有識
者及び政府による検討を行う」こととされている。
円卓会議の「検討事項及び今後の進め方」は
以下のとおりとされた。
1		 検討事項
（1）	職場のいじめ・嫌がらせ問題の現状と取組の
必要性について

（2）	どのような行為を、防止・解決すべき職場のい
じめ・嫌がらせととらえるか等について

（3）	職場のいじめ・嫌がらせ問題への取組の在り
方について
2		 今後の進め方
（1）	平成24年3月までの間に3回程度開催する。
（2）	本円卓会議の下にワーキング・グループを設
置する。当該ワーキング・グループでは、前項の
（1）から（3）迄について検討を行い、平成24年
1月までの間に、本円卓会議の取りまとめに盛り
込むべき事項の論点整理等を行う。

（3）	ワーキング・グループが行った論点整理等を
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基に検討を行い、平成24年3月を目途に「職場
のいじめ・嫌がらせ問題の防止等に向けた提言」
（仮称）を取りまとめる。
ワーキング・グループは、7月11日に第1回が会足

され、2012年1月までの間に5回程度開催すること
が予定されている。10月6日の第2回会合で資料と
して配布された「定義の例」には、全国労働安全
衛生センター連絡会議もあげられている。10月18
日の第3回では、岡田英樹・徳島労働局労働紛争
調整官、金子雅臣・職場のハラスメント研究所代
表理事、JFEスチール株式会社組織人事部の竹
内良氏からヒアリングが行われている。

じん肺標準写真集デジタル版

労働政策審議会安全衛生分科会のじん肺部
会では、3月22日に予定されていた第11回会議が

東日本大震災のため延期され、10月26日に開催さ
れた。
ここでは、いつものじん肺健康管理状況につい
ての報告のほか、「デジタル撮影による『じん肺
標準エックス線写真集』について」、及び、「屋外
のアーク溶接作業及び金属等の研磨作業に係る
調査研究報告書について」報告されている。
デジタル写真集については、新年度（4月1日）か

ら周知できるよう都道府県労働局に送付済みで
あったようだが、東日本大震災への対応（じん肺
担当の労働衛生課は原発事故対応も担当してい
る）のため遅れ、9月26日付けで通達（別掲）が出さ
れ、10月26日のじん肺部会に報告ということになった
ようである。
なお、安全衛生分科会では、労働災害防止団
体改革検討専門委員会及び指定・登録制度改革
検討専門委員会の作業も進められている。

基安労発0926第1号
平成23年9月26日

都道府県労働局労働基準部長殿
労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課長

「じん肺標準エックス線写真集」
（平成23年3月）フィルム版及び電

子媒体版の取扱いについて

じん肺法（昭和35年法律第30号）に基づくじん
肺健康診断及びじん肺管理区分の決定（以下「じ
ん肺健康診断等」という。）における胸部エックス
線写真の像の区分の判定においては、「じん肺
標準エックス線フィルム」（昭和53年）が用いられて
きたところである。
今般、新たに「じん肺標準エックス線写真集」

（平成23年3月）フィルム版及び電子媒体版が使
用できるようになったことから、その取扱い方法を
示すので、その実施及び貴管下の関係医療機関
への周知につき遺憾なきを期されたい。

なお、別記の団体に対しては、関係医療機関等
への周知のため「じん肺標準エックス線写真集」
（平成23年3月）電子媒体版を送付し、別紙のとお
り要請を行ったので、了知されたい。

記
1	「じん肺標準エックス線写真集」（平成23年3
月）フィルム版（以下、「フィルム版」という。）の取
扱いについて

（1）	フィルム版は、厚生労働省本省及び各都道
府県労働局に配布されているものであること。

（2）	フィルム版は、厚生労働省本省及び各都道
府県労働局におけるじん肺管理区分の決定に
おけるじん肺のエックス線写真の像の区分の判
定のために用いられるものであること。
2	「じん肺標準エックス線写真集」（平成23年3
月）電子媒体版（以下、「電子媒体版」という。）
の取扱いについて

（1）	電子媒体版は、厚生労働省本省、各都道府
県労働局及びじん肺健康診断等を実施する医
療機関等の関係団体に配布されているもので
あること。

（2）	電子媒体版は、じん肺健康診断等を実施す
る医療機関等において使用するものであり、医

労働安全衛生関係の動向
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エックス線フィルム」（昭和53年）を使用できるほ
か、電子媒体版に収録された写真データを別添
「「じん肺標準エックス線写真集」電子媒体版
について」に示された適切な条件においてフィル
ムに出力したものを使用しても差し支えないこと。
4		 フィルム版及び電子媒体版に収録された胸
部エックス線写真等の所見については、別添
「「じん肺標準エックス線写真集」附属書」の
内容を参照すること。なお、別添「「じん肺標
準エックス線写真集」電子媒体版について」及
び別添「「じん肺標準エックス線写真集」附属
書」の電子データについては、電子媒体版の
DVD-ROMにも収録されている。
別添「「じん肺標準エックス線写真集」電子媒体
版について」［省略］
別添「「じん肺標準エックス線写真集」附属書」
［省略］

療機関等の求めに応じ、期限を定めて貸与し、
必ず返却させること。

（3）	電子媒体版の貸与にあたっては、その使用目
的及び具体的な使用方法について、別添「「じ
ん肺標準エックス線写真集」電子媒体版につ
いて」の内容及び下記3の内容を周知させるこ
と。なお、医療機関等が電子媒体版に収録され
たデータの継続的な保存を希望する場合は、電
子媒体版は一定の条件の下で複製可能である
ことから、医療機関等において複製することは
差し支えないこと。
3		 じん肺健康診断等におけるフィルム版及び電
子媒体版の使用について

（1）	じん肺健康診断等を実施する医療機関等に
おける電子媒体版の必要要件及び使用方法
については、医療機関等の医療機器（画像デー
タの保存装置、キャプチャー機器及びビュー
ワー、医療用モニター、イメージャー）により異な
るので、別添「「じん肺標準エックス線写真集」
電子媒体版について」に示した医療機器の必
要要件等を確認すること。
	 	 なお、別添「「じん肺標準エックス線写真集」
電子媒体版について」の5のアにおいて、じん肺
健康診断に用いる医療機器が同4に示した4つ
の要件のすべてを満たす場合、「受診者の胸
部エックス線写真は、各撮影装置のじん肺モー
ドを用いて撮影して下さい。」としているが、この
方法により適切な胸部エックス線写真が撮影で
きる撮影装置については、専門家による確認を
経て順次示すこととし、それまでの間は同イに準
じ、現行どおりの条件にて撮影すること。

（2）	デジタル写真によるじん肺のエックス線写真
の像の区分の判定におけるフィルム版及び電
子媒体版の使用方法については、平成22年6
月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康
診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR
（FPD）写真及びCR写真の取扱い等につい
て」の一部を改正し、別途通知するので、その
内容を参照すること。

（3）	アナログ写真によるじん肺のエックス線写真
の像の区分の判定は、従来どおり「じん肺標準

基安労発0926第3号
平成23年9月26日

都道府県労働局労働基準部長殿
労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課長

「じん肺健康診断及びじん肺管理
区分の決定におけるDR（FPD）
写真及びCR写真の取扱い等に
ついて」の一部改正について

じん肺法（昭和35年法律第30号）に基づくじん
肺健康診断及びじん肺管理区分の決定（以下「じ
ん肺健康診断等」という。）において用いられる
エックス線写真に関して、デジタル写真である「半
導体平面検出器を搭載した一般撮影装置によ
る写真」（以下「DR（FPD）写真」という。）及び
Computed	Radiographyによる写真（以下「CR
写真」という。）については、平成22年6月24日付け
基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん
肺管理区分の決定におけるDR（FPD）写真及び
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場合は」を加える。
（2）	じん肺健康診断等において、DR（FPD）写
真及びCR写真を用いる場合の各種条件を示し
た別紙「DR（FPD）撮像表示条件確認表」及
び別紙「CR撮像表示条件確認表」に、比較読
影に用いた写真（「じん肺標準エックス線写真
集（平成23年3月）電子媒体版」又は「じん肺標
準エックス線フィルム（昭和53年）」）を記入する
欄を加える。
2		 その他
（1）	別添「じん肺健康診断等のためのDR
（FPD）撮像表示条件」並びに従来示してきた
DR（FPD）写真及びCR写真の撮像表示条件
については変更がないことから、これらの条件
で撮影されたDR（FPD）写真又はCR写真につ
いては、従前の確認表に比較読影に用いた写
真（「じん肺標準エックス線写真集（平成23年
3月）電子媒体版」又は「じん肺標準エックス線
フィルム（昭和53年）」）を追記しでも差し支えな
いこととする。

（2）	上記1の内容については、平成23年10月1日
以降にじん肺管理区分決定の申請を行うものに
対して適用する。

CR写真の取扱い等について」において、その留
意事項等を示しているところである。
今般、じん肺健康診断等における胸部エックス
線写真の像の区分の判定において、新たに「じん
肺標準エックス線写真集」（平成23年3月）が使用
できるようになったことから、じん肺健康診断等に
用いるエックス線写真がDR（FPD）写真及びCR
写真である場合の留意事項等を下記のとおり改
めたので、その実施及び貴管下の関係医療機関
への周知につき遺憾なきを期されたい。
なお、別記の団体に対しては、関係医療機関等
への周知のため別紙のとおり要請を行ったので、
了知されたい。

記
1		 平成22年6月24日付け基安労発0624第1号
の改正内容について

（1）	記第2の3において、「判定は、」の次に「別紙
「DR（FPD）撮像表示条件確認表」及び別紙
「CR撮像表示条件確認表」において、比較読
影に用いた写真として、「じん肺標準エックス線
写真集（平成23年3月）電子媒体版」が選択さ
れている場合は「じん肺標準エックス線写真集」
（平成23年3月）フィルム版を、「じん肺標準エッ
クス線フィルム（昭和53年）」が選択されている

安全
センター

情報

「労災職業病なんでも相談専用のフリーダイ
ヤル：0210-631202」は、全国どこからでも無料
で、最寄りの地域センターにつながります。
「情報公開推進局ウエブサイト： http://
www.joshrc.org/~open/」では、ここでしか見
られない情報を満載しているほか、情報公開
の取り組みのサポートも行っています。

●購読会費（年間購読料）：10,000円（年度単位（4月から翌年3月）、
複数部数割引あり）
●読者になっていただけそうな個人・団体をご紹介下さい。見本誌を
お届けします。

全国労働安全衛生センター連絡会議（略称：全国安全センター）は、
各地の地域安全（労災職業病センター）を母体とした、働く者の安全と
健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されました。
最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」を発行。

労働安全衛生関係の動向
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産業保健への支援の在り方に関する
検討会報告書

平成23年10月

1	 はじめに

職場における産業保健活動を支援するため、
都道府県産業保健推進センター（以下、「推進セ
ンター」という。）において、産業医等の産業保健
関係者を対象に相談、研修等が実施されている。
しかし、国による事務・事業の見直しにより、推進セ
ンターの統廃合等による運営の効率化が求めら
れており、サービスの低下が懸念されている。
一方、国は、職場におけるメンタルヘルス対策

を支援するため、メンタルヘルス対策支援センター
（以下、「メンタルセンター」という。）を設けて相
談等を行っており（委託事業）、職場におけるメンタ
ルヘルス問題が大きな課題となる中での相談の
ニーズは増大している。
こうした産業保健を巡る最近の環境の変化に
対応し、今後の支援を効果的・効率的に実施する
ため、今後の推進センター及びメンタルセンターに
よる支援のあり方について検討した。
なお、労働者数50人未満の事業場（以下、「小
規模事業場」という。）に対して、地域産業保健事
業（国の委託事業）により、地域産業保健センター
（以下、「地産保」という。）が産業医等による産
業保健サービスを提供しており、密接に関係する
ことから併せて検討した。

2	 産業保健の現状と課題

事業場における産業保健については、労働安
全衛生法によって、事業者の責務として推進して

いるが、現状は多くの課題をかかえている。

（1）	事業場数及び労働者数

我が国の全事業場数は約409万であるが、そ
のうち、小規模事業場が約393万（96.2％）を占め
ている。また、全労働者数は約4,945万人である
が、そのうち、小規模事業場の労働者が約2,783万
（56.3％）を占めている（図表1）。

（2）	業務上疾病発生状況

休業4日以上の業務上疾病は、「業務上疾病
発生状況等調査」（厚生労働省）によると、平成5
年以降18年間、7千人～1万人で推移しており、顕
著な減少傾向はみられない（図表2）。平成22年の
業務上疾病発生件数は8,111件であるが、その内
容は、負傷に起因する疾病が5,819件（71.7％）を
占め、そのうち災害性腰痛が4,960件（85.2％）とな
っている（図表3）。
「平成22年度脳・心臓疾患および精神障害など
の労災補償状況まとめ」（厚生労働省）によると、
脳・心臓疾患の労災認定数は、最近2年間は減少
傾向にあるが、年間300件前後の高い水準で推移
している（図表4）。また、精神障害等の労災認定
件数は年々増加傾向にあり、平成22年度は300件
を超えた（図表5）。

（3）	産業医等の選任状況等

平成22年労働安全衛生基本調査によると、労
働者数が50人以上の事業場において、産業医を
選任している事業場の割合は87.0％である。その
うち労働者数が100人以上の事業場では95％を
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超えているが、労働者数50人～99人の事業場で
は80.9％となっている（図表6）。
産業医を選任していない事業場において、選任

していない理由として、「費用負担の余裕がない」
が25.0％、「選任義務を知らなかった」が24.9％、
「近隣に引き受けてくれる医師がいない」が12.0％
となっている（図表7）。
産業医が実際に関与した業務の内容について

は、「健康診断結果に基づく事後措置、再発防
止措置の指導」が73.5％、「健康相談・保健指導
等の実施」が60.6％であるのに対し、「職場巡視」
が40.2％、「衛生委員会への参加」が34.8％、「メ
ンタルヘルスに関する相談」が34.9％、「作業環境
に関する医学的な評価、又は必要な措置の勧告
指導」が23.1％などとなっている（図表8）。
衛生管理者の選任率は、労働者数が50人以上

の事業場においては、86.0％である。そのうち労働
者数100人以上の事業場では94％を超えているが、
労働者数50人～99人の事業場では80.4％となって
いる。（安全）衛生推進者の選任率は労働者数30
人～49人の事業場で52.7％、労働者数10人～29
人の事業場で40.9％となっており、衛生管理者の
選任率と比べると大きな格差がある。（図表6）。
労働者数が50人以上の事業場において、安全
衛生委員会等の設置率は87.0％である。そのうち
労働者数100人以上の事業場では92％を超えて
いるが、労働者数50人～99人の事業場では78.8％
となっている（図表6）。

（4）	健康診断の実施状況等

「業務上疾病発生状況等調査」（厚生労働省）
によると、労働者数50人以上の事業場における一
般定期健康診断の結果では、有所見者率は年々
増加し、平成22年は52.5％となった（図表9）。
平成22年労働安全衛生基本調査によると、一
般定期健康診断の実施率は88.3％である。労働
者数30人以上の事業場で95％を超えているのに
対し、労働者数10人～29人の事業場では84.5％と
なっている。
「健康診断結果の労働者への通知」について
は95.5％となっているが、「有所見者の健診後の

医師の意見聴取」の実施率は40.6％、「健診結果
に基づく就業上の措置」の実施率は29.1％、保健
指導の実施率は38.2％となっている（図表10）。こ
のような健康診断実施後の措置（医師の意見聴
取、就業上の措置、保健指導）の実施率は、事業
場規模が小さくなるほど低くなっている。
長時間労働者に対する面接指導制度を知って

いる事業場の割合は50.6％であるが、事業場規
模が小さいほど知っている割合は少なくなっている
（図表11）。

（5）	メンタルヘルス対策への取組

平成19年労働者健康状況調査では、職業生
活で強い不安、悩み、ストレスがある労働者は約6
割に達している（図表12）。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の
割合は33.6％である。労働者1,000人以上の事業
場では95％を超え、労働者100人以上のすべての
規模で6割を超えているが、50人～99人の事業場
では45.2％、労働者数30人～49人では36.8％、10
人～29人では29.2％となっており、事業場規模が
小さいほどメンタルヘルス対策に取り組む割合は
小さくなっている。
事業場が対策に取り組んでいない理由として

は、専門スタッフがいない（44.3％）、取り組み方が
分からない（42.2％）などとなっている（図表13）。
平成22年労働安全衛生基本調査では、「メン

タルヘルス上の理由で連続1か月以上休業又は
退職した労働者がいる」事業場の割合は7.3％、
職場復帰に関するルールの有無について、「明
文化された職場のルールがある」事業場の割合
21.6％となっている（図表14）。

（6）	パートタイム労働者に対する定期健康診断の
実施状況

平成19年労働者健康状況調査では、一般社員
の週所定労働時間の3/4以上働くパートタイム労
働者のいる事業場のうち、これらのパートタイム労
働者に定期健康診断を実施している事業場の割
合は85.2％となっている。同じく、正社員に対する
パートタイム労働者の週所定労働時間が1/2以上

労働安全衛生関係の動向
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3/4未満の場合は62.5％、1/2未満の場合は40.6％
となっている（図表15）。
また、労働者の就業形態別の定期健康診断の
受診率は、一般社員は93.4％、契約社員は82.1％、
パートタイム労働者は49.2％となっている（図表
16）。
以上のように、産業保健の現状を見ると、業務
上疾病の発生状況は減少傾向がみられず、一般
定期健康診断結果の有所見率は年々増加し、労
働者の健康が憂慮される状況にある。
事業場の規模別に産業保健の現状をみると、
50人以上の事業場の産業医、衛生管理者の選
任や（安全）衛生委員会の設置については、全体
ではそれぞれ85％前後であるが、10人以上50人
未満の事業場では、選任が義務づけられているも
のの（安全）衛生推進者の選任が、全体では43％
となっている。健康診断実施後の措置やメンタル
ヘルス対策については、事業場規模が小さくなる
ほど、実施率が低くなっている。
小規模事業場は、労働者の健康管理等に対し

て一定の取組みを行っているが、産業医や衛生
管理者の選任義務、衛生委員会の設置義務、一
般定期健康診断結果の報告義務等がないことも
あり産業保健活動が活性化されにくく、概して労
働者の健康問題に対して取組や対応が不十分
で、労働衛生管理体制が貧弱であり、労働者の
健康管理は十分でない。
また、非正規労働者については、就業形態がさ
まざまであり、それぞれの就業形態に応じた健康
管理が行われる必要があるが、制度上からも健康
管理の枠組みから漏れている者が少なくなく、ま
た、その実態把握も十分とはいえない。
労働災害の防止、労働者の健康の確保及び快
適職場の形成促進を図るためには、国、事業者、
労働者等の関係者は、それぞれの立場で、積極的
に取り組むことが求められている。産業医を選任
していないなどの労働衛生管理体制等に関する
法違反の状態は速やかに改善されるべきである。

3	 産業保健活動への支援の現状と課題

産業保健活動については、事業者に実施義務
があるが、国は産業医等の産業保健スタッフに対
する研修・相談、情報提供等の体制を整備すると
ともに、産業医の選任義務のない小規模事業場
や、メンタルヘルスなど職場で対策を進める際に
専門的な知識が必要なものについても、支援体制
を整備している。

（1）	都道府県産業保健推進センター

ア	 都道府県産業保健推進センターの業務
推進センターは、独立行政法人労働者健康福
祉機構法に基づき当該機構が各都道府県に設
置運営している。平成5年度から順次整備が進
められ、都道府県医師会の協力を得ながら徐 に々
活性化され、平成15年度までに47都道府県に設
置されてきた。産業保健への支援の中核的機関
として、産業医、衛生管理者等の産業保健スタッ
フに対する専門的、実践的研修や専門的相談、
情報提供の業務が行われている。
推進センターの事業実績は、平成22年度は、相
談件数34,563件、研修実施回数4,656回、研修受
講者数147,116人となっており、産業医、衛生管理
者等の産業保健スタッフに活用されている。また、
推進センターの運営に関しては、医師会等の関係
団体、関係行政機関等の参加のもと運営協議会
が開催され、研修等の計画が企画されるなど、関
係機関との連携のもとに運営されている。
なお、情報提供業務については、広報等が行き

とどかず、推進センターを知らない事業者がいるこ
とや、著作権等の問題により、近年、教材等の貸
し出し業務に支障が生じているという報告や、作
業環境測定用機器等の更新や維持管理、労働
衛生保護具の整備等の要望がなされている。
イ	 都道府県産業保健推進センターの統廃合等
推進センターは、平成22年に実施された行政刷
新会議による事業仕分けにおいて、「事業規模
は縮減、省内仕分け結果の1/3縮減にとらわれな
い更なる削減を求める。」とされ、その後、平成22
年12月7日に閣議決定された「独立行政法人の事
務・事業の見直しの基本方針」において、2/3を上
回る統廃合（ブロック化）、業務の縮減、管理部門
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等の集約化及び効率化、専門的・実践的な研修
助言等の業務へ特化、窓口を設置しての相談業
務の廃止の方針が定められた。推進センターの
統廃合は、閣議決定を踏まえ、計画的に進められ
ることになる。

ウ	 都道府県産業保健推進センターの集約化対
象県における事業推進状況等

推進センターは、上記の閣議決定に基づき統廃
合が進められ、平成23年度は6県において推進セ
ンターが集約化された。そのような県においても､
近隣都府県の推進センターの支援を受けて、これ
までと同様に、当該地域の医師会等の協力を得
ながら運営協議会が開催され､地域の産業保健
活動の運営方針､企画等が行われ、産業医等に
対する専門研修等の産業保健支援サービスを低
下させないよう、体制の整備及び業務運営の努力
がなされている（以下、「推進センター」には、推
進センター集約化後の当該県における研修等の
産業保健支援サービス提供体制（連絡事務所）
を含む。）。
推進センターが集約化された県における集約
化後の研修等への影響は、現時点では明確では
ないが、今後、マンパワー不足等による研修会開
催の遅れが懸念される。また、推進センター集約
化により、地域の医師会や産業医のモチベーショ
ンが下がったとの指摘がなされているほか、推進
センター集約化を見直してほしいとの要望もある。

（2）	メンタルヘルス対策支援センター

自殺防止対策を含め、メンタルヘルス対策が国
の大きな課題となる中、職場におけるメンタルヘル
ス対策に取り組むことが重要となっている。
このため、事業者に対し、職場におけるメンタル
ヘルス対策を総合的に支援するメンタルセンター
は、国の委託事業として、平成20年度に、地域に
おける職場のメンタルヘルス対策の中核的機関と
して、全国47都道府県に設置され、メンタルヘル
ス不調の予防から職場復帰支援まで、職場のメン
タルヘルス対策を事業場の規模にかかわらず総
合的に事業者に対する支援を行っている。

具体的な事業内容としては、事業者、産業保健
スタッフ等からの相談に対応、専門家による個別
事業場に対する訪問支援の実施、職場の管理職
に対する教育の実施、職場復帰プログラム作成支
援などの支援が行われている。これらは事業者に
対する支援であり、個々の労働者に対する相談や
支援は行っていない。
メンタルセンターの事業実績は、平成22年度は、
相談対応17,424件、訪問支援10,881件、管理監
督者教育2,095件となっている。

（3）	地域産業保健センター

地産保は、労働安全衛生法第19条の3に基づ
く国の援助として、小規模事業場に対し産業医等
による産業保健サービスを提供することを目的に、
国の委託事業として実施されている。平成5年度
から整備が始められ、平成7年度には全国すべて
の労働基準監督署ごとに整備された。
地産保の事業単位は、平成21年度までは労働
基準監督署の管轄区域単位に、郡市区医師会に
委託して労働基準監督署の協力のもとに実施さ
れていたが、平成22年度からは、都道府県労働
局の管轄区域単位に変更された。
事業内容は、平成22年度までは、健康相談窓

口の開設、個別訪問産業保健指導、長時間労働
者に対する面接指導及び産業保健情報の提供
であったが、推進センターの事業の見直しに併せ
て、平成23年度から、以下の事業内容に重点化
が図られた。
・	健診実施後の医師の意見聴取への対応
・	脳心臓疾患のリスクが高い労働者の保健指導
・	メンタル不調を自覚する労働者に対する相談・
指導
・	長時間労働者に対する面接指導
地産保は、その事業実施方法、事業内容等の
最近の急激な変更で、事業展開に混乱が生じ、ま
た、国の長期的な方針や方向性がわかりにくくなっ
ているといった指摘がなされている。
事業内容では、個別訪問産業保健指導が主な
事業からなくなったため、事業場の現場を直接地
産保の産業医が見ることが少なくなり、そのため、
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医師が健康診断後の意見を述べる際に職場の
理解が不十分となる懸念が生じているほか、労働
衛生の三管理のうち、直接現場で指導することの
多い作業環境管理、作業管理の二管理が手薄に
なっている。
また、事業実施単位が都道府県労働局の管轄
区域単位になったために、郡市区医師会と労働
基準監督署の協力関係が薄れる懸念がある。

4	 支援の在り方

産業保健への支援の事業については、近年、さ
まざまな変更がなされ、急激な変化が生じている。
このため現場においては、中長期的視点に立った
継続的な産業保健活動について不安と困難さが
生じている。また、都道府県労働局管轄区単位で
の産業保健活動の格差の拡大も危惧されている。
今後、重点とする対象、支援内容等その中長
期の基本的な考え方を示し、関係者がそれを検証
しながら進めていくことが必要である。
支援を効果的に進めるためには、活動の好事
例を集約し、よりよい活動に変えていくという総括、
検証が不可欠である。このため、既に産業保健
活動推進のための全国的な会合等において発表
されている取組事例のより有効な活用が図られる
ようにすべきである。
さらに、地域の産業保健活動のきめ細かい把
握、調査、評価を行い、その情報を踏まえ、無駄の
ないよう、より適切な支援の内容や範囲等につい
て継続的に精査することが重要である。
なお、産業保健への支援の充実のため、無駄

を省いた上で、予算面も含めた支援の強化が望
まれるとの意見があった。

（1）	小規模事業場等への支援

労働者数50人未満の小規模事業場は、経営
基盤が脆弱であり、事業者が独自に医師を確保
し、労働者に対する健康指導、健康相談等の産
業保健サービスを提供することが困難な状況にあ
る。このため、小規模事業場の産業保健活動へ
の支援を強化すべきである。また、小規模事業場

に対しては、支援内容により支援を分けず、いわゆ
るワンストップサービスで総合的に支援する必要
がある。
また、小規模事業場の業務においては、各地の
歴史、言葉、文化、地理的特徴、医療資源、地域
行政政策、関係団体の方針などがそれぞれに異
なることから、産業保健活動においても地元の特
徴をよく理解しながらきめ細かい支援を行うことが
求められる。
安全衛生の確保は事業者の責務であるが、
国は小規模事業場の労働者の健康の確保に資
するため、労働者の健康管理等に関する相談、
情報の提供その他必要な援助を行うように努める
（労働安全衛生法第19条の3）こととされている。
支援に当たっては、小規模事業場の厳しい経営
環境を考慮しつつ、支援を受けていることについ
て事業者の認識を促し、安全衛生の意識を高め
ることも必要である。
国による支援の意義は、小規模事業場の事業
者及び労働者に産業保健サービスを提供すること
により、その後の事業者の取組みを促進すること
にある。そのため、支援の範囲、内容及び期間等
について精査するとともに、支援の内容等に応じ
て、事業者に負担を求めることが相当と考えられる
場合には、一定の負担を求めることも必要である。
特に、大企業の支店、営業所等の小規模事業
場や大企業と一定の資本関係にある小規模事業
場に対する支援については、国の支援事業の趣
旨について理解を得た上で、本社や一定の資本
関係にある事業者からの産業医サービスの提供
や支援について協力を得るよう求める等により、企
業規模で常時50人未満の労働者を使用する地
場の小規模事業場に対する支援が優先的になさ
れるようにするべきである。
なお、地場の小規模事業場は、大企業に比べ、
国の支援事業に関する情報が入りにくいと考えら
れる。本来すべての事業場に支援に関する情報
が届けられるべきであり、広報活動や周知広報に
ついて、地域の労使団体等を通じた周知やさまざ
まな広報媒体の活用など、きめ細かい配慮が必要
である。
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短時間労働者や派遣労働者等のいわゆる非
正規労働者は、産業保健の枠組みからはずれや
すい。非正規労働者が、国の支援事業による産
業保健サービスから漏れないよう、実態を把握す
るための調査を行い必要な対応をすることが求め
られる。

（2）	産業保健への支援の各事業の在り方

ア	 都道府県産業保健推進センター
推進センター集約後においても、これまでと同様

に、当該地域の医師会等の協力を得ながら運営
協議会を開催し、地域の産業保健活動の運営方
針、企画等を行うほか、産業医等に対する専門研
修等を実施するなど、現在の産業保健支援サー
ビスが低下しないような配慮が必要である。
地産保に対する支援に関しては、これまで地産
保の取り組みが健康管理に比べて十分とは言え
なかった小規模事業場への作業環境管理や作
業管理等について強化する必要がある。具体的
には、小規模事業場に対する作業環境管理、作
業管理等に関する支援は、原則として地産保の産
業医等が行うが、より専門的な相談等の支援が必
要な場合に、推進センターが地産保の産業医等に
対して専門的情報を提供するなどの支援を行う。
地産保の求めに応じ、推進センターによる小規模
事業場への直接支援を行うことも考えられる。推
進センターは地産保とよく連携を行い、必要な情報
は地産保にも共有されようにする必要がある。こ
の場合、推進センターの統廃合による影響の可能
性も考慮し、全国一律ではなく、モデル的に地域を
限定して実施する方法も検討すべきである。
また、情報提供業務の充実・強化のため、広報
活動を戦略的に企画実施することや、貸し出し用
の教材の確保、作業環境測定用機器の確保、更
新、維持管理、労働衛生保護具の整備等に努め
るなど、その業務の充実を図ることが望まれる。
イ	 メンタルヘルス対策支援センター
メンタルヘルス不調の予防から職場復帰対策ま
で、職場におけるメンタルヘルス対策の事業者へ
の総合支援窓口としての機能は、メンタルヘルス
への社会的関心が強まる中、今後、一層重要にな

ると予想される。
メンタルヘルスの事業者への支援において、就
業上の問題等、人事労務管理に関する専門的な
相談機関があり、専門的サポートを行うことは重要
である。なお、人事労務管理に関する事業者へ
の支援は、労働法や労働問題に精通した専門家
によって助言等が行われることが必要である。
メンタルセンターは、地産保による小規模事業
場へのメンタルヘルスの支援が必ずしも十分でな
いところもあったことから、メンタルヘルスに関する
地産保への支援が必要である。具体的には、小
規模事業場から地産保に対してメンタルヘルス対
策に関する相談や支援の要望があった場合は、
地産保の産業医等が相談や支援を行うことが原
則であるが、メンタルセンターの事業分野であるよ
り専門的な支援が必要な場合には、地産保の求
めに応じメンタルセンターが当該事業場の支援を
行ったり、メンタルセンターが地産保の産業医等に
対して専門的情報を提供するなどの支援を行うこ
とが必要である。
なお、メンタルセンターは、地産保とは別に、職場
のメンタルヘルス対策を事業場の規模にかかわら
ず総合的に事業者に対する支援を行うが、小規
模事業場への支援を行う場合には、メンタルセン
ターは地産保とよく連携を行い、同一事業場への
重複支援がないようにするとともに、情報は地産保
にも共有されようにする必要がある。
ウ	 地域産業保健センター
地産保は他の事業に比べ事業場に最も近い位
置で活動しており、地域に根付いた活動を行う必
要がある。そのため、地域の実情に応じて事業
実施者が裁量をもって取り組めるようにするなど、
地域のニーズを踏まえた、無駄のない、きめ細かい
サービスを提供できるような条件整備が必要であ
る。例えば、地域ごとに、健康相談において、より
多くの事業者や労働者が気軽に利用できる日時、
場所等の設定が自由にできるようすること、地域の
文化や事業場の特性をよく理解した地元の医師
のうち産業医資格を有する者が相談に応じる体
制を強化することが必要である。
地産保の事業単位については、都道府県労働

労働安全衛生関係の動向
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局の管轄区域単位となっているが、地域に根付い
た活動を行うためには郡市区医師会ごとの単位
で行うことが望ましく、労働基準監督署の管轄区
域単位で事業が行われてきた平成21年度以前の
体制に戻すべきという要望もある。地域の特性に
応じた事業内容を構築できるよう、例えば、大都市
を抱える都道府県においては事業をよりきめ細か
く実施するため実施単位を分けるなど、地産保事
業の最も効果的な事業実施（契約）単位について
検討が必要である。
地産保事業の効果的な推進のためには、都道
府県労働局・労働基準監督署（以下、「労働基
準行政機関」という。）による小規模事業場に対す
る主導的な指導のもと、労働基準行政機関との緊
密な連携を図りつつ実施することが重要であり、そ
のためには労働基準行政機関のきめ細かい配慮
が必要である。また、郡市区医師会などは、事業
場から求めに応じて、産業医の資格を有した医師
の紹介を行ったり、地区別に相談する産業医をあ
らかじめ指名しておくなどの取組を進めることが求
められる。
地産保において、将来的に導入が検討されて

いるメンタルヘルスの新たな制度（ストレス症状を
有する労働者に対する面接指導）に対応するた
め、地産保の産業医の研修の充実や保健師の一
層の活用を推進することが重要である。研修には、
労働法や人事労務管理に関することを含めること
も効果的である。

（3）	総合調整の機能の必要性等

産業保健への支援が効果的に実施されるため
には、推進センター、メンタルセンター及び地産保
の三つの事業がよく連携して統括的に運営される
必要がある。
そのため、将来的には、労働基準行政機関が
加わった形で、そのバックアップのもと、都道府県
の単位で三つの事業を総合調整して、進行管理
や調査、評価を行うなどのコントロール機能があり、
その下に、さまざまな機能が有機的に結合しなが
らサービスが提供できるような体制で推進する必
要がある。

総合調整には、労働基準行政機関の推進活動
に対する各事業の担う役割や方向性という大きな
枠組みでの調整と、日常的な個別の事業者等に
おける産業保健活動に対する指導の中での調整
という小さな枠組みでの調整の二つがあり、これら
を整理することが必要である。具体的には、例え
ば、関係機関や団体等で構成する会議を設け、
都道府県の単位で、3つの事業の総合調整、進行
管理、調査、評価等を行うとともに、その部会や事
務局において、事業者等に対する日常的な指導
等の調整を行うことが考えられる。なお、総合調
整に当たっては、テーマに応じて、地方自治体など
の関係行政機関、地域で労働衛生活動を展開し
ている機関や労使の団体も含め連携する必要が
ある。
総合調整の機能は、労働基準行政機関が産
業保健に関係する機関や団体等と連携をとった
上で、具体的な実務については、地域組織があり
コーディネーター機能を有するところが担うのが望
ましい。
国の事業は単年度ごとに実施者が替わること

があり、継続的な取組みが難しい面があるが、こ
のような総合調整の機能が有効に発揮され、中長
期的な展望や方針のもと、継続的な産業保健へ
の支援が実施されることが期待される。

5	 おわりに

労働衛生を取り巻く現状には数多くの課題があ
る。特に、小規模事業場の労働者の健康管理水
準の向上や、メンタルヘルス対策の充実は重要で
あり、産業保健への支援により、これらの一層の充
実を図る必要がある。
2及び3に課題としてあげた項目については、引

き続き検討がなされるとともに、本報告書が、推進
センター、メンタルセンター及び地産保による産業
保健への支援体制の充実に資するものとなり、産
業保健水準が向上し、労働者の健康管理の充
実、福祉の向上が図られることを期待するもので
ある。



48   安全センター情報2011年12月号

労働関連災害・疾病の直接的及び間接的コス
トは近年、幅広く調査研究され、報告されてきてい
る。これは、そのような災害・疾病が個々人、企業、
家族、より一般的には社会にもたらす甚大な経済
的負担を明瞭に示している。
大多数の国で、膨大な数の災害、死亡者、疾
病が報告または記録すらされていない。業務上
災害・疾病の記録・届出に関する国際的及び国の
規定は存在しているものの、世界の多くの国にお
いてはなはだしい過少報告がいまなお存在してい
る。それゆえ世界的状況は推計するしかなく、そ
の結果は以下のとおりである。
労働関連災害・疾病に関するデータは、予防の

ために不可欠である。世界及び地域別の推計が、
これまでの世界会議に報告したものと同様に、過
去10年間以上にわたって開発された手法を使い、
また今回は2008年のデータを使って、本報告のた
めに用意された。過去のデータとの比較は以下の
とおりであるが、過去使われてきた世界銀行の区
分が最近変更されたことから、最新の推計は世界

保健機関（WHO）の地域分類に基づいていること
を指摘しておく。

死亡災害・疾病

このようにして、2008年に234万の人々が労働関
連災害・疾病によって死亡し、そのうち202万は様々
な種類の疾病によって、32.1万は労働関連災害に
よって生じたと推計された。これは、平均して毎日
6,300件の労働関連死亡に相当する。以下の表1
は、最新の推計の過去の推計との比較である。
死亡災害の総数及び死亡災害の発生率のどち

らも過去10年間に減少していることは注目すべきこ
とである。これらの数字に影響を与えた多くの要
因があるだろう（後述）。これらの数字は、表2に示
すように分類することができる。
死亡業務上疾病に関しては、これには労働関
連がん（全労働関連死亡数の29％）、循環器疾患
（21％）、感染症（25％）が含まれる。より詳しくは
付録1に示す。

2011年9月11-15日にトルコ・イスタンブールにおいて第14回世界労働安全衛生会議が開催され
た。国際労働機関（ILO）の「総括報告書：労働安全衛生に関する国際的動向及び挑戦」（全
文51頁、以下のURLで入手できる）から、第４章「死亡・非死亡災害・疾病の推計」に関する部分を
紹介する。
また、国際社会保障協会（ISSA）の国際社会保障協会調査レポート「予防の効果：企業におけ
る労働安全衛生投資の費用対効果の計算　結果の概要」も、続けて紹介する。
※http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/
documents/publication/wcms_162662.pdf

労災職業病に関する国際機関の最新推計
死亡・非死亡災害・疾病の推計

国際労働機関（ILO）
「総括報告書：労働安全衛生に関する国際的動向及び挑戦」から

労災職業病に関する国際機関の最新推計
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付録1　労働関連死亡・非死亡災害・疾病－世界推計

表A1　WHO地域分類別の2008年の業務上災害の推計件数

ILOに報告された

業務上災害
休業4日以上の業務上傷害

地域
経済活動

人口
総雇用 死亡

休業

4日以上

死亡

災害
下限（0.12） 上限（0.08） 平均

高所得諸国

（世界）
494,365,603 465,270,658 11,850 4,959,039 14,090 11,732,104 17,598.156 14,665,130

LIMCアフリカ地域 251,588,449 98,984,676 759 46,616 44,699 37,248,941 55,873,412 46,561,176

LMICアメリカ地域 315,509,490 225,696,648 1,944 657,580 25,534 7,092,881 10,639,321 8,866,101

LMIC地中海東岸

地域
152,610,995 123,065,822 0 0 17,912 14,926,339 22,389,509 18,657,924

LMICヨーロッパ

地域
213,740,690 188,216,100 6,777 325,004 16,191 14,474,533 21,711,800 18,093,167

LMIC東南アジア・

西太平洋地域
642,390,831 205,151,369 81 1,676 83,096 69,247,025 103,870,537 86,558,781

高所得諸国

（世界）
921,078,060 886,578,687 193 43,756 119,058 99,215,356 148,823,034 124,019,195

合計 2,991,283,518 2,192,963,960 21,604 6,033,671 320,580 253,937,179 380,905,768 317,421,474

LMIC－低所得及び注所得諸国

表1　死亡労働関連災害・疾病の推計件数・発生率：
世界的動向

年
死亡災
害件数

死亡災害

発生率*

死亡疾

病件数

死亡災害・

疾病合計件数

1998 345,000 16.4 － －

2001 351,000 15.2 203万 238万

2003 358,000 13.8 195万 231万

2008 321,000 10.7 202万 234万

＊災害発生率は労働者10万人当たり災害件数

表2　WHO地域分類別の労働関連災害発生率**
（2008年）

雇用部門別推計率

WHO地域分類 農業 工業 サービス業

高所得諸国（世界） 10.2 4.3 1.6

LIMC*アフリカ地域 18.9 21.1 17.7

LMICアメリカ地域 10.7 11.1 6.9

LMIC地中海東岸地域 20.0 10.1 5.3

LMICヨーロッパ地域 19.1 10.3 4.5

LMIC東南アジア・西太

平洋地域
19.1 9.7 6.1

＊LMIC－低所得及び注所得諸国

＊＊災害発生率は労働者10万人当たり災害件数

表3　有害物質への曝露による労働関連死亡の推計
件数：世界的動向

年 有害物質への曝露による死亡者数

1998 －

2001 438,480

2003 651,000

2008 910,000

表4　休業4日以上の非死亡災害の推計件数・発生率：
世界的動向

年
休業4日以上の
非死亡災害件数

非死亡災害発生率

1998 2億6400万 12,500

2001 2億6800万 12,200

2003 3億3700万 13,000

2008 3億1700万 10,600

＊災害発生率は労働者10万人当たり災害件数
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図A1　原因別世界推計労働関連死亡者（2008年）

感染症 25％

悪性新生物 29％

神経精神状態 2％

循環器疾患 21％

呼吸器疾患 7％

消化器疾患 1％

泌尿生殖器疾患 1％

業務上傷害 14％

表A2　有害物質に起因する推計死亡件数

2008年
死亡件数 有害物質起因推計率 有害物質起因死亡件数

男性 女性 男性 女性 男性 女性 合計

がん 329,754 51,275 381,028

口腔及び中咽頭がん 257,114 108,153 1.0 0.5 2,571 541 3,112

食道がん 363.087 197,601 1.0 0.5 3,631 988 4,619

胃がん 546,815 330,482 1.0 0.5 5,468 1,652 7,121

大腸がん 363,922 326,124 1.0 0.5 3,639 1.631 5,270

肝臓がん 448,369 204,578 4.0 1.0 17,935 2,046 19,981

膵臓がん 147,080 137,537 1.0 0.5 1,471 688 2,158

肺がん及び中皮腫 1,020,263 418,653 21.6 5.5 220,377 23,026 243,403

皮膚がん 38,694 32,948 10.0 2.0 3,869 659 4,528

前立腺がん 346,595 0 1.0 3,466 3,466

膀胱がん 153,862 53,853 14.2 0.7 21,848 377 22,225

白血病 126,363 102,886 2.7 0.8 3,412 823 4,235

その他及び詳細不明のがん 618,622 1,570,361 6.8 1.2 42,066 18,844 80,911

神経精神状態 606,391 590,753 1.0 1.0 20,834 12,369 33,203

心血管疾患 2,083,394 1,236,937 1.0 1.0 20,834 12,369 33,203

慢性閉塞性肺疾患 1,826,433 1,513,715 18.0 6.0 328,758 90,823 419,581

喘息 148,798 129,604 21.0 13.0 31,248 16.848 48,096

その他の呼吸器疾患 383,096 329,927 1.0 1.0 3,831 3,299 7,130

泌尿生殖器疾患 498,678 428,960 1.0 1.0 4,987 4,290 9,276

合計 910,286

労働における有害物質への曝露による90万件
の死亡も、この数字に含まれる。これは過去の数
字よりも著しく増加したように見えるが、最新の推
計に使用した科学的クライテリアが更新されてきた

ことから、実際の増加は下の表に示されるよりもか
なり小さい可能性がある。

非死亡災害

加えて、最近の調査研究は、3億1700万以上の
労働者が、4日以上の休業につながった労働にお
ける災害で傷害を負ったことを示している。これは、
平均して毎日85万件の傷害に相当する。表4は、
最新の推計を過去の推計と比較したものである。
災害及び疾病のパターンは、地域によって著しく
異なっている。例えば、3億1700万件の非死亡労
働関連災害の大部分は、東南アジア及び西太平
洋諸国で発生している（各 2々6％及び38％）。より
詳しくは付録1で示す。

労災職業病に関する国際機関の最新推計
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1.	はじめに及び目的

労働安全衛生（OSH）プログラムは、労働災害・
職業病を予防することによって労働者に利益をも
たらす。労働者の社会保障にとって必須であった
としても、最良の補償・リハビリテーションプログラム
でさえ、労働関連災害・疾病による生活の質の損
失を埋め合わせることはできない。また、長期間に
わたって、そのような諸プログラムは財政的に持続
可能な者でなければならない。保険の対象となる
職場のリスク事件の頻度及び程度の減少に拍車
をかけるのはもっぱら－生活の質の潜在的損失を
最小限にするとともに、労働者の補償・リハビリテー

ションプログラムの財政的持続可能性を確保する
ことができる－効果的な職場予防戦略の強さに
拠っている。
企業にとって重要な問題のひとつは、職場予防
戦略の採用がミクロ経済学レベルでも利益をもた
らすかどうかである。この点に関して、予防措置
の経済的利益の分析において、直接的（すなわち
労働災害の予防）、間接的（すなわち一般のイメー
ジの改善）、短期的（すなわち予防措置の実施費
用）、長期的（すなわち予防措置の利益の持続可
能性）といった、予防措置の異なる種類の効果の
区別がなされるべきである。
2010年に、国際社会保障協会（ISSA）、ドイツ法
的損害組合（DGUV）、ドイツ・エネルギー・繊維・電

労働災害 ・ 職業病の全体的コストは、しばしば即座に気づくものよ

りもはるかに大きいことがほとんどである。 逆に、労働安全衛生への

投資は、欠勤を減らし、労働者のモラルを改善し、保険料を低減し、

パフォーマンスや生産性を改善し、直接的及び間接的コストの双方を

減少させる。 国レベルでは、社会保障及びぎ量コストの減少は、税金

の削減、経済的パフォーマンスの改善及び社会的利益の増大を意味

している。

国際社会保障協会調査レポート

予防の効果：企業における
労働安全衛生投資の費用対効果の計算

結果の概要
国際社会保障協会（ISSA）
ドイツ法的損害組合（DGUV）

ドイツ・エネルギー・繊維・電気・メディア製造部門職業保険組合（BG	ETEM）
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気・メディア製造部門職業保険組合（BG	ETEM）
は、「企業にとっての予防の国際的効果の計算：
労働安全衛生投資の費用対効果」に関する国際
研究を開始した。
この国際研究は、労働安全衛生は企業にいか
に利益をもたらすかという問題を考察した。この
核心的問題に答えるには、予防計算の考え方に
概念的検討が与えられることを必要とした。また、
予防の成功に関する質的及び量的データの収集
も必要とした。本報告書は、この研究の初歩的結
果を要約するものである。

2.	概念及び方法

予防計算の目的は、労働安全衛生のミクロ経済
的効果を、質的及び量的に計算することである。
目標は、費用対効果分析を開発することである。
質的観察には、順序尺度が適している。予防の
金銭的成功は、予防の（金銭的）利益と予防の費
用との間の差で表される。鍵となる成績指標「予
防の利益」（ROP）が、労働安全衛生の潜在的経
済的成功の抽象的表現である。
予防計算は、社会的・生態学的計算と同様に、

いくつかの仮定に基づく経済モデルである。例え
ば、職場における予防は、個々の措置を考慮する
ことなく、全体として考察される。同様に、社会的・
技術的改善や機器購入に伴う安全の内臓コスト
も考慮されない。
職場予防のミクロ経済的効果は、標準化したイ

ンタビューを活用して入手された。インタビューは、
抽出されたいくつかの企業で、専門家（例えば、
企業主、管理者、安全担当者、労使協議会のメン
バー）に対して実施された。可能な場合には、イン
タビューは集団的に実施された。インタビューされ
る者は、自らの経験に基づいて労働安全衛生の
費用及び効果を分析するよう求められた。したがっ
て、インタビューが行われる企業は、職場予防の経
験をもっていることが重要であった。
このアプローチは、リスクをともなっている。一方
では、すでに予防に関わっている企業を選んで抽
出することが、平均以上の肯定的評価につながる

かもしれないというリスクがあること。他方で、予防
への関わりの少ない企業は、予防の効果に関して
信頼できる評価をできる立場にないかもしれない。
とりわけ、企業にとっての予防の潜在的効果はあ
まり理解されていないことから、それらの評価は平
均以上の評価を与えるかもしれない。
したがって、結果は、評価及び推計でしかな
いことから、方法論的及び統計的見地から過剰
解釈されるべきではない。にもかかわらず、インタ
ビューされた者がその企業の専門家たちであり、
この実証的研究は野心的な調査方法論によるイ
ンタビューに基づいていることから、研究結果は価
値のあるものである。
データの分析は、参加した企業を統合した予防
のバランスシートをつくりだす目標をもって、また帰
納的に重要な相関関係を確認するために、叙述
的なやり方で行われた。
参加国は、調査企業数最低10・最高40で、労働
者100万人当たり1企業にインタビューを行うよう求
められた。インタビューは、2010年中頃から2011
年はじめにかけて行われた。ドイツのデータは、「理
論的・実証的観点からみた予防のバランスシート」
プロジェクト（Braunig	/	Mehnert,	2008）の一環
として2007年及び2008年に収集された。以前の
プロジェクトのインタビュー事項が今回のプロジェク
トの基礎だったので、ドイツのデータを再コード化
することが可能だった。合計15か国300企業がイ
ンタビューに関与した。

3.	抽出された結果

以下の結果は、インタビューによって与えられた
評価に基づいている。叙述的分析は、平均的意
見を表している。この結果は、個々の企業を代表
するものではないが、統計的検討の概要を示して
いる。
肯定的な企業を抽出していることを踏まえれば、
全体的に労働安全衛生の影響は肯定的な評価
が与えられたことは驚くべきことではない。したがっ
て、より重要なことは、評価の差異である。予防は、
生産、輸送及び貯蔵という伝統的な予防領域に

労災職業病に関する国際機関の最新推計
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図1　いくつかの領域における労働安全衛生の効果

購入 4.35

生産計画 4.60

人員配置 4.72

生産 5.24

輸送 4.92

貯蔵 4.74

研究開発 3.76

マーケティング 3.67

全体平均 4.52

1=効果なし　6=非常に強い効果

図2　企業内における労働安全衛生の効果

危険有害要因の低減 5.08

違反の低減 5.04

事故の低減 4.98

変動の低減 3.80

混乱の低減 4.30

不稼働時間の低減 4.35

無駄の低減 3.80

遅れの取り戻し時間の低減 3.83

製品の質の改善 3.99

予定の遵守の改善 4.01

革新の数の増加 4.19

消費者の満足感の改善 4.15

企業イメージの改善 4.80

職場文化の改善 4.75

危険有害性に対する意識の向上 5.05

全体平均 4.41

1=効果なし　6=非常に強い効果

図3　予防への追加投資の企業コストに対する影響

増大 24％

維持 25％

低減 50％

おいて、とくに強い影響をもっている（図1）。
予防の直接的効果も、危険有害要因の低減、
危険有害性に対する意識の向上、危険行動や事
故の低減で優位を占めていた。もっとも重要な間
接的効果は、企業イメージや企業文化の改善で
あった（図2）。
インタビューを行った企業の半数が、労働安全
衛生への追加投資が、長期的に企業のコストを提
言すると予測した（図3）。

以下の棒グラフは、回答した企業が予防の効果
（ROP）をどのように評価したかを示している。す
べての国を通した平均ROPは2.2であった。これ
は切断平均、すなわち統計的信頼性を高めるた
めに上下5％を除外して計算されたものである。
以下のグラフ（図5）は、労働安全衛生の効果が

どのように評価されたかを示したものである。企業
によってとくに関連性があると評価された領域は、
労働者のモチベーション・満足感の増大や企業イ
メージの増大であった。比例配分は、インタビュー
の中で確認された関連する効果の種類から得ら
れたものである。
予防バランスシート（表1）は、予防の費用と予防

の（金銭的）効果を比較したものである。一番下
の行は、予防の成功を示している。効果の金銭
的価値は、間接的にしか計算できない。最初の
段階では、全体的費用と予防の効果（ROP）の結

図5　関連する効果の種類

混乱の予防 19％

無駄の予防、混乱後の遅れの取り戻し時間
の低減

14％

労働者のモチベーション・満足感の増大 21％

製品の質及びよりよい質への焦点の持続 15％

生産の革新 9％

企業イメージの向上 21％

図4　予防の効果

0-0.99 9％

1-1.99 56％

2-2.99 15％

3-4.99 6％

5-6.99 5％

≧7 10％

ROP=2.2
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（企業にとっての）予防の費用
労働者一人当たりEURでの価値

（企業にとっての）予防の効果
労働者一人当たりEURでの価値

個人用保護具 168 混乱の予防を通じた費用節約 566

安全技術に関する指導及び企業の医療援助 278
無駄の予防及び混乱後の遅れの取り戻し時間
の低減を通じた費用節約

414

特別の予防トレーニング措置 141
労働者のモチベーション・満足感の改善によりう
みだされる付加価値

632

予防的健康診断 58
製品の質及びよりよい質への焦点の持続により
うみだされる付加価値

441

組織的費用 293 生産の革新によりうみだされる付加価値 254

投資費用 274 企業イメージの向上によりうみだされる付加価
値

632
初期費用 123

費用合計 1,334 効果合計 2,940

費用対効果比　1：2.2

表1　企業にとっての予防の費用及び効果

果としての全体的金銭的効果を決定する。その
後、全体的評価の百分比配分を、関連性に応じ
て個々の効果の種類に適用する（図5）。
多変量解析の結果、以下の重要な所見を含め

た相関性が明らかになった。
・	アジアの企業は、職場・企業における労働安全衛
生の影響及び効果を評価する傾向があり、ヨー
ロッパや北アメリカの企業を上まわった。これは、
労働安全衛生の実践の評価にもあてはまる。
・	規模の大きな企業は、職場・企業における労働
安全衛生の影響及び効果を評価する傾向があ
り、相対的に規模の小さい企業を上まわった。
・	職場・企業における労働安全衛生の影響及び
効果の評価と労働市場の効率との間に正の相
関性があった。
・	ヨーロッパや北アメリカの企業が労働安全衛生
への追加投資に関連して企業コストは変わらな
い、または低減するとしているのに対して、アジ
アの企業はコストは増大または低減するとする
傾向があった。

4.	主要な結論

予防の計算は、インタビュー及び労働安全衛生
を確保するために求められる努力がミクロ経済的

に異議のあるレベルの効果をもたらすかどうかの
推計に基づいて計算しようとするものである（予防
効果）。
本研究は、労働安全衛生への投資がミクロ経
済学的に利益をもたらし、2.2の予防効果比率を与
える結果を示した。現実的には、これは、職場予
防に企業が投資した毎年労働者一人当たり1EUR
（または他の通貨）ごとに、企業は2.20EUR（また
は他の通貨）の潜在的経済的効果を見込むこと
ができることを意味している。
本研究の結果は、したがって、予防に投資する

ことの企業にとってのミクロ経済的根拠を支持する
ものである。
労働安全衛生は、労働者に利益をもたらすだけ

でなく、同様に企業の成功のための要因でもある、
企業にとっての法的義務である。本研究の結果と
いう証拠に基づいて、また、労働安全衛生問題に
増強された国際的関心が与えられつつあることを
踏まえれば、このメッセージは国及び国際的レベル
でより精力的に促進されるべき価値がある。
※http://www.issa.int/Ressources/
Publications-de-l-AISS/Rendement-de-la-
prevention-Calcul-du-ratio-cout-benefices-
de-l-investissement-dans-la-securite-et-la-
sante-en-entreprise

労災職業病に関する国際機関の最新推計
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環境省が架空の検査結果で棄却
環境省●石綿健康被害救済法医学判定の信頼揺らぐ

10月14日の各紙には、「石
綿被害判定、架空の検査結果
で不認定に」（朝日）、「架空の検
査結果を石綿被害判定で提出」
（産経）等の見出しがおどった。
中皮腫・アスベスト疾患・患者と
家族の会はただちに声明を発表
した。また同日、細野環境大臣
は本件について深刻に受け止
め、調査を指示していることを会
見で明らかにした。
石綿健康被害救済制度の認
定審査において、事務局が架空
の病理組織検査の結果を審査
に用いた事案があったことが、
公害健康被害補償不服審査会
が前日行った裁決結果の発表
でわかったのだ。
次頁図は、救済制度に係る申
請者と関係機関の関係性をまと
めたもの。
申請者が環境再生保全機構

に認定申請をすると、機構は環
境大臣に医学的判定を依頼し、
大臣は中央環境審議会に意見
を聞く。その意見を取りまとめる
のが同審議会石綿健康被害判
定部会とその下に置かれている
石綿健康被害判定小委員会や
同審査分科会等で、それらの事
務局は環境省の石綿健康被害
対策室が担っている。機構や
大臣を通るのはあくまで形式的

なもので、実質的な意思決定は
判定部会等が行っている。
認定申請が棄却された場合、

申請者はその決定を不服として
審査会に対して審査請求を行う
ができる。これは認定棄却時に
自動的に手続きが進められるわ
けではなく、申請者の意思によっ
て請求の可否を決める。審査
会は機構と書面のやりとり等で
審査をする。ここでも機構はあく
まで窓口であって、再検査・再検
討は大臣を通して判定部会で
実施される。
10月28日に患者と家族の会ら

は石綿健康被害対策室と本件
に関して面談を持った。冒頭、
大臣から対策室にふたつの指示
があったことが伝えられた。ひと
つは原因の究明。もうひとつは
審査会に過去審査請求があっ
た約110件についても問題がな
かったかの再検査をすること。
原因について石綿対策室は、
誤記載の可能性が強いことを示
唆した。原因の究明にあたって
当時の担当者からのヒアリングも
実施しているようだが、その一人
が泉陽子元室長（現・厚生労働
省母子保健課長）であることが
わかった。そのほか、直接の担
当者や検査のチェックを担って
いた関係者が泉元室長も含め3

名以上いるとのことだった。
過去分も含めた約110件の再
検査については、審査会へ事務
局が提出した個別の弁明書や
各委員会等の議事録をもとに誤
記等がないかを調べている。大
臣から出された指示に基づく調
査が終わった段階で、年内に調
査報告書を発表することを予定
しているようである。報告書は
情報公開によってアクセスできる
ようにするとのことであった。
余談だが、このような問題が
起きたときは、当時の関係者の
氏名はキャリア官僚に限定して
基本的に公開をすべきだと考え
ている。形式的には個々の官僚
は行政の意思に基づいて活動
をしているわけだが、実際には
担当者や担当部局の意思によっ
て対応が大きく異なってくること
があり、ときには重大な過ちを犯
すこともある。
現段階で本件が悪質的であ

るかどうかは判断しかねるが、
役所の看板を隠れ蓑にして責
任者が不透明にされることは
あってはならない。各委員会等
の開催にあたっては担当者が公
表されているのだから、できない
ことではないし、こういう事態だ
からこそ公表すべきなのだ。
また、このような深刻な問題の

各地の便り
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申請者
被害者・家族あるいは

その代理人等

中央環境審議会

環境大臣

公害健康被害補償
不服審査会

環境再生保全機構
認定申請

結果通知

意見
意見聴取

判定・不服申請時の
再審査の依頼

結果通知

意見聴取

結果通知

意見

審査請求

石綿健康被害救済制度における審査の流れ報告書をわざわざ情報公開請
求しなければアクセスできないよ
うなことを考えているのならば、
それは間違っている。本件はそ
もそもは個別事案であるが、問
題は他の事案にも関連してくる
わけで、だからこそ過去の審査
会への申請分も再検査を実施
しているわけである。もちろん
今後の申請者にも関係してくる。
多くの国民がこの問題について
の共通理解を得るために行政
は積極的に情報の公開に努め
ていかなければいけない。端的
に言って、やる気があればできる
ことだ。
本件について裁決書から事
実確認の整理をしてみたい。本
件は中皮腫の診断をめぐって生
じた問題である。
裁決書によれば審査会に請
求人が審査請求をするきっかけ
となった環境省での判断の結果
は請求人に「石綿を吸入するこ
とにより指定疾病にかかったと
認められない」、「提出された病
理標本、放射線画像等を含め
た資料を総合的に判断した結
果、中皮腫でないと判断された」
との理由だけ書かれた通知がさ
れた。
申請者は、「妻の○○（裁決
書では黒塗り部分、以下同じ）
が『胸膜悪性中皮腫』の診断を
受け、明らかに石綿による被害
で健康を損ね死亡に至ったにも
かかわらず、処分庁（環境再生
保全機構）は、その関連性につ
いて適正な判断をしていないの
で、今回の処分には納得できな
い」として審査請求を行った。

次頁に事実経過をまとめた。
今回の問題は病理組織検査

に関連があるので、関連検査の
経過状況を中心にまとめた。「機
構」と記載している部分は形式
上そのようにしているが、実際は
石綿健康被害対策室と判定部
会等が判断を下している点に留
意いただきたい。以後、必要性
がない限り機構以下の決定を便
箋的に「環境省」の判断として
説明する。
カルレチニン、WT-1はいずれ

も病理組織検査の対象名目で
あるが、病理組織検査およびそ
れらについて筆者は何らの専門
性を持っていないので、詳細な
解説ができないことはご容赦い
ただきたい。表をご覧いただけ
ればわかるように、本件はカルレ
チニン検査における主治医と環
境省の病理組織検査の判断が
分かれ、かつ、環境省の判断は
その理由は判然としないが不自
然な変遷があった。さらに機構
への申請から今回の裁決までか
なりの時間がかかっていることも
看過できない。

報道ではWT-1検査結果が
架空であったことに注目が集まっ
た。それが故意になされたもの
か、単なるミスだったのかは作
成中の報告書の公表を待って
判断したい。ただし、裁決書で
もふれられているように、本件は
「WT-1の結果が、医学判定の
かぎを握る重要性をもっていた」
のであり、これによっていわば請
求人の運命を左右した。それほ
ど重大な検査が架空であったこ
とは理由の如何を問わず非常
に深刻な問題である。
一方で興味深いのがカルレチ

ニンの検査である。不自然な変
遷はいたったい何なのであろう
か。注目したいのが裁決書にあ
る審査会が実施したカルレチニ
ン検査関連の記述だ。「カルレ
チニン陽性については、確かに
染色されてはいたが、一般的な
中皮腫であれば、もっと染色され
るであろう、との指摘が専門委
員から出された」とある。加えて
石綿健康被害対策室との面談
の際、当方の参加者から病理組
織診断の不確実性に関して次
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のような意見が出された。
・	陽性・擬陽性・陰性は専門家
でも判断が分かれるときがあ
る。
・	陽性・陰性の度合いは十人十
色、と臨床医から聞かされたこ
とがある。
・	中皮腫も5段階評価で言え
ば、確実性の高い5や4は簡
単に意見がそろうが、1や2は
難しい。
裁決書及び上記の意見を参
考に、本件におけるカルレチニン
検査の変遷をみれば、当該病理
組織検査における診断は非常
に難しく、明確に白黒をつけられ
るケースではなかったのではな
かろうか。そして、架空のWT-1
検査の登場とカルレチニンの主

張の変化が本件の中皮腫診断
を否定する辻褄合わせに用いら
れたのではないかと、裁決書の
中では勘繰られた嫌いがある。
そうだとすれば本件を契機に
提起されるべき問題は「疑わし
き事例」をどのように扱っていく
かであり、病理組織検査の限界
性の認識を判定に位置づけるこ
とである。
過去にも審査会から環境省
へは再三、申請者への結果通
知理由の乏しさや認否における
法の趣旨を尊重していないこと
が裁決によって指摘されている。
例えば、「中皮腫でないとす

る積極的所見もないので、これ
を中皮腫でないとすることは疑
問であり、迅速に石綿による健

康被害を救済しようとする法の
趣旨、目的に鑑みれば、法第２
条第１項に規定する中皮腫であ
るとし、法による救済を行うこと
が相当である」、「『環境省が選
定した我が国における石綿健康
被害に関する権威ある専門家
から構成されている同小委員会
による調査審議の結果出される
判定は、医学的に最も的確なも
のである』と言うばかりで、医学
的判定の根拠は何か、小委員
会及び審査分科会でどのような
議論が行われたのか、という原
処分の正否の核心にかかわる
ことについて何ら弁明せず、請
求人の反論書を受けて初めて
それらの点を明らかにするという
対応は、法制度の仕組みの特
殊性、法施行後日が浅いこと等
の事情を参酌したとしても、なお
遺憾であると言わざるを得ない」
「医学的には資料が十分でな
いこともあって中皮腫であると確
定的には判断できないものの、中
皮腫である可能性が相当程度
ある場合においては、例えば『中
皮腫である可能性がある』とか
『中皮腫であることを否定できな
い』といった医学的判定があっ
てもよいと思われる。そして、他に
中皮腫である可能性を否定する
に足りる資料がないときは、迅速
に石綿による健康被害を救済せ
んとする法の趣旨、目的に鑑み
れば、そのような場合には、法上
の中皮腫と認定して差し支えな
いと考える」などがある。
本件は架空の検査結果が用

いられたショッキングな事例では
あるが、本質的には病理組織診

年月日 内容
2008年3月14日 請求人からの救済法認定申請を処分庁が受理
2009年2月2日 処分庁が申請者へ不支給決定を通知
同年4月9日 請求人が審査会へ審査請求を申請
詳細日不明 請求人が審査会へ診断書、病理組織診断書等を提出。担当

医師は免疫染色の検査でカルレチニン陽性と診断
同上 機構が審査会へ弁明書1を提出。重要な検査の一つであるカル

レチニン検査について言及なし
同上 機構が審査会へ弁明書2を提出。「中皮腫である場合には陽性

となる抗体がすべて陰性であった」と記載。カルレチニン検査単
独の記載はなし

同上 機構が審査会へ弁明書3を提出。カルレチニンを陽性、WT-1を
陰性と記載

同上 審査会がWT-1検査が存在しないことを確認
2011年4月4日 審査会が機構にWT-1検査の有無、カルレチニン検査の記述

の不自然な変遷について回答を求める
同年5月31日 機構が審査会に回答および最終弁明書を提出。WT-1検査は

実施しておらず、誤記載を認める。カルレチニン検査は陽性でな
い、と訂正

同年10月7日 審査会が原処分の取消しを決定。カルレチニンの検査は陽性と
判断。裁決書で「医学判定の信用性を傷つける前例のないも
の」と糾弾

本件の審査経過

各地の便り



58   安全センター情報2011年12月号

断の不確実性と現在の制度運
用の不備を内包していることが
露呈した大変重要な事案であ
る。これまで何度も審査会から
運用面においての是正勧告的
裁決がされてきている。ところが
本件で明らかになったようにいま
だ改善の兆しがみえない。是正
を求めた裁決のポイントは以下
のようなことだ。
・	中皮腫か「疑わしい」事例は、
切り捨てるのではなく救済する
こと。
・	環境省は申請に対して棄却を
した場合は医学的な根拠を

示すこと。
・	判定においてばく露歴を考慮
すること。
現在の石綿対策室のスタッフ

にとって本件は完全な尻拭いの
事案である。今夏に石綿健康
被害対策室の人員が大幅に変
わり、筆者の知っているこれまで
の対応とは違い、対話のできる
部署となった印象を受けている。
前向きな姿勢に期待しているの
で、可能な限り早く問題の整理を
し、運用上の見直しと中皮腫登
録制度等の創設へ動き出
してほしい。

大丈夫？被災地のアスベスト
宮城●マスク支援プロジェクトからの提案in仙台

地震・石綿・マスク支援プロ
ジェクトの活動がスタートして2年
になる。阪神淡路大震災の発
生から15年目を迎えた2010年1
月、被災地の神戸で「震災とア
スベストを考えるシンポジウム」を
開催し、三宮駅前で震災犠牲者
の追悼式に向かう市民に防じん
マスクを配布しながら、地震にそ
なえてマスクの備蓄とアスベスト
対策を訴える街頭キャンペーンを
展開した。
同年9月、東京・中野区で防災
週間のスペシャルイベントとして
地震とアスベスト対策に関するパ
ネルや写真、防じんマスクの展示
を行い、シンポジウムを開催。今
年1月には、再び神戸で震災とア

スベスト展を開き、防じんマスク
の着け方教室も行ってきた。
そして今年3月11日、東日本大
震災が発生。地震と津波による
未曾有の被害で、東北沿岸部
の市街地や漁村は壊滅的な被
害を受け、いまなお約2万人もの
死者・行方不明者が出ている。
3・11大震災の被害を目の当た

りした私たちは、この時にこそマ
スク支援プロジェクト活動の真
価が問われていると考え、ただち
に被災地に粉じん・アスベスト対
策用の防じんマスクを送り届ける
ことにした。現地で懸命に捜索
や復旧活動に従事している人び
と、全国から駆けつける支援ボラ
ンティア、そして避難生活を送る

人びとや子どもたちが、倒壊した
建物、砕け散ったがれきから発
生する有害粉じんやアスベストに
曝露する可能性が高いにもかか
わらず、簡易式の防じんマスクで
さえ政府や自治体の供給は圧
倒的に不足していた。
私たちは協力関係にあるマス

クメーカーとかけ合い、1万個の
防じんマスク（N95）を確保した。
3月下旬から岩手県の盛岡、田
老町、山田町、釜石、大船渡、
陸前高田、遠野、福島県の大玉
村、宮城県の南三陸町、石巻、
仙台の被災地をめぐり、現地の
災害本部やボランティア活動セ
ンターに防じんマスクを送り届け
た。一方で、被災地の倒壊した
建物やがれきのアスベスト分析と
飛散状況の調査活動を行ってき
た。7月1日には、仙台市内で被
災地のアスベスト調査の中間報
告と対策を提案した。
被災地がようやく復興に向か

いはじめようとするこの夏、私た
ちはそれまでのマスク支援の緊
急活動とアスベスト調査の活動
を総括するとともに、今後の被災
地のアスベスト対策を展望する
ための節目に来ていると考え、8
月5日～7日、「だいじょうぶ？被災
地のアスベスト－マスク支援プロ
ジェクトからの提案in仙台」と題
するイベントを仙台市内で開催し
た。会場は青葉区の仙台市市
民活動サポートセンター。ありが
たいことに仙台市の復興活動支
援策により、3日間、会場を無料
で借りることができた。
主催は中皮腫・じん肺・アスベ

ストセンター。協力団体に東京
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の自衛対策が必要」。神戸での
マスク支援プロジェクトの取り組
みを紹介しながら、大震災とアス
ベスト飛散問題は「減災」が可
能な課題であることを述べた。
午後のセッションは、地元の仙
台錦町診療所の広瀬俊雄先生
による「アスベストの健康障害」
講演だった。広瀬先生もかかわ
るアスベスト対策宮城センターや
宮城アスベスト患者・家族の会の
方 も々参加した。宮城県内では
アスベスト被害の相談はまだ多く
はないようだが、今後、被災地の
復興がすすむなかで新たにアス
ベストへの対応策が求められて
いるという認識を深めることがで
きた。
つづいて、フィットテスト研究会

による「復旧・復興作業に携わる
者のための呼吸用保護具の適
正使用に関する特別セミナー」
が行われた。北里大学の太田
寛医師が主宰し、住友スリーエ
ム、重松製作所、興研のマスク
メーカーの関係者が各社の防じ
んマスクをプレゼンテーションし、
参加者がそれぞれメーカー提供
のマスクを試着してフィットチェッ
クした。防じんマスクで重要なこ
とは、まず自分にあったマスクを
選ぶこと。簡易式防じんマスク
でも様 な々タイプのものがあり、自
分に最も適したマスクをフィットテ
ストして確認する。実際の装着
では、空気の漏れがないようにす
る。顎や鼻の脇からの漏れが要
注意。参加者はいろいろなマス
クを試しながら、フィットテスターで
漏れ率をチェックした。うまく着け
たと思っても案外漏れ率が高い

労働安全衛生センター、立命館
大学アスベスト対策プロジェクト、
（財）労働科学研究所、フィットテ
スト研究会、地震・石綿・マスク支
援プロジェクト、アスベスト対策宮
城センター、宮城アスベスト患者・
家族の会が参加し、日本産業衛
生学会震災関連石綿・粉じん等
対策委員会が後援した。
被災地のアスベスト対策で一
緒に活動してきた仲間がこの期
間仙台に集まり、地元の医療機
関や被災者団体、労働組合の
協力も得て、講演会、シンポジウ
ム、防じんマスクの実演講習、電
話相談ホットラインの活動を一緒
に取り組むことができた。
8月5日、「大工さんに聞く～住

まいのアスベスト」として、現役の
大工さんでアスベストセンターで
活躍する菅原喜東司さんが講
演。続いて、再生砕石問題に取
り組んでいる浦和青年の家の再
利用を考える会の斎藤宏さんが
「再生砕石－どこでもありアスベ
スト」と題して講演を行った。津

波で倒壊した建物から大量のア
スベスト含有建材ががれき状態
で散乱している。菅原さんから
建物アスベストの解説を受け、斎
藤さんが再生砕石に含まれるア
スベストの問題を調査してきた経
験から、被災地のがれき処理の
過程でアスベスト含有建材の分
別を徹底する必要性を訴えた。
地元の参加者に再生砕石問題
について初めて聞く人も多く、が
れきのアスベスト対策も共通した
問題であることを伝えることがで
きた。
8月6日午前、ひょうご労働安全
衛生センターの西山和宏さんが
「阪神淡路大震災から震災とア
スベストを考える」を講演。復旧
作業に従事した労働者が中皮
腫を発症し労災認定され、ひょう
ごセンターは震災によるアスベス
ト被害のホットラインを実施。全
国から200件を超える相談が寄
せられた。「震災時にはコント
ロール不能のアスベストが被災
地の復興生活を脅かす。住民
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2011年サマーフィールドワーク
東京・福島●学生自らが企画立案

8月5日から7日にかけて、サ
マーフィールドワークが開催さ
れ、17名の学生と2名の大学教
員が参加した。
今年は企画に学生の意見を
反映させようということになり、事
前に桜美林大学（神奈川県相模
原市）を訪問して、10人の学生と
相談会を行った。その結果、中
小企業の現場を見たい、中小企
業で働く外国人労働者と交流し
たい、福島原発事故の実態を学
びたい、との要望に応えることと

なった。募集を行ったところ、一日
で20名の参加者が集まるという
盛況ぶり。参加した大学は、桜美
林大学、東京工科大学、東京有
明医療大学、北里大学だった。
第1日目のテーマは、中小企業
安全衛生と外国人労働者問題。
8月5日9時に集合して、簡単なオ
リエンテーションとアクションチェッ
クリストの説明をしたあと、江東
区新木場にあるJWガラスリサイ
クルを見学した（写真）。同工場
はガラス瓶リサイクルを行ってい

ことも。「これではじん肺は防げ
ないな」と冗談も交えながら楽しく
トレーニングを行った。
最終日の8月7日午後は、仙台
市在住の小説家・佐伯一麦さ
んの講演「被災地でアスベスト
禍を語る」とシンポジウム「被災
地のアスベスト問題」を開催した
（前頁写真左側）。佐伯さんは、
20代に電気工として働き、アスベ
ストばく露による胸膜炎を発症し
ました。いまでも喘息に苦しみ、
定期的な健診が欠かせない。
そうした体験を著書「石の肺－
僕のアスベスト履歴書」にまとめ
ている。
佐伯さんの講演は、今回の大
震災による被災地の状況からは
じまった。目に見えず閾値がな
いというアスベスト禍と原発の放
射能汚染とは類似するやりきれ
なさがある。震災で天井が落ち
た仙台駅や倒壊した建物などの
スライドを紹介しながら電気工時
代にアスベストに曝露した経験を
語った。そして、1970年代アス
ベスト禁止に追い込んだ欧米の
労働者の闘いや社会へのプロテ
スト運動を思い起こし、アスベス
トGメンのような市民やNPOの活
動が期待されると結んだ。
第二部のシンポジウムでは、ま

ず外山尚紀（東京労働安全衛
生センター）が「被災地のアスベ
スト調査結果」を報告。石巻赤
十字病院呼吸内科の矢内勝医
師は「被災地の呼吸器疾患」で
津波による肺疾患について発表
した。津波による溺水、誤嚥で
高齢者の肺炎が増加し、ヘドロ
が乾燥して空中に飛散したヘド

ロ細粒による感染性、化学性肺
炎が懸念される。今後の課題と
して、倒壊家屋・船舶の長期撤
去・解体でアスベスト飛散の対策
を指摘した。同病院の阿部雅
昭さんは「石巻赤十字病院の
石巻県合同救護チームの活動」
を紹介した。
つづいて立命館大学グローバ

ルイノベーション研究機構の森
慎二郎さんが「震災とアスベスト
対策」について報告。溶融によ
るがれきの無害化処理も一案と
述べた。最後に永倉冬史さんが
「マスク支援プロジェクトからの
提案」を発表した。
全体の討論では、地元の参加
者からは「被災地のなかにいて
は見えないことも、外部から提案
してもらうことで運動が前進する

こともある。被災地のアスベスト
対策は大きな課題であり、今後も
連携した取り組みを求めたい」と
いう意見も受けた。
イベント開催中は仙台の七夕

まつりと重なり、市内のホテルはど
こも満室。宿舎が確保できなかっ
たため、私たちは車で1時間ほど
離れた岩沼の保養施設に宿をと
り、毎日合宿のような生活をしな
がら、連日会場に通った。駅前
のアーケード街には意匠を凝らし
たカラフルな七夕が風に揺れ、人
びとのいろんな思いが記された
短冊が飾り付けられていた。
大震災からの復興と再生を願

いつつ、被災地のアスベスト問
題に継続して取り組んでいく決
意を新たにした。

（東京労働安全衛生センター）

各地の便り
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て、毎回訪問を受け入れていた
だいている。外国人が7か国20
名働いていて、ガラス瓶を粉砕し
カレットにして再生工場に送る中
間処理をしている。ガラス瓶を
ながすコンベアとガラスを壊すク
ラッシャーは95dB以上の騒音と
なる。全員耳栓と防じんマスク
を装着して見学した。
その後、夢の島公園にある第
五福竜丸記念館を訪問した。
第五福竜丸は、1954年3月1日に
アメリカがビキニ環礁で行った水
爆実験の犠牲になった木製の
マグロはえ縄漁船。ボランティア
の説明員が丁寧に当時の模様
と、それがきっかけで起こった原
水禁運動を説明してくれた。あ
くる日が広島原爆投下66周年で
あったこと、福島原発事故が起
こったにもかかわらず、この船の
ことはあまり知られていない。学
生たちは真剣に聞き入っていた。
午後は亀戸青少年センター

で、午前中に訪問したJWガラス

の印象をグループ討議で発表し
た。その後、「移住労働者と連
帯する全国ネットワーク」事務局
長鳥井一平さんのお話を聞き、
集まっていただいた外国人労働
者約10名と交流を行った。
夕方には会場を移動してサン

ドイッチパーティを行い、楽しいひ
とときを過ごした。
8月6日は、熊本学園大学の中
地重晴さんの指導で、放射能測
定器を持参して亀戸中央公園
の放射線量を測定した（表紙写
真）。同公園は江東区のホットス
ポットとして話題になったことも
あったが、当日は0.17μSV程度
だった。放射能測定器は6台位
あり、中には自ら作ったものを持
ち込んだ学生もいた。
その後放射能リスクについて
の考え方を、労働科学研究所の
毛利一平さんが講演し、続いて
江東区で放射能汚染を考える、
「セーブキッズ江東－放射能か
らこどもを守る会」の代表の方か

ら会の設立趣旨と活動経過につ
いて報告をいただいた。「子供
のことを考えると本人が被ばくし、
その子も体内被ばくする可能性
がある。何とかせずにはいられ
なかった」という訴えが心に響い
た。
午後は日本の公害問題の原
点ともいえる「水俣病」について
のお話を中地さんから聞き、閉会
した。
その後有志13名で福島県に
向かい、安達太良山麓にある大
玉村の全建総連福島県連事務
所に一泊した。全建総連福島
は、県内の建築職人7,000人で
作る労働組合だが、地震、津波、
原発事故で大きな被害を受け、
組合員の生活と権利擁護のた
めに奮闘中である。その忙しい
合間を削って、遠藤委員長、狩
野書記次長らが学生を受け入
れ、夜は車座になって、福島の
状況を語ってくれた。
またあくる日は、大玉村の放
射能測定を行ったが、全建総連
福島事務所の雨どいから2.8μ
SVが出るなど、福島の放射の汚
染の実態を目にして愕然とした。
午前10時から全建総連福島の
書記、組合員とともに、原発問題
の学習会を中地さんが講師で行
い、午後は福島市に移動して、
福島市の放射能汚染と取り組ん
でいる「子供福島」の皆さんと
交流した。
大急ぎで回った3日間だった

が、参加者には大きな刺激と成
果があったと思う。。

（東京労働安全衛生センター

仲尾豊樹）

各地の便り
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沖縄復帰前基地離職者問題
沖縄●新通達踏まえた対策を要請

沖縄復帰前に離職した基地
従業員で石綿救済法に規定さ
れる「死亡労働者等」が、労災
の時効救済を受けることになった
（10月号18頁参照）。これを受け、
10月13日、神奈川労災職業病セ
ンターは、沖縄労働安全衛生セ
ンターや連合沖縄とともに、沖縄
労働局に対し、復帰前基地従業
員のアスベスト被害に関する要
請を行った。
沖縄労働局側は、下平労災
補償課長、上原、竹田両労災監
察官、勝連労災管理調整官、外
間総務課長補佐らが出席。団
体側は、稲福連合沖縄事務局
長とセンターの西表と西田が交
渉に当たった。
要請の主旨は、復帰前基地
従業員のアスベスト被害者で、
すでに死亡した者に対する周知
について。また、療養中、休業
中の被害者にも、米軍と協議し
て救済や補償が実現するよう本
省に進達することを要請した。
周知については、米軍占領下

の軍雇用員カードを利用するし
かない。1966年までのカードは沖
縄公文書館に所蔵され、それ以
降のカードは、米軍から借り受け
るしかない。いずれにしても沖
縄労働局の権限を越えるので厚
生労働省本省に進達してもらう

しかない。ただ、局の権限の範
囲で実施できる周知方法として、
局独自のリーフレットやポスター
の発行、市町村の公報掲載が
ある。過去にも、市町村や銀行
窓口にリーフレットを置いたりポス
ターを張って数件の相談があっ
たそうだ。より効果的な方法が
検討されるべきだろう。
問題は、本省に、そのようなリー

フレットやポスターの発行予定が
ないことだ。局としては、本省に
要請するか、局独自で作成する
しかない。 本省が作成しない

場合は局独自で作るよう強く迫っ
たが、「本省と話し合ってみる」
という回答しか得られなかった。
わかりやすいリーフレットやポス
ターなくして復帰前基地従業員
アスベスト被害者への周知がで
きないことは明らかだ。沖縄労
働局は、是非この問題を真剣に
考えてほしい。
翌14日には、那覇市内で、沖
縄駐留軍離職者対策センターと
沖縄労働安全衛生センター、沖
縄アスベスト労災職業病相談セ
ンターの3者が協力して「アスベ
スト健康被害電話相談会」を実
施した。相談件数は3件にとど
まり、この問題について、まだ周
知が足りないことを改めて痛感し
た。国の権限で実施する個別
周知や沖縄局独自の周知事業
が待たれるところである。

（神奈川労災職業病センター）

症状固定の3週間後「再発」
滋賀●外国人労働者に乱暴な打ち切り

ブラジル人のAさん。2007年6
月5日、機械部品を溶接するため
ドラム缶を足場として用いて作
業をはじめたところ、ドラム缶の中
に溶接の火花が入り爆発し、A
さんは約2メートル吹き飛ばされ
たのであった。
すぐに病院に搬送され、「右
橈骨遠位端骨折」「右膝蓋骨
骨折」「左脛骨開放骨折」「左
腓骨開放骨折」「右手関節骨

折」「左母指骨折」「右膝前十
字靭帯断裂」との診断を受け、
手術・治療が行われた。大事故
である。
そこで、労災の手続を行った
のであるが、Aさんの事故からし
ばらくして会社の社長は行方不
明となってしまった。そのため、
困っていたAさんを労働組合武
庫川ユニオンが支援し、労災補
償を受けながら治療とリハビリが
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続けられた。
しかし、2010年の年明け頃か
ら、休業補償の打ち切りに関す
る打診が行われはじめた。その
頃のAさんは、右膝の痛みが続
いており、和式のトイレを使用す
ることができず、サポーターを使
用せざるを得ない状態であった。
さらに、右手首にも痛みがあり、
湿布をし3種類のサポーターを
使って対処している状態だった。
こうした状態でありながら、大津
署は2010年7月末日をもって症状
固定と判断した。
その後、障害が残存するとし

て障害補償給付の請求を行い、
「右手関節」の可動域と疼痛、
「左下腿部」の疼痛に障害が認
められるとして、障害等級併合
第11級に該当するとされた。障
害認定の際に局医は、Aさんの
体にふれることなく、自分自身で
手足を動かすように言っただけ
であったという。普段温厚なAさ
んだが、この時の出来事を話す
際は「人間扱いされなかった。
動物の様に扱われてとても悔し
かった」と言葉が鋭くなる。
そのため、障害等級の不服申
立を行うこととなり、センターとして
はその時からAさんとの関係がは
じまった。右手関節と右膝関節
の可動域に関して、局医の意見
に疑問があったため主治医との
面談を行った。すると主治医は、
右手関節に関しては何ら処置を
行っておらず、手術をすることに
より改善の見込みがあるというの
である。「なぜ、そんな大切なこ
とを監督署に言わないのか」と内
心穏やかではなかったが、協力

を求め「再発」の申請を行った。
障害等級に関しては第11級

から変更されることはなかったが、
「再発」に関しては認められた。
しかも、2010年8月23日からという
決定であった。大津署が症状
固定と判断した約3週間後から、
同じ署が「再発」の決定を行っ
たのである。いかに乱暴な打ち

切りであったかがうかがえる。
また、外国人労働者にとって
は、言葉や文化、法の違いによ
り、医師や監督署の担当官との
緻密なコミュニュケーションをとる
ことは困難を伴う。だからこそ労
働行政は、より慎重に対応する
必要があると考える。
（ひょうご労働安全衛生センター）

コンビニ食品支える日系労働者
東京●食品製造現場での労災二事例

外国人労働者が日本語が充
分でなく、言いたいこと、聞きたい
ことをうまく伝えられないことをい
いことに、会社の都合で物事を処
理されてしまうことも少なくない。
この間、東京労働安全衛生
センターの参加する外国人支援
ネットワークKAMEIDOに寄せ
られた相談のなかからブラジル
人女性労働者の被災ケースを2
件ご報告する。私たちがいつも
気軽に口にしているコンビニのお
弁当やパン。首都圏のコンビニ
食品をまかなう工場は、埼玉、千
葉、神奈川などにたくさん稼働し
ている。24時間営業のコンビニ
を支えるこうした工場の夜勤勤
務は多くの外国人労働者によっ
て担われている。
■調理パンの製造工場・夜勤
勤務で火傷－Lさん
ブラジル人女性Lさんは、3年
前、日系三世の夫とともに来日し、
コンビニなどに出荷する調理パ

ンの製造工場で、夜勤勤務に従
事していた。もともとはラインの仕
事をしていたが、ある夜、洗浄室
の仕事をするように指示された。
製造工程で使うミキサー、ポンプ
等解体部品などの加工具を煮
沸槽で殺菌し取り出す作業で、
体力のある男性の仕事とされて
いたが、人手がないからと急に駆
り出された。
煮沸槽のなかに手を入れるた

め、備え付けのゴム手袋をした。
しかし、身を乗り出し深い槽の
下の方まで腕を突っ込み、底の
方にある洗い物を拾い上げる際
に、熱湯がゴム手袋の口から入
り、Lさんは右手腕に火傷を負っ
てしまった。
会社は、渋々、労災申請用紙

を用意したものの、発生状況の
欄には「ゴム手袋は肩までのも
の」であり、洗浄物は「トングで
取り出すべきところを（本人が使
わず）ゴム手袋のみで実施した」



64   安全センター情報2011年12月号

各地の便り

などと、あたかも作業者のLさん
に過失があるように記されてい
た。しかし、実際に備え付けられ
ていた手袋は女性のLさんでも
肘上までしか覆えない長さのもの
で、また、洗浄室には会社のいう
「トング」などの備品は設置され
てはいなかった。Lさんは会社の
用意した申請用紙と別に、これら
の事実を記したレポートを添えて
監督署に労災請求をし、業務上
認定を受けた。
火傷の傷跡は、後遺症認定

の大きさには至らなかったが、女
性であるLさんにとっては半袖の
服を着る度、心を痛める傷跡を
残すことになった。
■炊飯業務で転倒し、肋骨骨折
－Mさん
2010年1月に来日した日系ブラ

ジル三世の女性Mさんは、コン

ビニ弁当の製造工場に勤めた。
配属されたのは炊飯部門。そ
の日明け方の午前5時頃、17kg
ほどの重量のある炊きあがった
白飯の詰まったコンテナから、混
ぜご飯用に何種類かに小分け
する計量作業をはじめたときだっ
た。ご飯のコンテナの取っ手を
少し離れた立ち位置から、低い
台車に載せ替えようとしてバラン
スを崩し、コンテナの重さに引き
ずられるように前のめりに転倒し、
身体の右側面と膝を強打した。
当日、会社の人と一緒に病院

に行き、レントゲンでは異常なしと
され、湿布とアスピリンが出され
たが、翌日もあまりに痛かったの
で別の病院でMRIを撮ったとこ
ろ、右肋骨にひびがはいってお
り、膝にも水が溜まっているとわ
かった。

その後、立っても座っても痛み
がひどいので休まざるを得ない
Mさんに会社の担当者が「早く
戻れ」としつこく電話してきた。1
か月後会社の人に連れて行か
れた病院では、仕事ができると
診断書が出されたが、納得でき
ないMさんはその日の内に他の
病院を受診し、休業が必要との
診断書を書いてもらった。
受傷後2か月して、やっと会社

から労災申請の書類が届けられ
たが、Mさんはそれまでの会社
の対応に強い不信感をもつよう
になっていた。Mさんは、書類の
内容を確認してほしいと、ネット
ワークKAMEIDOに来所し、内
容に問題になしと確認したうえで
書類にサインした。いまは認定
を受け、療養生活を送っている。

（東京労働安全衛生センター）
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干466・0815名古屋市昭和区山手通5・33-1TEL(052)837-7420/F AX(052)837-7420 
- fil・ みえ労災職業病センター らmailQYY02435@nifty.ne.jp 

〒514-0003i'IJ:市桜続3丁目444帯地日新ピJレTEL( 059) 228-7977 IF AX ( 059) 225-44 02 
京都．京都労働安全衛生連絡会議 E-mail kyotama@m box.kyoro-inet.01刊

干60凶015〕；tll!I市南区耳：九条御；E目J64-l7ンピシヘ，ス1革庖ピ1レIFTEL (075)691-6191/F AX (075)691-6145 
大 阪．関西労働者安全センタ一 E-mail koshc2000@yahoo.co.j 

干Eド10-0026大阪市寸I火区内本lllfl-2・l3ばんらいピル602TEL(06)6943-1527 /FAX(06)6942-0278 
兵庫．尼崎労働者安全衛生センター E-mail a4p8bv@bma.biglobe.ne.jp 

〒660-0802尼崎市長洲中迎1-7-6TEL(06)4950・6653/FAX(06)4950・6653
兵 山 ・関西労災職業病研究会

〒660-0803尼崎市長洲本通1・16・17阪神医療生協気付 TEL(06) 6488-9952 IF AX (06）臼88・2762
兵 庫 ． ひょうご労働安全衛生センター E-mail npo-hoshc@amail.plala.or.jp 

〒650-0026神戸市中央区古淡通1・1・17西i11lピル2締 TEL(078)382-2118/FAX(078)382・2124
広 μ． 広島労働安全衛生センター E-mail hiroshima-raec@leaLocn.ne.jp 

干732-0825広島市南区金屋町8-20カナヤピル201号 TEL(082)264-4110/F AX (082)264-4123 
鳥取・ 鳥取県労働安全衛生センター

〒680-0814r~取市南町505 自治労会館内 TEL (0857)22-6110/F AX (0857)37・0090
徳 ぬ ・ NPO法人徳島労働安全衛生センター E-mail rengo-tokushima@mva.biglobe.ne.jp 

〒770・0942徳島市H日和町3・35-1徳山県労働制社会館JJ.JTEL(088)623・6362/FAX(088)655-4113 
愛媛・ NPO法人 愛媛労働安全衛生センター E-mail npo_eoshc@yahoo.co.jp 

干793・0051illi条rlT"b.＇長II生138-5TEL(0897)47-0307 /FAX(0897)47・0307
t:i 知 ・財団法人 高知県労働安全衛生センター

〒780-0011山知市部野北町3・2・28TEL(088)845-3953/F AX (088)845・3953
熊 本 ・ 熊本県労働安全衛生センター

〒86ト2 1 05 熊本rlT秋浴田f秋田3441-20 秋i~lレークタウンクリニック TEL (096) 360・1991 /FAX (096) 368-6177 
大 分 ．社団法人大分県勤労者安全衛生センター E-mail OITAOSHC@elf.coara.or.jp 

〒870-ll33大分市宮崎953-1（大分協和病院3階）TEL(097)567・5177/FAX (097) 503・9833
宮崎・旧 松尾鉱山被害者の会 E-mail aanhyuga@mnet.ne.jp 

干883・0021日向TIT!!』・光寺283引 l長江団地1-14TEL(0982)53-9400/FAX (0982)53-3,104 
鹿児山・鹿児島労働安全衛生センター準備会 E-mail aunion@po.synapse.ne.jp 

〒899-5215始以1t日加治木町本町403桁iy:Jピル2FTEL (0995) 63-1700 /FAX (0995)63-1701 
沖純・沖縄労働安全衛生センター

〒902-0061JJJINJ!TIT'i!., 1:.11-14-6 TEL (098)862-3990/F AX (098) 862・3990
自治体 ・自治体労働安全衛生研究会 E-mail sh・net@ubcnet.or.jp

〒102・0085千代l羽区六千件目fl自治労会館31椛 TEL(03)3239-9470/FAX (03)3264-1432 






